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（参考）電気通信事業紛争処理委員会の年次報告に関する参照条文 

 

○ 電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号） 

 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 

第十四条 委員会は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、

あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 

 

 

○ 電気通信事業紛争処理委員会手続規則（平成１３年総務省令第１５５号） 

 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 

第三条 令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、

当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。  

一 あっせん及び仲裁の申請件数  

二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の

件数  

三 あっせんにより解決した事件の件数  

四 仲裁判断をした事件の件数  

五 その他電気通信事業紛争処理委員会（以下「委員会」という。）の事

務に関し重要な事項 



はじめに 
 

 

 この年次報告書は、電気通信事業紛争処理委員会令（平成 13 年政令第 362

号）第 14 条に基づき、平成２２年度における電気通信事業紛争処理委員会（以

下「委員会」という。）の活動状況を総務大臣に報告するものである。 

 

平成２２年度においては、総務大臣からの諮問に対する答申１件のほか、「電

気通信事業者」相談窓口における相談対応を１７件行った。また、関係事業分野

の動向把握のための情報収集に努めるとともに周知活動等にも取り組んだ。 

 

また、平成 22 年 11 月に「放送法等の一部を改正する法律」が成立し、平成

２３年夏頃から、 

① ケーブルテレビ事業者等と基幹放送事業者との間における地上テレビジ

ョン放送の再放送に係る同意に関する紛争 

② 電気通信事業者間における鉄塔等の共用に関する紛争 

③ 電気通信事業者とコンテンツ配信事業者等との間における電気通信役務

の提供に係る紛争 

が当委員会の新たな業務として加わることとなった。 

これを受けて、これらの分野の事案の発生に備えるための情報収集等の取組に

も着手した。 

 

本報告書では、第Ⅰ部に委員会の運営状況を、第Ⅱ部に委員会の紛争処理の状

況を、第Ⅲ部に委員会のその他の活動状況等を取りまとめている。 

 

 

 

 

    平成２３年４月２７日 

電気通信事業紛争処理委員会 

 



白紙 
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第Ⅰ部 平成２２年度における委員会の運営状況 

第１章 委員及び特別委員の任命状況 

 

１ 委員の任命 

電気通信事業紛争処理委員会は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務

に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が

任命する委員５名をもって組織される（電気通信事業法（昭和５９年法律第８

６号）第１４５条及び第１４７条）1。 

平成２２年度においては、委員の任期（３年）が満了したことに伴い、平成

２２年１２月３日に総務大臣より以下の５名の委員が任命された2。５名のうち

２名の委員は新任、３名の委員は再任である。 

また、平成２２年１２月１３日に開催した第１１１回委員会において、委員

の互選により坂庭委員が委員長に、渕上委員が委員長代理に選任され、委員会

は新たな体制で四期目の活動を開始した。 

 

【委員】                    平成 23 年 3 月 31 日現在 

氏 名 役 職 等 任 命 日 

坂
さか

 庭
にわ

 好
こう

 一
いち

 

（委 員 長） 

東京工業大学大学院理工学

研究科教授 

平成 22 年 12 月 3 日再任 

（第 1期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 22 年 11 月 29 日）

渕
ふち

 上
がみ

 玲
れい

 子
こ

 

（委員長代理）

弁護士 
平成 22 年 12 月 3 日再任 

（第 1期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 22 年 11 月 29 日）

尾
お

 畑
ばた

   裕
ひろし

 
一橋大学大学院商学研究科

教授 

平成 22 年 12 月 3 日再任 

（第 1期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 22 年 11 月 29 日）

   

 

                             
1  「放送の業務」は、第１７６回国会において「放送法等の一部を改正する法律案」が成立し、

電気通信事業法第１４７条第１項が改正され、追加された（平成２２年１２月３日公布・施行）。 
2  本任命は、第１７６回国会において、平成２２年１２月３日の衆議院及び参議院の本会議で

の同意の議決を得て行われた。 

なお、前任の委員の任期は、平成２２年１１月２９日に満了したが、後任者が任命されるま

で引き続きその職務を行った（電気通信事業法第１４８条第３項）。 
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氏 名 役 職 等 任 命 日 

各
かが

 務
み

 洋
よう

 子
こ

 
駒澤大学グローバル・メディ

ア・スタディーズ学部教授 平成 22 年 12 月 3 日新任 

山
やま

 本
もと

 和
かず

 彦
ひこ

 
一橋大学大学院法学研究科 

教授 
平成 22 年 12 月 3 日新任 

（退任した委員） 

氏 名 役 職 等 退 任 日 

龍
たつ

 岡
おか

 資
すけ

 晃
あき

 
（前委員長） 

学習院大学専門職大学院 

法務研究科（法科大学院） 

教授 

平成 22 年 12 月 2 日退任 

（第 1期：平成 19 年 6月 20 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 22 年 11 月 29 日）

富
とみ

 沢
さわ

 木
この

 実
み

 
法政大学地域研究センター 

客員教授 

平成 22 年 12 月 2 日退任 

（第 1期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 16 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 16 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

（第 3期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 22 年 11 月 29 日）

※ 役職等については、退任時のものである。 

 

２ 特別委員の任命 

委員会には、委員のほか、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事

項を調査審議させるため、総務大臣が任命する特別委員を置いている（電気通

信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）第１条）。 

特別委員は、年度当初、８名が任命されていたが、そのうち山本特別委員が

平成２２年１２月３日に委員に任命されたことから、７名となった。 
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【特別委員】                  平成 23 年 3 月 31 日現在 

氏 名 役 職 等 任 命 日 

小
お

 野
の

 武
たけ

 美
み

 東京経済大学経営学部教授 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

加
か

 藤
とう

   寧
ねい

 
東北大学大学院情報科学 

研究科教授 
平成 21 年 11 月 30 日新任 

白
しら

 井
い

   宏
ひろし

 中央大学理工学部教授 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

寺
てら

 澤
ざわ

 幸
ゆき

 裕
ひろ

 弁護士 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

樋
ひ

 口
ぐち

 一
かず

 夫
お

 弁護士 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

森
もり

   由美子
ゆ み こ

 関東学園大学経済学部教授 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

若林
わかばやし

 亜理
あ り

砂
さ 駒澤大学大学院法曹養成 

研究科教授 

平成 21 年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 19 年 11 月 30 日 

～平成 21 年 11 月 29 日）

 

（退任した特別委員） 

氏 名 役 職 等 退 任 日 

山
やま

 本
もと

 和
かず

 彦
ひこ

 
一橋大学大学院法学研究科 

教授 

平成 22 年 12 月 2 日退任 

（第 1期：平成 21 年 11 月 30 日 

～平成 22 年 12 月 2 日） 
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第２章 委員会の開催状況 

 

平成２２年度は、次のとおり８回の委員会を開催した。 

 

会合 日 付 議 事 等 開催模様 

第 106回 平成 22年 

 4月 22日 

1 平成 21 年度年次報告(案)

の審議 

2 あっせん委員及び仲裁委

員としてあらかじめ指定す

る者の名簿（案）の審議 

※文書による審議（注） 

 

第 107回 平成 22年 

 6月 29日 

1 生活文化センター株式会

社からの協議再開命令の申

立てに係る総務大臣からの

諮問（総合通信基盤局からの

説明） 

2 生活文化センター株式会社

からの協議再開命令の申立て

に係る審議 

3 その他 

 

第 108回 平成 22年 

 7月 8日 

1 生活文化センター株式会

社からの協議再開命令の申

立てに係る審議、答申 

2 「電気通信事業紛争処理マ

ニュアル」の改訂について 

3 その他 

 

 

第 109回 平成 22年 

9月 24日 

1 施設視察 

（株式会社ジュピターテレ

コムの通信及び放送用設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会の模様 

委員会の模様 

委員会の模様 
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会合 日 付 議 事 等 開催模様 

第 110回 平成 22年 

11月 25日 

1 電気通信事業分野におけ

る競争状況の評価 2009 の概

要について（総合通信基盤局

からの説明） 

2 第２回国際通信調停フォ

ーラム等の報告について 

3 その他 

4 関西ブロードバンド株式

会社からのあっせん申請事

件に係る西日本電信電話株

式会社からの報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 111回 平成 22年 

12月 13日 
1 委員長及び委員長代理の

選任 

2 新委員長の挨拶 

3 森田大臣政務官の挨拶 

4 あっせん委員及び仲裁委

員対象者の指定 

5 「電気通信市場の環境変化

に対応した接続ルールの在

り方について（平成 21 年 10

月情通審答申）」の実施状況

について（総合通信基盤局か

らの説明）  

6 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 112回 平成 23年 

2月 24日 
1 ブロードバンド普及促進

に向けた取組について（総合

通信基盤局からの説明） 

2 放送法等の一部を改正す

る法律による紛争処理委員

会関係の改正事項について 

3 今後の委員会の進め方に

ついて 

4 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会の模様 

 

委員会の模様 

委員会の模様(1) 

 

委員会の模様(2) 
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会合 日 付 議 事 等 開催模様 

第 113回 平成 23年 

3月 28日 

1 放送分野の制度と現状に

ついて（情報流通行政局から

の説明） 

2 ケーブルテレビ事業者に

よる地上テレビジョン放送

の再送信の同意について（情

報流通行政局からの説明） 

3 平成 22 年度年次報告(案)

の審議 

4 その他 

 

注：「文書による審議」とは、電気通信事業紛争処理委員会運営規程第２条第２項に基づく

審議（招集せずに行う委員会）をいう。 

委員会の模様 
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第Ⅱ部 平成２２年度における紛争処理の状況 

第１章 紛争処理の概況 

 

当委員会は、次の３つの機能を有している。 

① 電気通信事業者間の接続等に関する紛争及び無線局を開設し又は無線

局の周波数等を変更しようとする者と既設の無線局の免許人等との間の

紛争を解決するためのあっせん・仲裁 

② 総務大臣が行う行政処分についての諮問に対する審議・答申 

③ その権限に属させられた事項に関し、必要なルール整備等についての総

務大臣に対する勧告 

また、事務局に「電気通信事業者」相談窓口を設け、接続その他の電気通信事

業者間の紛争に関する相談・問い合わせ等に対応している。 

 平成２２年度に行ったこれらの紛争処理の状況は、次のとおりである。 

 

１ あっせん・仲裁の処理件数 

  平成２２年度中、あっせん・仲裁の申請はなかった。 

 あっせん・仲裁の処理件数（平成２２年度） 
あっせん申請 処理終了 処 理 中 

０ ０ ０
 （あっせん不実行   ０）

（あっせん打切り   ０）
（解決        ０）
（合意に至らず取下げ ０）

 

   
仲裁申請 処理終了 処 理 中 

０ ０
（仲裁判断    ０）

０

 

２ 総務大臣への答申 

平成２２年度中、総務大臣から協議再開命令の申立てに係る諮問が１件あっ

た。委員会は、次のとおり諮問について審議を行い、総務大臣への答申を行っ

た。 

事 案 諮 問 答 申 

諮問第８号 平成 22 年 6 月 29 日 平成 22 年 7 月 8 日 
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３ 総務大臣への勧告 

平成２２年度中、総務大臣への勧告は行わなかった。 

 

４ 「電気通信事業者」相談窓口における相談 

「電気通信事業者」相談窓口において、平成２２年度中、１７件の相談・問

い合わせ等を受けた。相談内容ごとの受付件数は、次のとおりである。 

 

相 談 内 容 受 付 件 数 

ア 接続の諾否 

  （接続拒否事由に関する相談） 

２件 

イ 接続に関する費用負担 

  （網使用料に関する相談） 

４件 

ウ 卸役務の提供 

  （営業許諾費に関する相談等） 

３件 

エ その他 

  （ローミング契約に関する相談等） 

８件 

計 １７件 

注：同一案件に係る複数回の相談を含む。 

 

５ あっせん申請事件のフォローアップ 

  平成２２年１１月２５日の第１１０回委員会において、西日本電信電話株式

会社から中継光ファイバの空き状況等について報告を受け、質疑応答の後、意

見交換を行った。 

本件は、関西ブロードバンド株式会社からあっせん申請があった事案（平成

２１年（争）第１号）について、両当事者が合意したあっせん案に、西日本電

信電話株式会社から委員会へ中継光ファイバの空き状況等に関する報告を行

うこととされたことによるものである。 
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第２章 諮問事案の処理状況 

 
平成２２年１月２５日申立て事例（基・電・料金サービス課平成２２年１月２

５日第２３号）(電気通信設備の接続協定に関する協議再開命令の申立て) 
 

(1) 経過 

平成２２年１月１５日 あっせん不実行（平成２１年１２月２８日（争）

第３号） 

１月２５日 生活文化センター株式会社（以下「生活文化セン

ター」という。）、命令の申立て（⇒（２）） 

１月２７日 総務大臣、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以

下「ドコモ」という。）に対し意見書の提出の機

会を付与 

２月１７日 ドコモ、総務大臣に意見書を提出（⇒（３））  

２月１９日 総務大臣、生活文化センターに対し意見書の提出

の機会を付与 

３月１２日 生活文化センター、総務大臣に意見書を提出  

（⇒（４）） 

３月２９日 総務大臣、生活文化センターに事業法に基づく報

告を求める 

４月２６日 生活文化センター、総務大臣に事業法に基づく報

告を提出 

６月２９日 総務大臣、電気通信事業紛争処理委員会に諮問

（諮問第８号）（⇒（５）） 

７月 ８日 電気通信事業紛争処理委員会、総務大臣に答申

（電委第４２号）（⇒（６）） 

７月１４日 総務大臣、生活文化センターに対して接続協議の

再開の命令をしないことを通知（総基料第１１

５号）（⇒（７）） 

 

(2) 申立てにおける主な主張 

ア 申立ての内容 

直収パケット交換機接続（レイヤ２接続）をはじめとする６件の電気通

信設備の接続について、ドコモとの協議が不能のため、総務大臣による協
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議の再開の命令を申し立てた。 

  イ 協議不能の理由 

生活文化センターは、平成２１年７月３１日以降、ドコモに対し協議を

申し入れたが、平成２１年１２月１７日、ドコモから文書により接続を拒

否され、平成２１年１２月２８日申請の総務省電気通信事業紛争処理委員

会のあっせんについても、ドコモから応じないとの報告が委員会にあり、

あっせん不実行となったため、協議不能となったもの。 

 

(3) ドコモの主な主張  

ア 電気通信事業法施行規則第２３条第１号の該当性 

生活文化センターは、その実態が明らかでなく、また、財務データも提

供しないままであり、かつ、そのビジネスプランはおよそ非現実的である。  

したがって、ドコモに対して将来負担すべき月々の網使用料や預託金を

支払わないおそれが大きいと判断されることから、施行規則第２３条第１

号に該当し、当該申立ては却下されるべきである。 

イ 電気通信事業法第３２条第２号の該当性 

生活文化センターは旧平成電電代表取締役社長の別動隊であることや

不当な勧誘を行っていることから、様々な社会問題を発生されるおそれが

高く、その結果、ドコモへの風評被害や訴訟リスクは不可避である。 

したがって、ドコモのブランド価値をおとしめ、ドコモの利益を不当に

害するおそれが極めて高いと判断されることから、法第３２条第２号に該

当し、当該申立ては却下されるべきである。 

 

(4) 生活文化センターの主な主張  

ア 電気通信事業法施行規則第２３条第１号の該当性 

ドコモの自己中心の恣意的なビジネスモデルを基にした主張で、何らの

根拠もないものである。 

イ 電気通信事業法第３２条第２号の該当性 

生活文化センターが不当な勧誘を行っているとドコモは主張している

が、それは事実と異なる偏見である。 

これを基に不当と言うのは恣意的で、ブランド価値の主張も事実誤認に

基づく主張である。 

 

 (5) 諮問 

平成２２年６月２９日諮問第８号（次のとおり） 



第２章 諮問事案の処理状況 

11 

諮 問 書 

 

生活文化センター株式会社から平成２２年１月２５日付けで、電気通

信事業法（昭和５９年法律第８６号）第３５条第１項の規定に基づき、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「ドコモ」という。）に対す

る電気通信設備の接続に関する協議の再開に係る命令の申立てがあっ

た。 

これについて審査した結果、当該接続が同法第３２条第３号に掲げる

場合に該当すると認められることから、ドコモに対し協議の再開の命令

をしないこととしたい。 

上記のことについて、同法第１６０条第１号の規定に基づき、諮問す

る。 

 

(6) 答申  

平成２２年７月８日電委第４２号（次のとおり） 

 

答 申 書 

 

平成２２年６月２９日付け諮問第８号をもって諮問された事案につ

いて、審議の結果、下記のとおり答申する。なお、その理由は、別紙の

とおりである。 

 

記 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「ドコモ」という。）に対

し、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「法」という。）

第３５条第１項の規定に基づく電気通信設備の接続に関する協議の再

開の命令をしないことは相当である。 

なお、電気通信回線設備との接続の重要性にかんがみ、今後について

も電気通信事業者において法第３２条各号の該当性が慎重に判断され、

接続拒否が安易に行われることがないようにすべきものであることを

付言する。 
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別 紙

 

第１ 本件の経緯 

 

総務大臣は、平成２２年６月２９日、当委員会に対し、法第１６０条

の規定に基づき、法第３５条第１項の規定による電気通信設備の接続に

関する協議再開命令について諮問をした。その経緯は次のとおりであ

る。 

 

１ 生活文化センター株式会社からの申立て 

生活文化センター株式会社（以下「生活文化センター」という。）

は、平成２１年７月３１日以降、ドコモに対し、電気通信設備の接続

に関する協定の締結を申し入れた。生活文化センターが実現しようと

する接続は、次の①から⑥までのとおりである。 

① 直収パケット交換機接続（レイヤ２接続）（以下「レイヤ２接

続」という。） 

② 直収パケット交換機接続（レイヤ３接続）（以下「レイヤ３接

続」という。） 

③ ｉ‐ｍｏｄｅ移動無線装置接続用パケット交換機接続（以下

「ＩＳＰ接続」という。）及びレイヤ２接続による既存のｉ‐ｍ

ｏｄｅユーザ対象のＷｅｂ及びメール接続パケット事業者選択

サービス 

④ ＩＳＰ接続及びレイヤ３接続による既存のｉ‐ｍｏｄｅユー

ザ対象のＷｅｂ及びメール接続パケット事業者選択サービス 

⑤ 音声関門交換機接続による音声サービス 

⑥ ショートメッセージサービス交換機（仮称）接続によるショー

トメッセージサービス 

生活文化センターは、当該接続について、ドコモと協議を行ったが、

平成２１年１２月１７日、ドコモから、すべての接続に関してその

請求を拒否され、平成２２年１月２５日、総務大臣に対し、法第３

５条第１項の規定に基づき、ドコモに対する電気通信設備の接続に

関する協議再開命令の申立てを行った。 

ドコモが、①継続的に網使用料の支払いが可能であるとは判断で

きないこと、②生活文化センターは旧平成電電株式会社（以下「旧 
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平成電電」という。）代表取締役社長と密接な協働関係の下に電気通

信事業を営むものと判断できること等を理由に接続請求を拒否した

ことに対し、生活文化センターは、①ドコモとの間では、同社の相

互接続約款第６４条の２の債務の履行の担保を約束することで、接

続の承諾を受けている、②生活文化センターと旧平成電電代表取締

役社長は、資本関係はなく、役員でもない旨主張している。 

 

２ ドコモの主張  

ドコモは、電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。

以下「施行規則」という。）第２３条第１号及び法第３２条第２号の

該当性を主張し生活文化センターからの接続の請求を拒否している。

その理由の概要は次の(1)及び(2)のとおりである。 

(1) 施行規則第２３条第１号の該当性 

生活文化センターは、その実態が明らかでなく、また、財務デー

タも提供しないままであり、かつ、そのビジネスプランはおよそ非

現実的である。 

したがって、ドコモに対して将来負担すべき月々の網使用料や預

託金を支払わないおそれが大きいと判断されることから、施行規則

第２３条第１号に該当し、当該申立ては却下されるべきである。 

(2) 法第３２条第２号の該当性 

生活文化センターは旧平成電電代表取締役社長の別動隊であるこ

とや不当な勧誘を行っていることから、様々な社会問題を発生させ

るおそれが高く、その結果、ドコモへの風評被害や訴訟リスクは不

可避である。  

したがって、ドコモのブランド価値をおとしめ、同社の利益を不

当に害するおそれが極めて高いと判断されることから、法第３２条

第２号に該当し、当該申立ては却下されるべきである。 

 

３ 総務大臣の諮問  

総務大臣は、平成２２年１月２７日にドコモに対し意見書の提出の

機会を付与、同年２月１９日に生活文化センターに対し意見書の提出

の機会を付与、同年３月２９日に生活文化センターに対し法に基づく

報告を求めた上で、同年６月２９日当委員会に対し諮問を行った。 

諮問の内容は、ドコモに対する電気通信設備の接続が法第３２条第
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３号に掲げる場合に該当すると認められることから、ドコモに対し協

議の再開の命令をしないこととしたいとするものである。 

 

４ 委員会の審議  

当委員会は、総務大臣からの諮問を受け、平成２２年６月２９日に

委員会を開催し、諮問内容について説明を受けた後、審議を行い、さ

らに同年７月８日に委員会を開催して審議を行い、本答申を取りまと

めた。 

 

第２ 検討 

 

１ 法第３５条第１項の協議再開命令について 

法第３５条第１項においては、総務大臣は、電気通信事業者が他の

電気通信事業者に対し電気通信設備の接続に関する協定の締結を申

し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じ

ず、又は協議が調わなかった場合で、協定締結を申し入れた電気通信

事業者から申立てがあったときは、法第３２条各号に掲げる場合に該

当すると認めるとき等を除き、当該他の電気通信事業者に対し、協議

の開始又は再開を命ずるものとされている。 

 

２ 法第３２条各号の該当性  

法第３２条においては、電気通信事業者が他の電気通信事業者の接

続請求に応じる義務があることを原則としつつ、例外的にその請求を

拒否できる場合として、「電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずる

おそれがあるとき」（同条第１号）、「当該接続が当該電気通信事業

者の利益を不当に害するおそれがあるとき」（同条第２号）、「前二

号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき」（同

条第３号）と規定している。 

また、法第３２条第３号を受けた施行規則第２３条においては、「電

気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回

線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれ

があること」（同条第１号）、「電気通信設備の接続に応ずるための

電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難

であること」（同条第２号）を接続請求を拒否できる正当な理由とし
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て規定している。 

本件においてドコモは、施行規則第２３条第１号及び法第３２条第

２号に当たると主張し、生活文化センターからの接続請求を拒否して

いることから、その該当性について検討する。 

 

(1) 施行規則第２３条第１号の該当性  

生活文化センターは、データ通信サービス、音声サービス、ショ

ートメッセージサービス及びメールサービスをフルラインで提供す

るとしており、第１の１のとおり、ドコモに対し６種類の接続を求

めている。 

これらの接続をすべて実現する場合、同社が接続に関し負担すべ

き金額のうち月々の網使用料としては、少なくとも約２,１９６万円

が必要であり、また、同社が接続に関し負担すべき金額の支払いを

怠るおそれを払拭するための預託金としては、少なくとも約８億円

が必要である。 

これらの金額は、同社の運転資本等の規模を著しく上回っている。

また、同社が提供を予定している電気通信サービスから月々の網使

用料を支払うために十分な収益を短期的に得ることができるとは認

められない。さらに、同社の資金の調達先等は未定としていること

などから、借入れや増資等の手段により接続に関し負担すべき金額

を支払うことができると判断することはできない。 

以上のとおり、生活文化センターが求める６種類の接続を行う場

合には、当該接続に関し負担すべき金額の支払いを同社が怠るおそ

れがあることは否定できず、施行規則第２３条第１号の該当性は認

められる。 

 

(2) 法第３２条第２号の該当性  

電気通信回線設備との接続の重要性にかんがみ、法第３２条第２

号の「利益を不当に害するおそれ」に係る該当性を認める場合は、

客観的な事実に基づいて、当該接続により相当程度の利益の損失が

発生することを合理的に説明できることが求められる。 

ドコモは、旧平成電電代表取締役社長と密接な関係がある生活文

化センターと接続した場合、旧平成電電の被害者団体からの非難や

社会からの風評被害を受けブランドイメージが大きく損なわれるこ 
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と及び生活文化センターが勧誘した代理店からの苦情や損害賠償の

申立てが行われることにより、ドコモの利益を不当に害するおそれが

あると主張している。 

当該主張については、生活文化センターと旧平成電電代表取締役

社長が一定の関係性を有することは認められるが、同社長が関係する

企業や主導する企業と取引をしている他の企業がドコモの主張する

ような風評被害を受けたなどの事実は示されていないこと及び生活

文化センターの代理店の応募については決定されたものはなく、現

在、ドコモが指摘した同社ホームページでの代理店募集は行われてい

ないことから、現状では、ドコモが生活文化センターからの接続請求

に応じることをもってドコモに相当程度の利益の損失が発生するこ

とを合理的に説明できる事実があるとまでは認められない。 

以上のとおり、現状においては、本件接続によりドコモの利益が不

当に害されるおそれがあると認めることはできず、法第３２条第２号

の該当性を認めることはできない。 

 

(3) 以上により、施行規則第２３条第１号の該当性は認められるが、法

第３２条第２号の該当性は認められない。 

 

第３ 結論 

 

当委員会は、以上の理由により、本件接続に関する協議の再開の命令

をしないことは相当であると判断する。 

 

(7) 処分についての通知 

生活文化センターあて平成２２年７月１４日総基料第１１５号（次のとお

り） 

 

平成２２年１月２５日付け電気通信事業法（昭和５９年法律第８６

号）第３５条第１項の規定に基づく接続協定に関する命令の申立てにつ

いては、別紙の理由（省略）により、協議の再開の命令をしないことと

しましたので通知します。 
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第Ⅲ部 委員会のその他の活動状況等 

第１章 政策担当者からのヒアリング及び視察 

 

委員会は、急速に変化しながら発展を続ける電気通信分野の市場環境や政策動

向を平素から十分に把握し、具体的紛争事案の提起に備える必要がある。 

 このため、平成２２年度には、次のとおり、関係分野に関する情報収集等を行

った。 

 なお、平成２２年度における電気通信事業及び電気通信政策等の動向は、【資

料１】のとおりである。 

 

１ 政策担当者からのヒアリング 

 (1) 平成２２年１１月２５日 第１１０回委員会 

   総合通信基盤局から「電気通信事業分野における競争状況の評価２００９

の概要」について説明を受け、意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【新たな法体系のイメージ】 

 

 

【説明の概要】 

１ 定点的評価の評価結果 

 (1) 固定電話市場 

ア ＮＴＴ東西のシェアは、２０１０年３月末で８２．９％と依然として高

い水準。 

イ 不可欠設備を保有するＮＴＴ東西は、単独で市場支配力を行使しうる地

位にあるが、第一種指定電気通信設備に係る競争ルールにより、市場支配

力を実際に行使する可能性は低い。 

ウ ＮＴＴ東西における市場支配力の固定電話領域から他の領域へのレバ

レッジ（影響力）に関しては、固定電話市場全体におけるＮＴＴ東西のシ

ェアが減少傾向にあるものの、注視が必要。 

  (2) 移動体通信市場 

   ア ＮＴＴドコモのシェアは、２０１０年３月末現在で４８．２％となって

おり、依然として他の競争事業者のシェアとの格差が大きい。移動体通信

市場は、周波数の有限希少性、サンクコスト（埋没費用）の存在等による

寡占的な市場構造が成立しやすい環境にあり、また、事業者変更のスイッ

チングコスト（乗換コスト）が依然大きく、ＮＴＴドコモは市場支配力を

行使しうる地位にある。 

   イ しかしながら、第二種指定電気通信設備に係る接続義務、禁止行為等の

規制や、「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」に

より一定の規制が効いていることから、ＮＴＴドコモが単独で市場支配力

を行使する可能性は低い。 

   ウ 今後は固定通信と移動通信の融合サービスや、より高速な携帯電話の普

及に伴う市場の動向について、引き続き注視していくことが必要である。
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  (3) ブロードバンド市場 

   ア 契約回線数のＮＴＴ東西のシェアが拡大しているが、第一種指定電気通

信設備制度などの競争ルールの存在により、市場支配力が行使される可能

性は高くない。 

   イ ＦＴＴＨ市場においては、ＮＴＴ東西が市場支配力を行使しうる地位に

あり、競争ルールの存在がＮＴＴ東西の市場支配力の行使を抑制している

ものの、市場支配力を行使する可能性は否定できない。 

 ２ 戦略的評価の評価結果 

  (1) 電気通信サービスに係る消費者選考の変化に関する経時的分析 

   ア 利用者の選択として、固定電話は、メタルから光への移行が徐々に進展、

ブロードバンドについてもＡＤＳＬから光へのマイグレーション（移行）

が進展している。移動体通信は、２Ｇから３Ｇへのマイグレーションが急

速に進展している。 

   イ ＦＴＴＨ及び光ＩＰ電話への移行希望は、全体的に移行を希望する割合

が減少する傾向にある。 

  (2) モバイル及びブロードバンドの普及に関するこれまでの競争政策の経済

効果の定量分析 

   ア 消費者余剰分析により、携帯電話市場における経済効果（２００６年９

月から２００９年１２月までの３年３箇月の合計）として、消費者余剰の

増分を約 6,850 億円と算定、うち、競争政策の直接的効果（全体）を約 670

億円（9.8％）と算定した。そのうち、ナンバーポータビリティ制度導入

による直接効果が最も大きく、約 390 億円（5.6％）、ＭＮＶＯの参入促進

による直接効果が約 120 億円（1.8％）、端末価格と通信料金の区分の明確

化による直接効果が約 160 億円（2.4％）となった。 

また、他産業への波及効果を約 8,560 億円と算定した。 

   イ ＡＤＳＬ市場における経済効果（２００１年３月から２００６年６月までの５年３箇月の

合計）として、消費者余剰分析により消費者余剰の増分を約 4,120 億円と算定、

うち、ＡＤＳＬ市場における競争政策の直接的効果（全体）を約 1,470 億円

(35.6％)と算定した。ＡＤＳＬ市場における競争政策の直接的効果（全体）は、経

済効果（消費者余剰の増分）全体の３割以上を占め、ＡＤＳＬの普及には、競争

政策が直接的に大きな影響を与えたと考えられる。 

また、他産業への波及効果を約 2,070 億円と算定した。 

   ウ ＦＴＴＨ市場における経済効果（２００１年３月から２００９年１２月

までの８年９箇月の合計）として、消費者余剰分析により消費者余剰の増

分を約 1,310 億円と算定、うち、ＦＴＴＨ市場における競争政策の直接的

効果（全体）を約 130 億円（9.9％）と算定した。ＦＴＴＨ市場における

各競争政策については、同程度の直接効果があったという結果となった。

また、他産業への波及効果を約１兆 7,240 億円と算定した。ＦＴＴＨ市

場は市場規模が大きく、市場規模の拡大が進展しており、他産業への波及

効果が大きい。 
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 (2) 平成２２年１２月１３日 第１１１回委員会 

   総合通信基盤局から「『電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの

在り方について（平成 21 年 10 月情通審答申）』の実施状況」について説明

を受け、意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    【参考】 

     「第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する新たな会計制度の

導入」については、総務大臣から、当該会計制度を導入するための総務省令案が「情

【説明の概要】 

電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について、情報通信審議

会から受けた答申の内容及び実施状況は次のとおり。 

 １ 携帯電話市場における接続ルールの整備 

  (1) 携帯電話市場の環境変化を踏まえ、携帯電話接続料に関する算定方法を明

確化することが適当との答申を受け、「第二種指定電気通信設備制度の運用

に関するガイドライン」を２０１０年３月に公表し、接続料の算定方法を明

確化するとともに、アンバンドルの仕組みを設けた。 

  (2) 接続料算定の透明性向上を図り、もって接続事業者の検証可能性を高める

観点から、電気通信事業会計をベースとして、第二種指定電気通信設備を設

置する電気通信事業者に対する新たな会計制度を導入することが適当との

答申を受け、電気通信事業法を改正し、第二種指定電気通信設備を設置する

電気通信事業者に対して接続会計の整理・収支の状況の公表を義務付け、２

０１０年度会計から作成・公表することで作業を進めている。 

  (3) 鉄塔等の共用の促進を図るため、総務大臣裁定等の対象に鉄塔等の共用を

追加することが適当との答申を受け、電気通信事業法を改正し、電気通信事

業者間における鉄塔等の共用に係る料金や条件を巡る紛争について、総務大

臣による裁定・協議命令の対象とするとともに、電気通信事業紛争処理委員

会によるあっせん・仲裁の対象としたところ。 

２ 通信プラットフォーム市場・コンテンツ配信市場への参入促進のための公

正競争環境の整備 

  携帯電話網等を利用してコンテンツ配信を行う事業者等の参入のために公

正な利用ルールを整備することが適当との答申を受け、電気通信事業法を改正

し、コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間における電気通信役務の

提供に係る料金や条件を巡る紛争について、電気通信事業紛争処理委員会によ

るあっせん・仲裁の対象としたところ。 

３ 固定ブロードバンド市場における接続ルールの整備 

   固定ブロードバンド市場の環境変化を踏まえ、ＦＴＴＨサービスの屋内配線

の公正な利用ルールを整備することが適当、また、中継ダークファイバにお

けるＷＤＭ（波長分割多重）装置の公正な利用ルールを整備することが適当

との答申を受け、２０１０年１月に総務省令等を改正した上、ＮＴＴ東西の

接続約款のＦＴＴＨサービスの屋内配線に係る使用料等の設定、ＷＤＭ装置

等に係る網使用料等の設定などを内容とする変更案について２０１０年３月

に認可した。 
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報通信行政・郵政行政審議会」に諮問（平成２２年１２月１４日）され、同審議会

から、諮問のとおり制定することが適当との答申（平成２３年２月２２日）を受け

た。総務省では、本答申を踏まえ、総務省令（第二種指定電気通信設備接続会計規

則）を制定（平成２３年３月３１日）。平成２２年度会計から適用することとした。 

 (3) 平成２３年２月２４日 第１１２回委員会 

   総合通信基盤局から「ブロードバンド普及促進に向けた取組」について説

明を受け、意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明の概要】 

 １ グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース 

   競争政策を環境変化に対応したものに見直すとともに、ＩＣＴの利活用によ

り、我が国が直面する経済的、社会的課題等の解決に貢献するため、タスクフ

ォースを開催し、４つの部会において、それぞれの課題を議論いただいた。こ

のうち、「過去の競争政策のレビュー部会」及び「電気通信市場の環境変化へ

の対応部会」において、市場環境変化に対応した競争政策の見直し等について

御議論いただいた。 

 ２ 「光の道」構想に関する最終取りまとめ 

   「光の道」構想については、「過去の競争政策のレビュー部会」及び「電気

通信市場の環境変化への対応部会」の合同部会において御議論をいただき、平

成２２年１２月に最終取りまとめをしていただいた。 

   このうち、ＮＴＴの在り方を含めた競争政策の推進については、 

○ アクセス網のオープン化等の在り方として、線路敷設基盤の開放、周波

数の再配分についてオークションの考え方を取り入れた制度の検討等の

設備競争の促進及び加入光ファイバ接続料の低廉化によるサービス競争

の促進などを指摘。 

○ 中継網のオープン化の在り方として、ＮＴＴ東西のＮＧＮ（次世代ネ

ットワーク）の適時適切なオープン化、電話網からＩＰ網への移行に伴

う課題についての検討などを指摘。 

○ ボトルネック設備（不可欠設備）利用の同等性確保の在り方として、

公正な競争環境を整備するためには、ボトルネック設備をＮＴＴ東西が

利用する場合と他事業者が利用する場合との同等性が確保されているこ

とが必要であり、「資本分離」、「構造分離」、「機能分離」の３案について

検討。設備競争の促進への影響、ＮＴＴ株主への影響、実現のための時

間、コストといった観点から総合的に判断すると、「機能分離」を行うこ

とが現時点においては最も現実的かつ効果的と判断された。 

また、機能分離の導入に当たっては、厳格なファイアウォール措置、

子会社等との一体経営への対応として、現行の禁止行為規制の内容を委

託先子会社等にも遵守させるための措置などを指摘。 

○ その他、ユニバーサルサービス（基礎的電気通信サービス）の在り方、

今後の市場環境の変化への対応等について指摘。 

 ３ 「光の道」構想に関する基本方針等 

   最終取りまとめで指摘された事項の取組方針として、総務省は、平成２２年

１２月に基本方針を策定、公表した。 
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 (4) 平成２３年３月２８日 第１１３回委員会 

   情報流通行政局から「放送分野の制度と現況について」、「ケーブルテレビ

事業者による地上テレビジョン放送の再送信の同意について」について説明

を受け、意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明の概要】 

１  放送分野の制度と現状について 

（１）  放送市場の概要 

放送メディア全体の市場規模（営業収益）は、平成１９年度の４兆１，０３１億円を

ピークに減少し、平成２１年度は３兆８，１３２億円となっているが、主に減少している

のは地上放送（民放）の市場規模であり、ケーブルテレビ・衛星放送については、

年々増加している。これらケーブルテレビ・衛星放送については多チャンネル化も

進んでおり、２１年度末では地上放送も含め、４７０チャンネル（一部重複あり）が放

送されている。 

（２）  放送制度の概要 

放送法については、現行放送法、新放送法ともに、「放送を公共の福祉に適合

するように規律し、その健全な発達を図る」ことを目的として、①番組編集関係、②

放送の計画的普及、③民放とNHKとの二元体制について規定されている。①、②

のいずれについても、NHKについては、民放に比して上乗せとなるような規定が設

けられている。 

平成２２年１２月３日に公布された新放送法については、通信・放送法の体系の

見直しが行われ、現行の法体系において、放送の関係では４法あるものが放送法

１つに、電気通信事業の関係では２法あるものが電気通信事業法１つに統合され

た。 

（３）  地上系一般放送事業者の概要 

地上系一般放送事業者は、５つの番組系列、および独立U局全体で１２７社とな

っている。平成21年度の営業収益は合計で2兆1,271億円であるが、平成19年度 

ＮＴＴ東西の機能分離については、電気通信事業法及びＮＴＴ法の一部改正

法案を国会に提出するなど各事項について具体的な取組を進めていくことと

したところ。 

また、併せて、「光の道」構想実現に向けた工程表も策定・公表した。 

 ４ 電気通信事業法及びＮＴＴ法の一部を改正する法律案の概要 

電気通信事業法の改正については、ＮＴＴ東西に対する業務委託先子会社

の適切な監督、設備部門と営業部門の隔離、接続業務に関して知り得た情報を

適正に管理するための体制の整備等を義務付けるもの。 

ＮＴＴ法の改正については、ＮＴＴ東西が地域電気通信業務を営むために

保有する設備等を活用して行う電気通信業務等に係る現行の認可制を事前届

出制とするもの。 
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２ 委員会における施設視察 

平成２２年９月２４日 第１０９回委員会 

  株式会社ジュピターテレコムの通信設備及び放送用設備の現場視察を行う

とともに、同社から会社及び設備の概要等について説明を受けた。 

以降、減少傾向となっている。 

また、地上デジタル放送は、平成22年12月時点で全世帯の94.9％の普及率と

なっており、平成23年7月の地上アナログ停波に向け、各種の取り組みが推進され

ている。 

（４）  ケーブルテレビの概要 

平成２２年３月末における自主放送を行う許可施設のケーブルテレビ加入世帯

数は、２，４７１万世帯、普及率は４６．７％となっている。また、自主放送を行う許可

施設数及び事業者数は、それぞれ６８２施設、５３５事業者。 

自主放送を行う許可施設事業者のうち、ケーブルテレビ事業を主たる事業とす

る営利法人（313事業者）の最近の経営状態の推移をみると、平成21年度におい

ては、全体で、5,134億円の営業収益をあげており、単年度黒字、累積黒字いず

れも、事業者数及びその全体に占める割合が増加している。 

２ ケーブルテレビ事業者による地上テレビジョン放送の再送信の同意につい

て 

再送信同意制度については、有線テレビジョン放送事業者は、テレビジョン放送

の再送信にあたって、放送事業者の同意を得なければならないとされているところで

ある。しかし、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者の間で再送信同意につい

ての協議が不調、もしくは協議を行うことができない場合には、有線テレビジョン放送

事業者は有線テレビジョン放送法に基づき、総務大臣に対して裁定の申請を行うこ

とが可能となっている。総務大臣は情報通信行政・郵政行政審議会の有線放送部

会へ諮問し、その答申を受けて裁定を行うが、同意しないことについて、放送事業者

に「正当な理由」がある場合を除き、同意すべき旨の裁定を行うこととされている。 

なお、再送信同意に関する裁定については、平成20年4月に総務省による「有線

テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議

手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン」が策定されてい

る。 

また、新放送法においては、従来の裁定（諮問先については、電気通信紛争処理

委員会に変更）に加え、あっせん・仲裁の制度が整備されており、電気通信紛争処

理委員会において行われることとなっている。 
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第２章 第２回国際通信調停フォーラムへの出席等 

 

１ 第２回国際通信調停フォーラムへの出席 

平成２２年１１月４日、委員及び事務局職員が韓国ソウル特別市において開

催された「第２回国際通信調停フォーラム」に出席した。これは、平成２１年

１０月開催の「国際通信調停ワークショップ」に続き、主催者である韓国放送

通信委員会（ＫＣＣ）から招待を受け、参加各国との情報共有や意見交換が有

益と考えられたことから出席したものである。 

同フォーラムの概要は、次のとおりである。 

 

 (1) 日時 

平成２２年１１月４日（木）１４時から１７時４０分 

 (2) 開催場所 

   ソウルプラザホテル ４階 メープルホール 

   （韓国ソウル特別市中区太平路２街２３番地） 

 (3) 主催 

   韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）／メディア戦略研究所 

 (4) 目的 

   通信において新たに生じる紛争に関し、参加者がともに展望を形成し、解

決策を探る。 

 (5) 電気通信事業紛争処理委員会出席者 

電気通信事業紛争処理委員会 委員          渕上 玲子 

電気通信事業紛争処理委員会事務局 紛争処理調査官  鈴木 一広 

 (6) プログラム 

時間 セッション及びテーマ スピーカー 

14:00 ～

14:10 

【開会の辞】 

ソン・ドギュン常任委員（ＫＣＣ） 

セッションⅠ：通信調停の主要論点及び事例（参加国からの発表） 

司会：キム・ジョンタク教授（ソンギュングァン大学） 

14:10 ～

14:30 

米国における通信調停の論点及び

事例 

エリック・バッシュ 

ＦＣＣ執行局副局長 

14:30 ～

14:50 

日本における通信調停の論点及び

事例 

鈴木 一広 

ＴＢＤＳＣ事務局紛争処理

調査官 
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時間 セッション及びテーマ スピーカー 

14:50 ～

15:10 

英国における通信調停の論点及び

事例 

アンドリュー・ウォーカー 

ＯＴＥＬＯオンブズマン 

15:10 ～

15:30 

香港における通信調停の論点及び

事例 

サンダ・チェク 

ＯＦＴＡ規制政策チーム長 

15:30 ～

15:50 

韓国における通信調停の論点及び

事例 

パク・ドンジュ 

ＫＣＣ審決支援チーム長 

15:50 ～

16:10 
休憩 

セッションⅡ：通信調停の論点と将来戦略（パネル討論） 

司会：キム・ジョンタク教授（ソンギュングァン大学） 

16:10 ～

17:10 

【パネリスト】 

オ・ヤンホ弁護士 

ホン・テシク教授（ソガン大学） 

キム・ギョンファン教授（サンジ大学） 

キム・ヒス専任研究委員（情報通信政策研究院） 

キム・ユンス常務（ＫＴ） 

ソ・チャンウォン常務（ＣＪメディア） 

17:10 ～

17:25 
質問及び応答 

17:25 ～

17:30 

【総括】 

チェ・ジェユ利用者保護局長（ＫＣＣ） 

 

(7) 概要 

 ア ソン・ドギュンＫＣＣ常任委員からの開会挨拶 

イ セッションⅠ「通信調停の主要論点及び事例」において、米国、日本、

英国、香港及び韓国から、各国の紛争処理の枠組みと事例についてプレゼ

ンテーション。 

    プレゼンテーションの要点は次のとおり。 

   （米国）連邦通信委員会（ＦＣＣ）は検察官として紛争解決を図る場合と

調停者として紛争解決を図る場合がある。前者では非公式な苦情に

基づいて調査を行うこともあり、警告、公表、ユーザーへの返金を

含む同意審決等により紛争を解決する。後者は公式な申請に基づき

執行局のスタッフがあっせんを行う。 
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   （日本）総務省内の監督部局から独立した紛争処理委員会が、電気通信事

業者間の接続等の紛争についてあっせん・仲裁を実施している。現

在、あっせん・仲裁の対象となる紛争の範囲の拡大を含む法改正案

を国会に提出中。また、２００９年度に処理した事案の概要を紹介。 

   （英国）ユーザーと電気通信事業者間の紛争（一定の要件を満たすもの）

については、法律に基づく非営利法人（ＯＴＥＬＯ）のオンブズマ

ンが処理。経費は事業者が共同で負担。オンブズマンは、あっせん

のほか、調査に基づく決定（一定額の支払命令を含む。）を行うこ

とができる。 

   （香港）電気通信管理局（ＯＦＴＡ）は、２００８年９月から２０１０年

２月まで、試行的な消費者苦情処理スキームを実施（あっせん６件、

裁定１２件を処理）。試行スキームの報告について２０１０年１２

月まで協議。強制力のあるスキームにするか、ＯＦＴＡがどの程度

運営に関わるか等が論点。 

   （韓国）放送についてはＫＣＣ内の放送紛争調停委員会が事業者間の紛争

についてあっせんを実施、通信についてはＫＣＣが事業者間及び事

業者とユーザーの間の紛争について仲裁を実施。放送にも仲裁制度

を導入する、通信にも紛争調停委員会を設けるなど、通信・放送の

紛争処理システムの融合が課題。 

ウ セッションⅡ「通信調停の論点と将来戦略」において、韓国のパネリス

トからコメント、パネリスト及び会場参加者と各国発表者との間の質疑応

答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

    【フォーラムの模様（１）】      【フォーラムの模様（２）】 

 

２ 韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）への訪問 

  第２回国際通信調停フォーラムへの出席に先立ち、同フォーラム開催日の午

前中に韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）ソン・ドギュン常任委員との意見交換等

を行った。 
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  訪問の結果は次のとおり。 

 

 (1) 日時 

平成２２年１１月４日（木）９時５５分から１０時４０分 

 (2) 訪問場所 

   韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）会議室 

   （韓国ソウル特別市鍾路区世宗路 20） 

(3) 韓国放送通信委員会出席者 

ソン・ドギュン 常任委員 

パク・ドンジュ 利用者保護局調査企画総括課審決支援チーム長 ほか 

 (4) 電気通信事業紛争処理委員会出席者 

電気通信事業紛争処理委員会 委員          渕上 玲子 

電気通信事業紛争処理委員会事務局 紛争処理調査官  鈴木 一広 

 (5) 概要 

   両国の最近の紛争処理の状況、制度見直しの方向性等について情報・意見

交換を行った。 

その中で、放送についてはＫＣＣ内に紛争調停委員会があるが、通信につ

いてはそのような委員会がなくＫＣＣが直接仲裁しているところ、通信につ

いても紛争調停委員会を設置するための法改正を国会で議論しているとの

説明があった。 

    また、韓国においても、ケーブルテレビによる地上放送の再送信に関する

紛争が起きているとの説明があった。地上放送事業者がケーブルテレビ事業

者に対価を支払うよう求めて提訴し、第一審では対価を支払うべきとの判決

が出たため、ケーブルテレビ事業者からＫＣＣに対しスタンダードを示して

ほしいとの要請がなされているとのこと。 

   当方から、日本のケーブルテレビによる地上放送の再送信に関する紛争に

関し、これまでに大臣裁定がいくつかなされているが、対価については示し

ていない旨説明。 

    そのほかに、ＫＣＣから、実務者の交流などの協力を継続的に行いたいと

の意向が示された。 
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    【ＫＣＣへの訪問模様（１）】    【ＫＣＣへの訪問模様（２）】 

３ ＳＫテレコムへの訪問 

  第２回国際通信調停フォーラムへの出席に併せ、韓国で最も加入者数の多い

移動体通信事業者であるＳＫテレコムを訪問した。 

  訪問の結果は次のとおり。 

(1) 日時 

平成２２年１１月５日（金）１０時４５分から１２時１０分 

(2) 訪問場所 

ＳＫテレコム Ｔ．ｕｍ（先端技術展示施設）及び会議室 

 (3) ＳＫテレコム出席者 

カン・シンク 上席副社長 

キム・ヒョンジュン マーケティング戦略室チームリーダー ほか 

 (4) 電気通信事業紛争処理委員会出席者 

電気通信事業紛争処理委員会 委員          渕上 玲子 

電気通信事業紛争処理委員会事務局 紛争処理調査官  鈴木 一広 

(5) 概要 

   Ｔ．ｕｍにてＳＫテレコムから携帯端末を利用した近未来サービスの紹介

があった後、会議室にて事業者としての紛争処理について情報・意見交換を

行った。 

 ＳＫテレコムでは、紛争が起こった場合、ＫＣＣへの仲裁申請の前に解決

する努力をしており、そのためにＫＣＣに法令の有権解釈を示してもらうこ

ともあるとのこと。 

また、ユーザーからの苦情の６０％以上は料金関係であり、その他に職員

の対応や契約内容の認識についてのトラブルもあるが、大部分は当事者間で

解決しているとのことであった。 
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                       【ＳＫテレコム訪問の模様】 

 

４ 韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）との情報・意見交換等 

  平成２２年１２月２２日、韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）利用者保護局イ・

ジョング調査企画総括課長ほか４名が委員会事務局を来訪した。 

委員会事務局はＫＣＣ利用者保護局との間で、最近の電気通信事業者間の紛

争の処理状況、委員会に関する制度改正等について情報・意見交換を行い、Ｋ

ＣＣから提案された放送及び電気通信分野における紛争処理の協力の促進に

ついて協議を行った。 
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第３章 周知広報、利便性向上のための取組 

 

 委員会の認知度及び利便性の向上のため、平成２２年度は、次の取組を行った。 

 

１ 電気通信事業者等への周知活動 

  下表のとおり、全国７の会場の関係事業者等を対象とする講演会等の場にお

いて、委員会の概要、あっせんの手続、「電気通信事業者」相談窓口等につい

て、事務局職員による説明を行った。 

 

実施日 主 催 開催地 開催模様 

平成22年 
9月16日 

・社団法人 日本インターネット 
プロバイダー協会地域ＩＳＰ部会 

北海道 
札幌市 

 

平成22年 
10月12日 

・社団法人日本ネットワーク 
インフォメーションセンター 

東京都 
千代田区 

平成22年 
10月22日 

・総務省関東総合通信局 
・社団法人 テレコムサービス協会 
関東支部 

東京都 
港区 

平成23年 
1月25日 

・社団法人 テレコムサービス協会 
北陸支部 

石川県 
金沢市 

平成23年 
2月17日 

・総務省信越総合通信局 
・社団法人テレコムサービス協会 
信越支部 
・信越情報通信懇談会 

長野県 
長野市 

平成23年 
3月1日 

・総務省近畿総合通信局 
・社団法人 テレコムサービス協会 
近畿支部 

大阪府 
大阪市 

平成23年 
3月17日 

・総務省東海総合通信局 
愛知県 
名古屋市 

 

  また、平成２２年８月以降、社団法人日本インターネットプロバイダー協会、

社団法人日本ケーブルテレビ連盟、社団法人テレコムサービス協会、社団法人

電気通信事業者協会等の関係団体との打合せを行い、委員会の周知への協力依

頼、業界の動向についての意見交換等を行った。 

 

２ 電気通信事業紛争処理マニュアルの改訂 

最近の紛争処理事例の追加等を行うため、平成２２年７月に「電気通信事業

 
金沢市での模様 

 
長野市での模様 
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紛争処理マニュアル － 紛争処理の制度と実務 － 【第９版】」を作成し、関

係団体及び電気通信事業者等へ配付するとともに委員会ウェブサイトへの掲

載を行った。 

なお、今回の改訂では、これまで紛争の内容別にその処理制度の解説を行っ

ていたものを、あっせん・仲裁といった委員会の機能別に解説を行う構成に改

める等の見直しを行った。 

 

３ 新たな委員会パンフレットの作成及び配付 

  次年度からの委員会の業務範囲の拡大（第Ⅲ部第４章参照）に対応するため、

平成２３年２月、当該拡大部分を含めた新たな周知用パンフレット【資料２】

を作成し、関係団体及び通信・放送事業者等に配付した。 

 

４ 届出電気通信事業者に対する周知資料の送付 

地方の総合通信局等は、電気通信行政に関する周知・注意喚起を目的として、

定期的に届出電気通信事業者に対して郵送による情報提供を行っている。 

平成２３年３月の情報提供において、あっせんが利用できる紛争の種類（法

改正により新たに対象となるものを含む。）や相談窓口等を紹介する資料【資

料３】を、提供する情報の一つとして郵送した。 

 

５ 委員会ウェブサイトの更新 

  毎回の委員会の議事録や会議資料など委員会の運営状況に関する各種情報

を委員会ウェブサイトに掲載したほか、紛争処理事例の追加など委員会ウェブ

サイトの充実に努めた。 
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第４章 次年度からの委員会の業務範囲の拡大 

 

平成２２年１１月、第１７６回国会（臨時会）で成立した「放送法等の一部を

改正する法律」により、委員会の業務範囲が拡大されることとなった（施行は平

成２３年夏頃の予定）。 

本章では、新たに委員会のあっせん・仲裁の対象に追加される紛争の内容等に

ついて概説する。 

 

１ 放送法等の一部を改正する法律の成立 

  「放送法等の一部を改正する法律案」は、通信・放送分野におけるデジタル

化の進展に対応した制度の整理・合理化を図るため、各種の放送形態に対する

制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、

電波及び電気通信事業に係る制度の整備を行うことを目的に関係法律を統

合・廃止・改正する大規模な改正法案であった。本法案は、平成２２年１０月

に第１７６回国会に提出され、１１月２６日に成立し、１２月３日に公布され

た。 

  この放送法等の一部改正により、委員会の業務範囲が拡大され、それに伴い、

委員の任命に関して、「電気通信事業及び電波の利用」に加え「放送の業務」

に関して優れた識見を有する者のうちからも任命されることとなり、また、委

員会の名称が「電気通信事業紛争処理委員会」から「電気通信紛争処理委員会」

に変更されることとなった。 

  なお、それぞれの改正事項の施行日は、下表のとおりである。 

 

事   項 施 行 日 

委員の任命の要件の変更（放送の業務に関して

優れた識見を有する者を追加） 

改正後の公布の日 

（平成２２年１２月３日） 

委員会の業務範囲の拡大 公布の日から起算して９月

を超えない範囲内において

政令で定める日 

（平成２３年夏頃を予定） 

委員会の名称の変更 

（電気通信事業紛争処理委員会を電気通信紛争

処理委員会に変更） 

 

２ あっせん・仲裁の対象となる紛争の種類の追加 

(1) あっせん・仲裁の対象に追加される紛争の概要 

   放送法等の一部改正により委員会のあっせん・仲裁の対象に追加される紛

争の概要は、次表のとおりである。 
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当事者 協議の内容 

相手方が協定・
契約の締結（又
は再放送の同
意）の協議に応
じないとき 

協定・契約の締
結（又は再放送
の同意）の協議
が調わないとき 

金額、接続条件
等の細目につい
て協議が調わな
いとき 

ケーブルテレビ事
業者等と基幹放送
事業者との間 

○  地上基幹放
送の再放送に
係る同意 

あっせん 
あっせん 
仲裁 

－ 

電気通信事業者間 

○  電気通信設
備設置用工作
物の共用に関
する協定 

あっせん あっせん 
あっせん 
仲裁 

電気通信事業者と
コンテンツ配信事業
者等との間 

○  コンテンツ配
信事業等（※）
を営むに当たっ
て利用すべき
電気通信役務
の提供に関す
る契約 

－ － 
あっせん 
仲裁 

 （※）電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線

設備を設置することなく提供する電気通信事業（電気通信事業法第 164条第１項第３号） 

 

 (2) ケーブルテレビ事業者等による地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の

再放送の同意に関する紛争を追加する趣旨 

現行法において、ケーブルテレビ事業者による地上テレビジョン放送の再

放送の同意に関する紛争については、総務大臣による裁定の制度があるが、

紛争が多様化・複雑化し、円滑な協議が困難な状況も生じている。 

このような状況を踏まえ、当事者間の協議が調わない場合に迅速かつ専門

的な処理を図ることを目的として、事案の程度に応じた多様な処理手続をと

ることを可能とするため、総務大臣による裁定の制度に加えて、委員会によ

るあっせん・仲裁の対象とされた。 
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【出典：第１１２回電気通信事業紛争処理委員会資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第１１２回電気通信事業紛争処理委員会資料】 

 

基幹放送事業者

ケーブルテレビ
事業者

地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の再放送の同意に関する協議が整わない場合の例

○ 放送事業者は、原則として、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その

再放送をしてはならないとされている。（新放送法第１１条、第１４０条第４項）

○ しかしながら、経営への影響への懸念や、技術的事項又は同意条件に関する争いがあるこ

と等により、ケーブルテレビ事業者と基幹放送事業者との間で地上基幹放送（地上テレビジョン

放送）の再放送に係る同意についての協議が調わないことがある。

地上テレビジョン放送を受信

再放送

Ｂ県

Ａ県

◇区域外再放送のイメージ

：Ａ県を放送対象地域とする基幹放送事業者の放送を、ケーブルテレビ事業者が受信してＢ県内の世帯に再放送。

同意できない

 

放送事業者

基幹放送事業者（注１） 一般放送事業者（基幹放送以外の放送業務を行う者）

地上基幹放送事業者 移動受信用地上

基幹放送事業者

（例：マルチメ

ディア放送）

衛星基幹放送事

業者

（例：BS、110

度CS）

届出一般放送事業者（注２） 登録一般放送事業者（届出以外）

有線でテレビ

ジョン放送を行

う事業者

(例：小規模な

CATV等)

左記以外の事業

者

（例：有線ラジ

オ放送事業者）

有線でテレビジョン放送を行う事

業者

(例：大規模なCATV等)

有線でテ

レビジョ

ン放送を

行う事業

者以外の

事業者

（例：124

度・128度

CS）

テレビジョ

ン放送事業

者

左記以外

(例：AM、

FM、短波）

指定再放送事業

者

（注３）

左記以外の事業

者

新制度における放送事業者の分類

※二重枠・網掛部分が紛争処理スキームの利用可能な事業者

（注１）基幹放送とは、電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使

用する放送をいう。

（注２）届出の対象となる一般放送は、法律上例示されている有線ラジオ放送を含めて、その範囲を省令で定めることとされてい
る。

（注３）指定再放送事業者とは、登録一般放送事業者であって、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分
において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者のこと。（業務区域内に受信障
害区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当該受信障害区域において、基幹放送普
及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送（テレビジョン放送に限る。）を受信し、そのすべての
放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならないこととされている。）
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(3) 電気通信事業者間の電気通信設備設置用工作物の共用に関する紛争を追

加する趣旨 

「電気通信設備設置用工作物」の例としては、移動体通信事業者が移動体

通信に使用する空中線を設置するために建設する鉄塔等があるが、景観条例

による建築制限等により新たに鉄塔等を設置することができない場合があ

る。 

   このような場合、事業者間の共用に関する協議が丌調に終わると、当該地

域における多様な通信サービスの提供が困難となり、利用者の丌利益が発生

するおそれがあることから、紛争の迅速かつ効率的な処理を図ることを目的

として、紛争事案の程度に応じた多様な処理手続の整備の一環として、委員

会によるあっせん・仲裁の対象とされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【出典：第１１１回電気通信事業紛争処理委員会資料（総合通信基盤局作成）】 
 
(4) コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間の電気通信役務の提供条件等

に関する紛争を追加する趣旨 

電気通信回線設備を設置せず、配信サーバのみを設置して動画、音楽、ゲ

ーム等を提供するコンテンツ配信事業者等は、電気通信事業者から電気通信

役務の提供を受けて、サービスを利用者向けに提供しているが、モバイル化

の進展、ネットワークの高機能化等に伴い、役務提供の条件・料金等につい

て事業者間の紛争が増加してきている。 

  現在、コンテンツ配信事業者等は電気通信事業法の規定の適用除外とされ

ているため、法律に基づく紛争処理手続が利用できない状況にあるが、利用

（例）

共用に係る対価

建替えに係る費用負担

使用期間

保守管理方法

混信防止のための技術
的条件

等に関する協議の不調

鉄塔等の共用を巡る紛争について

【現状】
例えば、周波数の割当てを受けた移動体通信事業者が自らのネットワークを整備するに当たり、鉄塔等の建設に

適した物理的スペースの限定や景観条例による建築制限等によって、当該事業者が自ら鉄塔等を設置しようとして
もできない場合が多数発生

→ 他の電気通信事業者が設置した鉄塔等につき、費用分担や技術的な条件の問題等から共用を巡る紛争が増加

【事業法の改正の内容】

現在、電気通信設備については、その共用に関し、電気通信事業者間の協議が不調の場合等に、総務大臣の協議
命令・裁定及び電気通信事業紛争処理委員会のあっせん・仲裁の対象となっているが、鉄塔等は電気通信設備に該
当しないため、当該協議命令・裁定及びあっせん・仲裁を利用できない状況

→ 電気通信事業者間における鉄塔等の共用を巡る紛争を、総務大臣の協議命令・裁定及び紛争処理委員会の
あっせん・仲裁の対象とする

【紛争の具体例】

Ａ社設置のアンテナ：高さ４０Ｍ

Ｂ社設置のアンテナ：高さ３０Ｍ

Ｃ社設置のアンテナ：高さ２０Ｍ

Ａ社設置の鉄塔

自然公園法及び県自然公園条例により高さに制限のある国立公
園内に設置

Ａ社設置の鉄塔に、共用の協定 に基づき、Ｂ社及びＣ社が自
社のアンテナを共架

合意に至らない
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者がより低廉で多様なサービスを享受する機会が損なわれないよう、上記の

ような紛争の迅速かつ効率的な処理を図るため、委員会によるあっせん・仲

裁の対象とされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第１１２回電気通信事業紛争処理委員会資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：第１１２回電気通信事業紛争処理委員会資料】 

 

電気通信事業法第164条第１項第３号に当たる電気通信事業の例

○ 電気通信回線設備を設置せず、かつ、他人の通信を媒介しない電気通信事業に該当する例は以下のとおり。（ただし、

内容如何によっては、別の判断となる場合もありうる。）

各種情報のオンライン提供

Ｗｅｂサイト
天気予報
ニュース
スポーツ
映画情報

利用者

情報提供事業者

情報要求

送 信

情報の送信自体が目的

情報収集

自らの固有情報発信・
自らの本来業務遂行
（自己需要）が無い。

Ｗｅｂサイト

掲示板運営者

掲示者 （ヒロ）○×△
（マサ）☆♪□
（キヌ）◎※♯
・・・・・・・・・・・・

閲覧者

書き込み

閲 覧

通信の宛先である閲覧者
が予め指定されていない。

インターネット

電子掲示板

●電気通信設備（サーバ等）を用いて、天気予
報やニュースなどの情報データベースを構築し、
その情報を、インターネットを経由して利用者に
提供するもの。

●インターネット経由で不特定多数の利用者が文字情報等を交
換することができる「場」を提供するもの。

Webサイトのオンライン検索

●広範なWebサイトのデータベースを構築し、検索語を含む
ＷｅｂサイトのURL等を、インターネットを経由して利用者に提
供するもの。

電子メールマガジンの配信

●企業等から提供された製品ＰＲやイベント開催案内等に関
する情報の加工・編集等を行い、予め登録した購読者等に
対して電子メールによる広報を行うもの。

電子ショッピングモール

●インターネット経由で複数の電子商店でネットショッピング
を行うことができる「場」を提供するもの。

ネットオークション

●インターネット経由で一般の利用者同士が直接にオーク
ションを行うことができる「場」を提供するもの。

Webサイト開設のためのホスティング

●個人や企業等がＷｅｂサイトを開設・運営できるようにする
ため、サーバを設置して、個人や企業等にサーバの容量貸
しを行うもの。

ソフトウェアのオンライン提供

●労務管理や販売管理等を行うアプリケーションソフトウェア
をインストールしたサーバ等を設置して、インターネット等を
経由して当該ソフトを企業等に利用させるもの（狭義のASP
サービス）。

 

コンテンツ配信事業者等への紛争処理機能の拡充

■ コンテンツ配信事業、通信プラットフォーム事業等（電気通信事業法第164条第１項第３号）は、電気通信事業
法の適用除外（一部規定は適用）となっている電気通信事業に該当する （≠電気通信事業者）。

非電気通信事業電気通信事業

① ②以外の事業

（携帯電話事業、FTTH事業等）

②電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役

務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置すること
なく提供する電気通信事業

（例）コンテンツ
配信事業者

電気通信回線設備は設置
せず、コンテンツ配信サー
バのみを設置して、自己と
他人の間の通信を実施

コンテンツ配信

電気通信事業法
の適用

■電気通信事業の登録・届出が必要

■通信の秘密、検閲の禁止

■接続ルールの適用あり 等

紛争処理機能

電気通信事業者に該当 電気通信事業者に該当しない 電気通信事業者に該当しない

■総務大臣の協議命令・裁定

■紛争処理委員会のあっせん・仲裁
等

現在はなし

■通信の秘密

■検閲の禁止

■禁止行為等規定適用事業者（ＮＴＴ東西・ドコモ）による業務への不当
な規律・干渉が禁止（保護対象）

①を営む者 ②を営む者

■電気通信事業

電気通信役務（電気通信設備を用いて

他人の通信を媒介し、その他電気通信設

備を他人の用に供することをいう。）を他

人の需要に応ずるために提供する事業

電気通信事業法を改正し、コンテンツ配信事業者等と電気通

信事業者との間の紛争事案も対象に拡充。
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３ 総務大臣から諮問される事項の追加 

 (1) ケーブルテレビ事業者等による地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の

再放送の同意に関する裁定 

現行法では、ケーブルテレビ事業者による地上テレビジョン放送の再放送

の同意に関する総務大臣の裁定は、政令で定める審議会（情報通信行政・郵

政行政審議会）に諮問することとされている。  

   今回の改正により、再放送の同意に関する紛争について、新たに委員会に

あっせん・仲裁を行う機能を追加したことから、再放送の同意に関する紛争

の整合的な処理を行うことを可能とするため、総務大臣裁定の諮問機関を委

員会に変更することとされた。 

 

 (2) 電気通信事業者間の電気通信設備設置用工作物の共用に関する協議命

令・細目裁定 

現行法において、電気通信設備の共用については、電気通信事業者間で協

議が調わなかった場合の総務大臣の協議命令及び細目裁定が規定されてい

る。 

   電気通信事業者が規制等により自ら電気通信設備設置用工作物（鉄塔等）

を設置できない状況において、既に電気通信設備設置用工作物を設置してい

る電気通信事業者が、その優位な立場を濫用して共用の拒否を行う場合には、

公正競争が阻害されるおそれがあることから、今回の改正により、電気通信

設備設置用工作物の共用に関して紛争が生じた場合に、電気通信設備と同様

に、総務大臣が協議命令及び細目裁定により適切に対応できることとされた。 

   この電気通信設備設置用工作物の共用に関する総務大臣の協議命令・細目

裁定について、委員会が行う当該紛争に係るあっせん・仲裁との整合的な処

理を行うため、委員会をその諮問機関とすることとされた。 
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資料３ 届出電気通信事業者に対する周知資料 
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電気通信事業及び電気通信政策等の動向

平成２３年４月

電気通信事業紛争処理委員会 事務局

１ 電気通信事業の動向
(1) 電気通信市場の動向
(2) 接続料の動向

２ 電気通信政策の動向
(1) 指定電気通信設備制度
(2) ブロードバンド普及促進に向けた取組

３ 放送政策等の動向
(1) 放送市場の動向
(2) 放送政策の動向

１ 電気通信事業の動向

(1) 電気通信市場の動向

37

003374
長方形

003374
タイプライターテキスト
資料　１
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S61.4 … H5.4 H6.4 H7.4 H8.4 H9.4 H10.4 H11.4 H12.4 H13.4 H14.4 H15.4 H16.4 H17.4 H18.4 H19.4 H20.4 H21.4 H22.4 H23.4

・競争原理の導入
・電電公社の民営化

・１種、２種事業区分の廃止
（登録／届出制へ）

・料金・約款規制の原則廃止

昭和６０年以降、電気通信事業者数は大幅に増加し、平成２３年４月１日現在、１万５千者が参入。
その大半（約９８％）は届出電気通信事業者。

1-(1)-① 電気通信事業者数の推移

（注）登録事業者とは、電気通信回線設備を設置する事業者のうち総務省令で定める規模（端末系伝送路設備の設置の区域が一の市町村を超えるか、又は中継伝送路設備の
設置区域が一の都道府県を越えるもの）以上の事業者。
届出事業者とは、それ以外の事業者。

【出典：情報通信統計データベース（総務省の情報通信政策に関するポータルサイト）をもとに作成】

(社)

○ 平成２３．４．１現在

登録事業者 ３２４者

届出事業者 １５，２４６者

合 計 １５，５７０者

第１種電気通信事業者第１種電気通信事業者

第
２
種
電
気
通
信
事
業
者

登録電気通信事業者登録電気通信事業者

届
出
電
気
通
信
事
業
者

○ 昭和６１年４月

第１種電気通信事業者 ７者

第２種電気通信事業者 ２０９者

合 計 ２１６者

○ 平成１６年３月

第１種電気通信事業者 ４２２者

第２種電気通信事業者 １２，０４４者

合 計 １２，４６６者

ＮＴＴの再編成

1-(1)-② 国内の電気通信業界の主な変遷

Ｎ

Ｔ

Ｔ

(85年4月民営化)

(92年7月分割・再編)

ＮＴＴ(持株会社)
(99年7月分割・再編)

(99年10月合併)

NTT国際ﾈｯﾄﾜｰｸ

ＩＩＪ
(03年9月筆頭株主)

ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

ＣＷＣ

(03年12月営業譲渡)

ＮＴＴグループ
・ＮＴＴ(持株)
・ＮＴＴ東日本
・ＮＴＴ西日本
・ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
・ＮＴＴドコモ

Ｋ Ｄ Ｄ

日本高速通信(TWJ)

Ｄ Ｄ Ｉ

日本移動通信(IDO)

(53年4月国際電話開始、 97年7月国内中継電話開始)

(87年9月国内中継電話開始)

(87年9月国内中継電話開始)

(98年12月合併)

セルラー系７社

(01年10月合併) (05年10月合併)

アステル東京

東京通信ﾈｯﾄﾜｰｸ(TTNet)
(88年5月加入電話開始)

鷹 山

(03年4月合併)(02年8月 PHS事業)
(06年1月合併)

(05年2月直収電話開始)

(06年6月 PHS事業廃止)

ＵＱコミュニケーションズ

(09年2月ＷｉＭＡＸ開始)

ＫＤＤＩ

日本国際通信(ITJ)

国際デジタル通信(IDC)

(87年9月国内中継電話開始)

(89年10月国際電話開始)

(89年10月国際電話開始)

(97年10月合併)

(99年9月 資本提携)

デジタルホン
(出資)

英ＢＴ 米ＡＴ&Ｔ

日本テレコム

Ｊフォン
(出資)

(01年9月 株式取得)

ソフトバンクグループ

日本テレコム

Ｊフォン ボーダフォン
(03年10月名称変更)

(05年7月
合併)

(04年10月 日本テレコムがイー ・アクセス株売却)

日本テレコム

(04年7月ﾘｯﾌﾟﾙｳｯﾄﾞから買収)

(03年11月ﾘｯﾌﾟﾙｳｯﾄﾞが買収)

(02年8月) 

日本ﾃﾚｺﾑHD

(03年12月名称変更)
ボーダフォンＨＤＤ

（08年8月
子会社化）

ソフトバンクテレコム

ソフトバンクモバイル

イー・アクセス
イー・モバイル

(ｶｰﾗｲﾙが株式取得、
04年10月新会社設立)

ウィルコム

英Ｃ&Ｗ

(99年6月買収)

(00年10月ADSL
事業開始）

イー・アクセス
(出資)

英ボーダフォン

ＤＤＩﾎﾟｹｯﾄ
(95年7月 PHS事業開始)

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ

(

00
年
10
月
合
併)

(99年4月合併)

パワードコム

ａｕ

パワードコム

ＵＱコミュニケーションズ

(07年8月出資)

(08年7月１社に合併)
ＮＴＴドコモ

日本テレコムＩＤＣ

ソフトバンクBB

(01年9月ADSL事業開始）

ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ・ﾜｲﾔﾚｽIDC
(05年2月買収、名称変更）

BBテクノロジー

ソフトバンクグループ

日本テレコム

(03年1月4社合併でソフトバンクBB設立）

(06年4月買収、10月社名変更）

(06年10月社名変更）

アッカ・ネットワークス
イー・モバイル(01年1月ADSL

事業開始）

(09年6月
合併)

(07年3月携帯電話
事業開始）【出典：総務省作成資料をもとに作成】

ＤＤＩﾎﾟｹｯﾄ

(出資)

ツーカー系３社

(10年12月株式譲受）

ウィルコム
（05年２月名称変更）

Wireless City Planning

(出資)(XGP事業)

(PHS事業)

(10年7月完全子会社化)
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1-(1)-③ 国内電気通信市場の規模（平成２１年度）

NTT
9兆0,730億円

【出典：総務省作成資料をもとに作成】

KDDI
3兆4,893億円

15兆
4,606億円

10兆円

5兆円

15兆円

２００９年度（平成21年度）

NTT
5兆1,340億円

NTT西日本
1兆7,808億円

NTT東日本
1兆9,286億円

NTTコム
1兆0,792億円

NTTドコモ
4兆2,844億円

ＫＤＤＩ（au）
2兆6,501億円

ソフトバンクモバイル
1兆7,014億円

ＫＤＤ 2,230億円

5兆3,570億円

１９８５年度（昭和60年度）

KDDI（固定）8,392億円

ソフトバンクテレコム3,487億円

その他 8,482億円

※ 各事業者の決算資料等（KDDIについては決算短信中のセグメント別売上高、ソフトバンクグループについてはソフトバンク社の連結決算短信中のセグメント別売上高）に
基づき作成。

（参考）その他：イー・モバイル、スカパーＪＳＡＴ、ケイ・オプティコム等

ソフトバンク
2兆0,501億円

主要な電気通信事業者の平成２１年度の売上高合計は約１５兆円
昭和６０年度の約３倍に拡大しているが、近年は、ほぼ横ばいとなっている。
うちＮＴＴグループが約９兆３千５百億円を占める。

1-(1)-④ 電気通信サービスの契約数の推移

注１：平成16年6月末分より電気通信事業報告規則の規定により報告を受けた加入者数又は契約数を、それ以前は任意の事業者から報告を受けた加入者数又は契約数を集計。
注２：ブロードバンド契約数は、一部の事業者より契約数について集計方法の変更が報告されたため、平成22年3月末の契約数について、前期との間で変動が生じている。

移動電話の加入者数は、平成12年11月に固定電話の加入者数を逆転。平成19年3月末には１億を超え、平
成20年3月末には固定電話の２倍以上となった。
平成20年12月末でブロードバンドの契約数は3千万を超え、平成22年12月末で3,459万となった。

ＩＰ電話の利用番号数は、平成21年3月末で2千万を超え、平成22年12月末で2,496万となった。

5,245 

5,456 

5,636 

5,781 

5,907 

6,028 
6,164 

6,263 

6,285 

6,263 

6,223 

6,196 

6,133 6,077 

6,022 

5,961 

5,808 

5,516 

5,123 
4,730 

4,334 

4,042 

49 87 138 171 213 
433 

1,170 

2,691 

3,825 

4,731 

5,685 

6,678 
7,482 

8,112 8,665 

9,147 9,648 
10,169 

10,733 
11,205 

11,630 12,070 

22 85 
387 

943 

1,495 

1,955 
2,329 

2,643 

2,875 

3,033 
3,302 3,459 

528 

831 
1,146 

1,448 
1,754 

2,022 
2,315 

2,496 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H2.3 H3.3 H4.3 H5.3 H6.3 H7.3 H8.3 H9.3 H10.3 H11.3 H12.3 H13.3 H14.3 H15.3 H16.3 H17.3 H18.3 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H22.12

（万契約）

【出典：総務省報道資料（電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表、電気通信サービスの加入契約数等の状況）をもとに作成】

移動電話
（携帯電話＋PHS）

1億2,070万

固定電話
（加入電話＋ISDN）

4,042万

ブロードバンド
（DSL+CATV+FTTH+FWA+BWA）

3,459万

[平成22年12月末]

固定－移動の
契約数が逆転
固定：6,219万
移動：6,282万

（平成12年１１月）

IP電話
2,496万

0AB～J-IP電話 1,703万
050-IP電話 793万
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89 
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340 

463 

630 
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969 

1,133 

1,309 

1,442 

1,589 

1,721 

1,857 

1,977

1 29 

152 

330

565 

826 

1,027 

1,212 

1,333 
1,408 

1,448 1,449 1,424 
1,379 

1,313 

1,229 
1,160

1,084 
1,013 

936
859 

63 
97 130 

163
195 

222 248 268 290 

306 
325 341 

357 369 383 396 408 418 430 

539 
568 

1 7 22
53 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

12.12 13.6 13.12 14.6 14.12 15.6 15.12 16.6 16.12 17.6 17.12 18.6 18.12 19.6 19.12 20.6 20.12 21.6 21.12 22.6 22.12

FTTH

DSL

CATV

ＦＷＡ

ＢＷＡ

加入数（万件）

1-(1)-⑤ ブロードバンドアクセスサービスの加入数の推移

ＦＴＴＨ加入数が増加する一方、ＤＳＬ加入数は平成18年4月以降減少に転じ、平成20年6月末にはＦＴＴＨ
加入数がＤＳＬ加入数を初めて上回った。

FWA
1.1万

BWA
53万

平成

CATV(注)

568万

DSL
859万

FTTH
1,977万

注： CATVインターネット加入数は、一部の事業者より契約数について集計方法の変更が報告されたため、平成22年6月末の契約数について、前期との間で変動が
生じている。 【出典：総務省報道資料（電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表）をもとに作成】

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

H9.3 H10.3 H11.3 H12.3 H13.3 H14.3 H15.3 H16.3 H17.3 H18.3 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3

平成11年
iモード､EZウェブ､
Jスカイサービス開始

平成23年3月末現在 加入数
・携帯電話 :1億1,954万加入
・第３世代携帯電話 :1億1,815万加入
・第３世代のうち3.9世代:2万5,600加入

平成13年
第３世代携帯電話
サービス開始

～TCA調べ～

1-(1)-⑥ 携帯電話の普及

携帯電話加入数は、平成19年12月に１億加入を超え、平成23年3月末で１億1,954万加入となった。
第３世代携帯電話の加入数は平成21年4月末時点で１億加入を超え、携帯電話加入数全体に占める割合は
平成23年3月末で98.8％となる一方、第２世代携帯電話は、平成22年3月末にソフトバンクモバイルのPDC
方式によるサービスが終了し、NTTドコモのPDC（平成23年3月末終了）及びａｕのcdmaOneのみとなった。
平成22年12月24日から、ＮＴＴドコモの第3.9世代携帯電話サービス（Xi （クロッシィ））が開始された。

（百万加入）

【出典：社団法人電気通信事業者協会プレスリリースをもとに作成】

携
帯
電
話
加
入
数

98.8%

第
３
世
代
携
帯
電
話

注：本グラフでは、第３世代、第３．５世代及び第３．９世代携帯電話の合計を第３世代携帯電話として集計している。
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①市外通話（東京－大阪間） ②市内通話

③国際通話（日米間） ④携帯電話（800MHzデジタル方式） （NTTドコモの場合）

（平日昼間３分間、税抜き額） （平日昼間３分間、税抜き額）

NTT：H13.1.9以前 QTNet:H11.4.1～

ＮＴＴ東：H13.1.10～

H13.5.1～

（平日昼間３分間）

KDD：S60.4.1～ H11.10～

日本ﾃﾚｺﾑ：180円(H11.10.1)
KDDI：180円(H11.11.1)
NTTｺﾑ：160円（H12.4.3)
ﾃｨｰｼｽﾃﾑｽﾞ：75円(H12.12.10)
ﾌｭｰｼﾞｮﾝ：45円(H13.9.1)
NTT東西（ひかり電話）：27円(H16.9～)

1,530円

▲88～98%

【基本料】

H5.3.25～

【通話料】（携帯→固定、県内）

H19.8.22～

17,000円

2,300円

▲86.5%

H5.3.25～ H17.11～

260円

（平日昼間３分間、税抜き額）

108円

▲58.5%

注１：H5.3.25の料金は、プランＡの料金
注２：H19.8.22の料金は、ベーシックプランのタイプＳに「ひとりでも割５０」を適用した料金

（Ｈ２２．４．１現在）

ＮＴＴ：S60 .6以前
KDDI、ＮＴＴｺﾑ、日
本ﾃﾚｺﾑ：H13.3.1～

ﾌｭｰｼﾞｮﾝ：

13.4.1～
ＮＴＴ東西（ひかり
電話）：H16.9～

450円

▲82～98%

80円

10
円 ９

円

８

7.9
円

8.5

8.4
円

～
▲21%

▲20%

～

【出典：第73回（H18.9.26）電気通信事業紛争処理委員会資料をもとに作成】

1-(1)-⑦ 料金の低廉化

NTT東西、KDDI
NTTｺﾑ、日本ﾃﾚｺﾑ：8.5円

QTNet：8.4円

20円 8円

ｼﾞｭﾋﾟﾀｰﾃﾚｺﾑ：
H13.4.1～
ＮＴＴ東西（ひかり
電話）：H16.9～

～

NTT東西（ひかり電話）：
8円

ｼﾞｭﾋﾟﾀｰﾃﾚｺﾑ：7.9円

88.6%

87.2%

86.3%

85.1%

84.2%

83.2%

82.3%

81.4%
73.3%

72.9%

72.4%

70.9%

70.1%

69.1%

68.3%

67.3%

24.4%
29.5%

34.3%

37.4%

40.3%

42.3%

44.3%

45.9%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19.6 19.12 20.6 20.12 21.6 21.12 22.6 22.12

加入電話

44.1%

45.8%

47.8%

49.2%

50.6%

51.6%

51.3%

52.0%

70.0%

71.4%

72.9%

73.7%

74.2%

74.3%

74.5%

74.5%

37.7%

37.1%

36.5%

36.0%

35.4%
34.9%

34.8%

35.0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19.6 19.12 20.6 20.12 21.6 21.12 22.6 22.12

ＦＴＴＨ

ブロードバンド全体

ＤＳＬ

1-(1)-⑧ ＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモの市場シェアの推移

【出典：総務省報道資料（電気通信事業分野の競争状況に関する四半期データの公表）をもとに作成】

注：０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話及びＩＰ電話全体は利用番号数、
その他は契約数のシェア

加入電話（ＮＴＴ東西加入電話、直収電話、０ＡＢ～ＪーＩＰ電話、ＣＡＴＶ電話）は、ＮＴＴ東西加入電話の減少が
続き、シェアが減少しているが、IP電話全体（０ＡＢ～ＪーIＰ電話、050ーＩＰ電話）ではシェアを伸ばしている。
NTTドコモの携帯電話・PHSのシェアは平成20年3月末以降過半数を割り込んでいる。
NTT東西のDSLのシェアは概ね横ばいであるが、FTTHの増加によりブロードバンド全体で増加傾向が続いている。

固定通信 移動体通信 インターネット接続

51.6%

50.6%

49.5%

49.1%

48.5%

48.2%

48.1%

47.4%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19.6 19.12 20.6 20.12 21.6 21.12 22.6 22.12

携帯電話・ＰＨＳ

0AB～J-IP電話

IP電話全体

平成 平成 平成

注１：ブロードバンド全体とはDSL、FTTH、CATVインターネットをいう。
注２：一部の事業者より契約数について集計方法の変更が報告された

ため、平成22年3月末のブロードバンド全体について、前期との間
で変動が生じている。
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固定電話、０５０－ＩＰ電話、移動体通信、ＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ、専用サービスは、市場集中度が３０００を超えており、集中度が非常に高い
と言える。中でもＦＴＴＨは市場が拡大する傾向にあると同時に集中度が高まる傾向を見せている。

NTTグループのシェアは、０５０－ＩＰ電話、移動体通信、ＡＤＳＬ、ＩＳＰを除きいずれも５割を超えている。

（※） ＨＨＩ（ハーフィンダール・ハーシュマン指数：Herfindahl-Hirschman Index）は、市場の独占度合いを測定する指標の一つ。各事業者が市場で有するシェアを自乗し、それを加算して算出する。ＨＨＩはシェアを自乗し

て加算するので、シェアの大きな事業者のシェア変動が大きく影響する。逆に、小さな事業者のシェア変動の影響は小さい。小規模な事業者の情報を欠いても、指標の有効性が損なわれにくい特徴がある。

（注１） 「市場集中度（ＨＨＩ）」の算出に当たっては、全国レベルではＮＴＴ東西を１社とみなし、その他のＮＴＴグループの会社は別会社とみなしている（ただし、ブロードバンド・ＩＳＰにおいては、ソフトバンクグループ、Ｊ：ＣＯ

Ｍグループ、ＪＣＮグループ及び電力系事業者を、ＣＡＴＶインターネットにおいては、Ｊ：ＣＯＭグループ、ＪＣＮグループを、ＦＴＴＨにおいては電力系事業者をそれぞれ１社とみなしている）。「ＮＴＴグループのシェア」

のうち、050－IP電話はNTTコミュニケーションズ、ＡＤＳＬ・ＦＴＴＨは、ＮＴＴ東西のシェア。なお、固定電話、移動体通信、インターネット接続及びＷＡＮサービスは１０年３月時点、専用サービスは０９年３月時点の

データ。

（注２） 表中の矢印（↓↑→）は、「競争評価２００８」と比較し、ＨＨＩについては１００以上、シェアについては１ポイント以上を基準にした増減を表している。

領域
主な画定市場

（部分市場を含む）

０９年度の評価結果

市場集中度（ＨＨＩ） ＮＴＴグループのシェア

固定電話

固定電話（加入）
（ＮＴＴ加入電話、直収電話、ＣＡＴＶ電話、

０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話）
６９５１ ↓ ８２．９％ ↓

中継電話

市内 ２４３３ ↓ 市内 ７５．３％ →

県内市外 ２３０１ ↓ 県内市外 ７３．５％ →

県外 ３５７４ ↓ 県外 ７２．５％ →

国際 ２８７０ ↓ 国際 ６６．４％ ↑

０５０－ＩＰ電話 ３１６８ → ３５．１％ ↑

移動体通信 携帯電話・ＰＨＳ ３４６１ → ４８．２％ →

インターネット
接続

ブロードバンド ３０４８ ↑ ５２．７％ ↑

ＡＤＳＬ ３２６３ ↑ ３４．８％ →

ＦＴＴＨ ５８３６ ↑ ７４．４％ →

ケーブルインターネット １４８３ ↑ －

ＩＳＰ １５５７ → ３１．９％ →

法人向けネット
ワークサービス

ＷＡＮサービス ２１７３ → ６７．５％ ↓

専用サービス ８３５４ → ９４．６％ →

1-(1)-⑨ 市場集中度とＮＴＴグループのシェア（電気通信事業分野における競争状況の評価２００９より）

【出典：電気通信事業分野における競争状況の評価2009（H22.9.17公表）をもとに作成】

1-(1)-⑩ ＮＴＴ東西の次世代ネットワーク（ＮＧＮ）で提供されるサービス

ＮＧＮは、電話網の持つ信頼性・安定性を確保しながら、ＩＰネットワークの利便性・経済性を備えた、次世代のフルＩＰのネット
ワーク。

我が国においては、平成２０年３月末からＮＴＴ東西がＮＧＮの商用サービスを開始。
QｏＳサービスとして、高品質のひかり電話・テレビ電話及びマルチキャスト等のコンテンツ配信向けサービスを提供。

ＮＴＴ東西のＮＧＮの特徴
品質確保（ＱoＳ）
地域ＩＰ網で実現していた従来のベストエフォート型の通信に加えて、ネットワーク制御により、エンド・トゥ・エンドでの品質を確保したサービスを提供
セキュリティ
回線ごとに割り当てられた発信者ＩＤをチェックし、なりすましを防止
ネットワークの入り口で、なりすましや不正なアクセスをブロックする機能などを具備
信頼性
ひかり電話網と異なり、当初から大規模ネットワークを想定したネットワークアーキテクチャを採用し、信頼性の高いネットワークを提供

【出典：第108回（H20.3.21）接続委員会資料をもとに作成】

サービス分類 ＮＧＮのネットワークサービス

光ブロードバンドサービス

・インターネット接続
・IPv6通信機能を標準装備

戸建て向け（最大通信速度100Ｍbps）

集合住宅向け（最大通信速度100Ｍbps）

0AB～J-IP電話/
テレビ電話

ＱoＳ

ＱoＳ 今後提供予定

ＶＰＮ（センタ・エンド型、ＣＵＧ型サービス）

ユニキャスト（帯域確保）

マルチキャスト（帯域確保）※地デジIP再送信向け

ユニキャスト

マルチキャスト

ベストエフォート

ＶＰＮ
（センタ・エンド型、
ＣＵＧ型サービス）

ＱoＳ

ベストエフォート

コンテンツ
配信向け
サービス

イーサネットサービス イーサ（県内・県間とも）

【凡例】

：平成23年3月末現在
提供済

：平成23年4月以降
提供予定

赤字が新サービス

【凡例】

：平成23年3月末現在
提供済

：平成23年4月以降
提供予定

赤字が新サービス

【凡例】

：平成23年3月末現在
提供済

：平成23年4月以降
提供予定

赤字が新サービス

（注）地デジＩＰ再送信は、平成
20年5月、(株)アイキャスト及び
(株)ＮＴＴぷららが、ＮＧＮを利用
して東京・大阪において開始

事業所向け（最大通信速度1Ｇbps）

ひかり電話オフィスタイプ（大規模事業所向け）

ひかり電話（標準品質、高品質〔7KHz〕）

テレビ電話（標準品質、標準テレビ品質、ハイビジョン品質 ）
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1-(1)-⑪ ＭＶＮＯ（仮想移動体通信事業者）の参入

ＭＶＮＯ（Mobile Virtual Network Operator：仮想移動体通信事業者）とは、自ら無線局を開設・運用するこ
となく、移動通信事業者（ＭＮＯ： Mobile Network Operator）の提供する移動通信サービスを利用すること等
により、利用者に対し移動通信サービスを提供する電気通信事業者。

利用者
（多様なサービスを享受）

ＭＮＯ
（既存の移動通信事業者）

ＭＶＮＯ

卸サービス・接続

サ
ー
ビ
ス
提
供

映像
高速データ通信

音楽

ＭＶＮＯ ＭＶＮＯ ＭＶＮＯ

サービス提供

（付加価値）

金融

ショッピング

放送

ゲーム

【出典：総務省作成資料をもとに作成】

■ＮＴＴドコモのＭＶＮＯとして提供

■無線通信機を内蔵した「ｉポット」を使うと、その情報がネットワークを経由
して、携帯電話やパソコンから確認できるサービス

■契約料５,２５０円（税込）、利用料３,１５０円／月（税込）

■ソフトバンクモバイルのＭＶＮＯとして提供

■ディズニーのブランド、コンテンツを活用した携帯電話サービス

■ホワイトプラン（月額基本料９８０円、ディズニーモバイル・ソフトバンク携
帯電話宛はメールし放題、１時～２１時通話料無料）等

ＭＶＮＯの参入例（各社のウェブサイト等を基に作成）

■ＫＤＤＩのＭＶＮＯとして提供

■位置情報サービス（ココセコム対応携帯を持っている人の位置情報を携
帯電話等の画面で確認できるサービス）、 救急信号サービス、現場急行
サービス

■加入料金３,６７５円、基本料金２６２.５円／月

➢位置情報提供料金：２１０円/回（電話の場合）

➢現場急行料金：１０,５００円/回
（上記金額は、いずれも税込）

みまもりホットライン（象印マホービン）

ディズニーモバイル（ウォルト・ディズニー）

ココセコム（セコム）

1-(1)-⑫ 情報通信産業のレイヤー別市場規模（平成２０年）

コンテンツ･アプリケーションレイヤーや端末レイヤーの市場規模は、通信レイヤーの市場規模を上回っている状況。
コンテンツ・アプリケーションレイヤーにおけるＢｔｏＣ ＥＣ（企業・消費者間の電子商取引）、モバイルコンテンツ・コマース、

ＳＮＳ・ブログ関連、さらにプラットフォームレイヤーの大部分については、年平均で１０％を超える成長分野となっている。

【出典：「平成２２年 情報通信に関する現状報告」及び「総務省 情報格差是正に関する調査研究 報告書（平成２２年）」をもとに作成】
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1-(1)-⑬ 情報通信産業のレイヤー別市場成長率

端末レイヤーは、産業のグローバル化や水平統合化を背景とした価格競争の影響を背景に、平成１７年～平成２０年は
減少傾向で推移。通信レイヤーにおいても、平成２０年に減少に転じた。
一方、コンテンツ・アプリケーションレイヤーの市場規模の大きさと成長率は注目される。
プラットフォームレイヤーについては、市場規模は小さいものの市場成長率の伸張が著しい。

【出典：総務省 情報格差是正に関する調査研究 報告書（平成２２年）をもとに作成】
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市
場
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模
（
兆
円
）

74.33
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＋4.9％

＋0.6％
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＋6.4％
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1-(1)-⑭ 我が国の電波利用の変遷 ～無線局数及び主な利用の推移～

ﾓﾊﾞｲﾙｵﾌｨｽ、ﾓﾊﾞｲﾙﾎｰﾑ

有線ブロードバンドの代替
（過疎地等でもブロードバンド通信を実
現）

次世代情報家電

公共利用（放送、船舶・
航空による保安通信、
防災通信等）が中心

電気通信事業への民間
参入が可能となり､電波の
民間利用が急速に拡大

・携帯電話、１億加入超
３G移行（約90%）が進展
・無線アクセスシステムの
普及

１９５０年 １９８５年 ２０１０年
ユビキタスネット社会に
における多様な電波利
用（新たな電波利用
ニーズの拡大）

今 後

（新たな電波利用の例）

５，１１８局

約１億１，６５６万局

移動局 約1億1,467万局

固定局 約10.６万局

その他 約17７万局
 

人 工 衛 星 局

地 球 局  

地 球 局  

地 球 局

衛星通信

防災通信

消防署等

地方公共団体等
 

 

海上通信

放送
携帯電話・携帯ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

固定マイクロ回線

約３８１万局

移動局 約107万局

固定局 約3.8万局
放送局 約2.4万局

その他 約268万局 放送局 約2.６万局

移動局 4,19５局

固定局 5５２局
放送局 ８０局
その他 ２９１局

安全・安心ＩＴＳ

無線ＬＡＮ

【出典：総務省作成資料】
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1-(1)-⑮ 我が国の電波の使用状況

降雨で弱められる

携帯電話 ＰＨＳ ＭＣＡシステム
タクシー無線 ＴＶ放送 防災行政無線
移動体衛星通信 警察無線 簡易無線
レーダー アマチュア無線 パーソナル無線
無線ＬＡＮ（2.4GHz帯、屋内外） コードレス電話
無線アクセス（2.4GHz帯） ＩＳＭ機器 電子タグ

ＵＨＦ

ＦＭ放送(コミュニティ放送) ＴＶ放送
防災行政無線 消防無線 列車無線
警察無線 簡易無線 航空管制通信
無線呼出 アマチュア無線 コードレス電話

ＶＨＦ

船舶・航空機無線 短波放送
アマチュア無線 電子タグ

短波

マイクロ波中継 放送番組中継
衛星通信 衛星放送
レーダー 電波天文･宇宙研究
無線ＬＡＮ（屋内：5.2GHz帯,5.3GHz帯、屋内外：5.6GHz帯）
無線アクセスシステム(５、22、26GHz帯等)
狭域通信システム ＩＳＭ機器

マイクロ波
船舶通信 中波放送（ＡＭラジオ）
アマチュア無線 船舶･航空機用ビーコン

中波

電波天文 衛星通信
簡易無線 レーダー

ミリ波

船舶･航空機用ビーコン
標準電波 電子タグ

長波

波長
周波数

超長波
ＶＬＦ

長 波
ＬＦ

中 波
ＭＦ

短波
ＨＦ

超短波
ＶＨＦ

極超短波
ＵＨＦ

マイクロ波
ＳＨＦ

ミリ波
ＥＨＦ

サブミリ波

10km
30kHz
(3万ﾍﾙﾂ)

1km
300kHz

(30万ﾍﾙﾂ）

100m
3MHz

(300万ﾍﾙﾂ)

10m
30MHz

(3千万ﾍﾙﾂ)

1m
300MHz
(3億ﾍﾙﾂ)

10cm
3GHz

(30億ﾍﾙﾂ)

1cm
30GHz

(300億ﾍﾙﾂ)

1mm
300GHz
(3千億ﾍﾙﾂ)

0.1mm
3000GHz
(3兆ﾍﾙﾂ)

100km
3kHz

(3千ﾍﾙﾂ)

利用技術の難易度

伝送できる情報量

電波の伝わり方

難しい

大きい

直進する

国際電気通信連合(ITU)による周波数の国際分配の決定(無線通信規則等)

↓
国際分配に基づく国内分配の決定(総務省・周波数割当計画等)

主な利用例

小さい

障害物の後ろに回り込む

易しい

【出典：総務省作成資料】

1980’s 1990’s
2000’s

黎明期 成長期成長期成長期
量的拡張期
（パーソナル化） 質的拡張期

第１世代
アナログ方式

第２世代 ２Ｇ
デジタル方式

第３世代 ３Ｇ

IMT-2000

第４世代 ４Ｇ
IMT-Advanced

音声中心
音声
低速データ

音声
高速データ
音楽、ゲーム、映像等

超高速データ

NTT（日本）
TACS（欧州）
AMPS（北米）

PDC（日本）
GSM（欧州）
cdmaOne（北米）

W-CDMA
CDMA2000
（世界共通）

ＩＴＵ（国際電気通信連
合）において、新たな国
際標準化に向けて国際
連携活動を促進

1979年～
自動車電話

1985年～
ショルダーホン

1987年～
携帯電話

1992年～
デジタル携帯電話

1990’s

標準化作業中

1-(1)-⑯ 携帯電話の歴史と今後の発展動向

3.5世代

2001年～
W-CDMA,
CDMA2000 2006年～

HSDPA, EV-DO

【出典：第90回（H20.6.17）電気通信事業紛争処理委員会資料をもとに作成】

現 在

ＮＴＴドコモが
2010年12月から
サービス開始

3.9世代
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１ 電気通信事業の動向

(2) 接続料の動向

算定方式 算定概要 主な対象機能

長期増分費用方式

（ＬＲＩＣ）

・仮想的に構築された効率的なネットワークの
コストに基づき算定
・前年度下期＋当年度上期の通信量を使用
・ボトムアップ方式のＬＲＩＣモデルを使用

・電話網
（加入者交換機、中継交換機、加入者交換機－
中継交換機回線、信号網等）

・ＰＨＳ基地局回線

実際
費用
方式

将来原価方式

・新規かつ相当の需要増加が見込まれる
サービスに係る設備に適用
・接続料の急激な変動を緩和する必要がある
と認められる場合にも適用
・原則５年以内の予測需要・費用に基づき
算定

・加入者回線（加入ダークファイバ）※２

・NGN（IGS接続、収容局接続、中継局接続）

実績原価方式

・前々年度の実績需要・費用に基づき算定
・当年度の実績値が出た段階で、それにより
算定した場合との乖離分を翌々年度の費用
に調整額として加算 ※１

・地域ＩＰ網
・ＩＰ関連装置（メディアコンバータ（東）,GE-PON等）
・中継光ファイバ回線（中継ダークファイバ）
・加入者回線（ドライカッパ）
・専用線
・公衆電話
・メディアコンバータ(NTT西）

キャリアズレート
・届け出ている小売料金から営業費相当分を
控除するもの

・ＩＳＤＮ加入者回線（ＩＮＳ１５００）

・専用線

※１ 実績原価方式については、07年7月の接続料規則の改正により、08年度接続料算定から事後精算制度が廃止され、事前に接続
料が確定する方式（直近の実績に基づき接続料を算定）に変更された。

※２ 加入ダークファイバの現行接続料は、08～10年度(3年間)の原価・需要の予測値に基づき算定。

1-(2)-① ＮＴＴ東西の接続料の算定方式

【出典：第108回（H20.3.21）接続委員会資料をもとに作成】
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（年度）

（円／３分）

ＬＲＩＣ
一次モデル

ＬＲＩＣ
二次モデル

ＬＲＩＣ
三次モデル

1-(2)-② ＮＴＴ東西の固定電話接続料の推移

【出典：総務省報道資料（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可（H23.3.29）をもとに作成】

ＬＲＩＣ
四次モデル

ＮＴＴ東西の固定電話の接続料はＬＲＩＣ方式（現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備
と技術で新たにネットワークを構築した場合の費用に基づいて算定する方式）により算定される。

平成２３年度の接続料は、ＧＣ接続５．０８円／３分、ＩＣ接続６．５７円／３分となっている。
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1-(2)-③ ＮＴＴ東西の加入光ファイバ接続料

光信号端末回線伝送機能の接続料 光信号主端末回線伝送機能の接続料

22年度 23年度 24年度 25年度

NTT東日本 4,610円 4,194円 3,568円 3,380円

NTT西日本 4,932円 4,784円 4,578円 3,426円

加入光ファイバについては、ブロードバンド普及促進に向け、今後も新規かつ相当の需要の増加が
見込まれるサービスであることから、その接続料算定に当たっては、平成２３年度から平成２５年度ま
での３年間について、各年度ごとの需要と費用を予測して算定する将来原価方式を用いている。

光信号端末回線伝送機能の接続料は、シングルスター方式で加入光ファイバ
を利用する場合に支払うこととなるもの。

光信号主端末回線伝送機能の接続料は、シェアドアクセス方式で加入光ファ
イバを利用する場合に支払うこととなるもの。

注１：１芯当たりの月額料金。
注２：上記のほかに、回線管理運営費（東４２円、西６０円（H23年度。実績原価方式に

より算定）が必要。
注３：H24、H25年度接続料については、次年度以降乖離額（H22、H23年度分）の調整

が行われる予定。

注１：１芯当たりの月額料金。
注２：H24、H25年度接続料については、次年度以降乖離額（H22、H23年度分）の調

整が行われる予定。
注３：局外スプリッタの接続料については、実績原価方式にて毎年更新されるもの。

【出典：総務省報道資料（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可（Ｈ23.4.4））をもとに作成】

NTT東西の局舎
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NTT東西の局舎
・・・

タイプ１－１ タイプ１－１

22年度 23年度 24年度 25年度

NTT東日本 4,179円 3,756円 3,155円 2,982円

NTT西日本 4,368円 4,298円 3,995円 3,010円
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1-(2)-④ ＮＧＮの接続料の算定方法等

【出典：総務省作成資料】

■ＮＧＮの接続料について、接続会計のデータを用いて算定可能となるのは、2010年度接続料からとなる。

■このため、2008年度接続料等については、相対取引等の暫定措置を認め、2009年度接続料については、算定期間（１年間）の費用と需要

を予測して接続料を算定する方式(将来原価方式)で算定（イーサネット接続料については、2009年度接続料まで相対取引を適用）。

■2010年度接続料等については、ＮＧＮの費用・資産が整理された2008年度会計を踏まえ、実際費用方式で算定。イーサネット接続料に

ついても、2010年度接続料から、新たに設定。

■なお、ひかり電話については、利用者の混乱を招来するおそれがあること等から、ＮＧＮとひかり電話網の接続料を合算して算定。

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度以降

イーサネット
サービス

フレッツ
サービス

（収容局接続）

ひかり電話

（ＩＧＳ接続）

●地域ＩＰ網の接続料と
同一の接続料を暫定適用

中継局接続

●実際費用方式で算定

●現在のひかり電話の接続料
（相対取引）を暫定適用

●実際費用方式で算定

●相対取引を暫定適用

（☞接続料設定のためにはシステム改修の期間等が必要）
●実際費用方式で算定

●相対取引を暫定適用 ●実際費用方式で算定

2008年度接続会計
報告・公表

2009年度接続会計
報告・公表

2010年度接続会計
報告・公表

▲ ▲ ▲▲

●コストドライバの検討・報告

９月末
接続会計

の整理

●将来原価方式で算定
【地域ＩＰ網とは別個に
接続料算定】

●将来原価方式で算定
【ひかり電話網と合算
して接続料算定】

●将来原価方式で算定

機能毎の設備区分
の新設等

1-(2)-⑤ ＮＴＴ東西のＮＧＮ（Next Generation Network）接続料

ＮＧＮは、サービス開始から日が浅く今後相当の需要の増加が見込まれるサービスであることか
ら、ＮＧＮの平成２３年度接続料については、将来原価にて算定することとしている。

ＮＧＮの需要については、今後の新サービスの登場等によりトラヒックが大きく変更する可能性が高
いことから、平成２３年度の１年間を算定期間としている。

具体的には、平成２１年度の接続会計におけるＮＧＮ設備の設備管理運営費をベースに、フレッツ
光ネクストのユーザ数等に応じた設備構築実績を踏まえて予測した平成２３年度の取得固定資産価
額の伸び率等を考慮した上で、各費用の算定等を行っている。

収容局接続機能
【装置・月】

ＩＧＳ接続機能
【３分】※

中継局接続機能
【１０Ｇポート・月】

平成23年度 平成22年度 平成23年度 平成22年度 平成23年度 平成22年度

ＮＴＴ
東日本

146.9万円
（▲32.2％） 216.8万円 5.02円

（▲12.1％） 5.71円 541.7万円
（▲14.7％） 634.8万円

ＮＴＴ
西日本

217.8万円
（▲11.2％） 245.3万円 5.74円

（▲8.9％） 6.30円 654.2万円
（+22.3％） 534.8万円

※中継系交換機能に係る平成２２年度接続料（３分当たり０．４２円）を含む。
※（ ）内の数字は平成22年度接続料に対する増減額

【出典：総務省報道資料（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可（Ｈ23.4.4））をもとに作成】
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1-(2)-⑥ 携帯電話に係る接続料（３分換算）の推移

【出典：第111回（H22.12.13）電気通信事業紛争処理委員会資料（総合通信基盤局作成）をもとに作成】

（円）

KDDI
（区域内）

ソフトバンク
（区域内）

NTTドコモ
（区域外）

KDDI
（区域外）

ソフトバンク
（区域外）

NTTドコモ
（区域内）

ＮＴＴ東西
（ＩＣ接続）

イー・モバイル
（区域内外統一）

区域内：同一の区域（ブロック）に終始する通話に適用
区域外：同一の区域（ブロック）に終始しない通話に適用
IC接続：NTT東西の中継交換機と接続する通話に適用

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

NTTドコモ
区域内 45.72 39.24 37.08 35.82 34.74 33.84 32.94 32.40 28.80 24.30 15.66 

区域外 57.60 49.86 47.34 45.36 41.76 39.42 38.52 36.72 32.40 28.08 18.90 

KDDI 
区域内 48.42 41.94 40.50 39.06 37.62 36.36 35.28 34.38 31.50 25.74 18.72 

区域外 62.28 53.82 52.38 50.22 48.42 45.90 44.82 43.56 39.24 31.68 23.04 

ソフトバンク 区域内 48.06 41.76 40.86 40.50 39.78 39.42 39.06 38.70 36.72 30.60 22.86 

モバイル 区域外 57.42 51.12 49.86 49.32 48.60 47.52 46.44 45.36 43.20 35.46 26.46 

イー・モバイル 29.34 24.30 23.40

NTT東西（ＩＣ接続） 7.65 5.88 4.78 5.79 6.12 7.09 6.84 6.55 6.41 6.38 6.96 

２ 電気通信政策の動向

(1) 指定電気通信設備制度
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長期増分費用方式の導入
（H12法改正）

・料金認可制を廃止し、事前届出
制に緩和

・NTTの電話、専用線料金にプラ
イスキャップ規制を導入

（H10法改正）

参入・退出規制

料金・約款規制

非対称規制

外資規制

ユニバーサル
サービス制度

民間衛星事業者に対す
る外資規制を撤廃

（H6法改正）

H6.6

接続規制

行為規制

参入許可の基準のうち需
給調整条項を撤廃

（H9法改正）

H9.11

外資規制を原則撤廃
（H9法改正）

H10.2

携帯電話等の料金につい
て認可制を廃止し、事前
届出制に緩和

（H7法改正）

H7.10

利用者保護ﾙｰﾙ

接続の義務化、指定電
気通信設備制度の導入

（H9法改正）

H9.11

H10.11

H12.11

・二種指定設備（移動系）制度の導
入、指定設備以外に係る接続協
定の認可制を廃止し、事前届出
制に緩和、

・電気通信事業紛争処理委員会の
設置

（H13法改正）

H13.11

市場支配力を有する事業者に
対する禁止行為規制を導入

（H13法改正）

一種指定設備を用いる役務
以外の役務に関する契約約
款について認可制を廃止し、
事前届出制に緩和

（H13法改正）

H13.11

H13.11

・加入者回線のｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ
（ﾒﾀﾙ回線：H12省令改正）
（光ﾌｧｲﾊﾞ：H13省令改正）

・ｺﾛｹｰｼｮﾝﾙｰﾙの整備
（H12省令改正）

H12.9～

ユニバーサルサービス
基金制度の導入

（H13法改正）

H14.6

・一種・二種の事業区分を廃止
・事業の参入・退出に係る許可
制を登録・届出制に緩和

（H15法改正）

H16.4

料金・契約約款の事前届出制を
原則廃止し、サービス提供を原
則自由化

（H15法改正）

H16.4

事業休廃止の事前周知、役務の
提供条件に関する説明、適切・
迅速な苦情処理を義務化

（H15法改正）

H16.4

（年月は施行時点）

ユニバーサルサービス
基金制度の見直し

（H18省令改正）

H18.4

接続協定の届出義務を廃止
（H15法改正）

H16.4

2-(1)-① 電気通信事業に関する規律の変遷

【出典：総務省作成資料】

電気通信事業者 第一種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者（固定系）

第二種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者（移動系）

参入・退出規制

外資規制

【参入】

届出 （①端末系伝送路設備の設置区域が同一市町村の区域を超える場合、②中継系伝送路設備の設置区間が一の都道府県の区域を超える場合は登
録）
【退出】

事後届出 （利用者に対しては予め相当の期間をおいて周知が必要）
【外資規制】

なし （NTT持株に対しては3分の1の外資規制）

料金・約款規制

原則として自由

【基礎的電気通信役務（ユニバーサルサービス：国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき役務）】
契約約款の作成、届出

【指定電気通信役務（※1）】
保障契約約款の作成、届出

【特定電気通信役務（※2）】
プライスキャップ規制（上限価格規制）

利用者保護 事業休廃止の際の利用者に対する事前周知義務、電気通信役務の提供条件に関する説明義務、苦情等に関する適切・迅速な処理義務

非
対
称
規
制

接続規制
電気通信回線設備を設置する全ての事業者に対し、接続請求応諾義務

・接続約款の認可、公表
・接続会計の整理 等

・接続約款の届出、公表
・接続会計の整理

行為規制
なし

【禁止行為】
・接続情報の目的外利用・提供 等

【特定関係事業者（NTTコム）との間の禁止行為】
・役員兼任 等

※適用事業者については、市場シェア等も勘
案して個別に指定（NTTドコモを指定）

【禁止行為】
同左

ユニバーサル

サービス制度

【ユニバーサルサービスの範囲】
加入電話基本料、公衆電話、緊急通報

【制度の仕組み】

適格電気通信事業者に対し、基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場
合に、その費用の一部に充てるための交付金を交付

2-(1)-② 現行の電気通信事業法による規律の概要

（※1）指定電気通信役務＝第一種指定設備を用いて提供する役務であって、他の事業者による代替的な役務が十分に提供されない役務：ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ、専用線、Ｂフレッツ、
フレッツＩＳＤＮ、オフトーク等

（※2）特定電気通信役務＝指定電気通信役務であって、利用者の利益に及ぼす影響が大きい役務：ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金、通話料・通信料、番号案内
料）、専用線専用料 【出典：総務省作成資料をもとに作成】
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2-(1)-③ 現行のＮＴＴ法の枠組み

【出典：総務省作成資料】

日本電信電話株式会社

（持株会社）

東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社

（地域会社）

目 的
（第1条）

◇東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図
る。

◇電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行う。

◇地域電気通信事業を経営する。

事 業
（第2条）

◇地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該
株式の株主としての権利の行使

◇地域会社に対する必要な助言、あっせんその他の援助

◇電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究

等

◇地域（＝同一の都道府県内）電気通信業務

◇地域電気通信業務に附帯する業務（「附帯業務」）

◇総務大臣の認可を受けて、地域会社の目的を達成するた
めに必要な業務（「目的達成業務」）

◇総務大臣の認可を受けて、業務区域以外の区域における
地域電気通信業務

◇総務大臣の認可※を受けて、地域電気通信業務を営むた
めに保有する設備・技術又はその職員を活用して行う電気
通信業務その他の業務（「活用業務」）

※ 総務大臣は、地域会社が当該業務を営むことにより地域電気通
信業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に

支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、認可しなければなら

ない

責 務
（第3条）

◇国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保

◇電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及

株 式
（第4条～

第7条）

◇３分の１以上の政府保有義務

◇３分の１までの外資規制

◇政府保有株式の処分制限

◇全ての株式を日本電信電話株式会社が保有

役員等
（第10条～

第12条）

◇役員選任決議認可、外国人役員の禁止

◇定款変更・合併等の決議認可、剰余金処分決議認可

◇事業計画認可

◇外国人役員の禁止

◇定款変更・合併等の決議認可

◇事業計画認可

2-(1)-④ 指定電気通信設備制度の枠組み

【出典：総務省作成資料をもとに作成】

業務区域ごとに
25％超のシェアを占める端末設備を有すること指定要件

都道府県ごとに
50％超のシェアを占める加入者回線を有すること

第一種指定電気通信設備制度（固定系） 第二種指定電気通信設備制度（移動系）

ＮＴＴ東西を指定（９８年） ＮＴＴドコモ（０２年）、ＫＤＤＩ（０５年）・沖縄セルラー（０２年）を指定

指定対象設備
加入者回線及びこれと一体として設置される電気通信設備
であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の
向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことが
できない電気通信設備

基地局回線及び移動体通信役務を提供するために設置さ
れる電気通信設備であって、他の電気通信事業者との適
正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備

接続関連規制

■接続約款（接続料・接続条件）の認可制

■接続会計の整理義務

■網機能提供計画の届出・公表義務

■接続約款（接続料・接続条件）の届出制

行為規制

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い
■特定関係事業者との間のファイアウォール

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い

利用者料金
関連規制

指定電気通信役務
（第一種指定電気通信設備により提供され

る役務であって、他の事業者による代替的
なサービスが十分に提供されないもの）

特定電気通信役務
（指定電気通信役務のうち、利用者の利

益に及ぼす影響が大きいもの）

■契約約款の届出制
■電気通信事業会計の
整理義務

■プライスキャップ規制

第一種指定電気通信設備を設置する者に対する規制 第二種指定電気通信設備を設置する者に対する規制

更に、収益ベースのシェアが25％を超える場合に
個別に指定された者に対する規制

ＮＴＴドコモ（０２年）を指定

■電気通信
事業会計の
整理義務

■電気通信
事業会計の
整理義務

■接続会計の整理義務
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第二種指定電気通信設備の指定内容第一種指定電気通信設備の指定内容

交

換

設

備

１. 特定移動端末設備と接続される伝送路設備を直接収容するもの（第二種指

定端末系交換設備）

２. 第二種指定端末系交換設備以外の交換設備であって業務区域内における

特定移動端末設備との通信を行うもの（第二種指定中継系交換設備）

ルータにあっては、ルータを設置する電気通信事業者が提供するインター

ネット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット接続サービス

に用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものは除く。

伝

送

路

設

備

３. 第二種指定中継交換設備の交換設備相互間に設置される伝送路設備

４. 特定移動端末設備へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受け

る無線局の無線設備（第二種指定端末系無線基地局）

５. 第二種指定端末系無線基地局と、第二種指定端末系交換設備が設置され

ている建物（第二種指定端末系交換局）との間に設置される伝送路設備

６. 第二種指定端末系交換局と、第二種指定中継系交換設備が設置されてい

る建物との間に設置される伝送路設備

そ

の

他

７. 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機

８. 携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局

９. 他の電気通信事業者の電気通信設備と１.~８．に掲げる電気通信設備との

間に設置される伝送路設備

（３.~８.に掲げるものを除く。）

【出典：第７回（H19.5.25）新しい競争ルールの在り方に関する作業部会資料をもとに作成】

2-(1)-⑤ 指定電気通信設備の範囲

現行制度は、オープン化の対象となる具体的な設備を、実現される機能を念頭に置きつつ指定。

平成２０年７月７日、ＮＧＮ及びひかり電話網を第一種指定電気通信設備の対象とした。

平成２２年１月８日、戸建て向け光信号用の屋内配線設備を第一種指定電気通信設備の対象とした。

１．固定端末系伝送路設備（加入者側終端装置、主配線盤等を含む）

２．第一種指定端末系交換等設備及び第一種指定中継系交換等設備

ただし、以下の設備を除く。
・他の電気通信事業者の設備への振り分け機能を有さないルータ

（当該ルータと対向するルータが振り分け機能を有する場合を除く）
・ＤＳＬＡＭ（G.992.1/G992.2 Annex C準拠に限る。）及びＤＳＬ用スプリッタ

（コロケーションできない局舎に設置される場合を除く）

３．第一種市内伝送路設備及び第一種指定中継系伝送路設備

４．信号用伝送路設備及び信号用中継交換機

５．SIPサーバ

６．番号案内に用いられる番号案内データベース、サービス制御（統括）局

７．ＰＨＳ事業者との接続に用いるＰＨＳ加入者ﾓｼﾞｭｰﾙ及び端末認証用のｻｰﾋﾞｽ制御
（統括）局

８．公衆電話機及びこれに付随する設備

９．番号案内又は手動通信に用いられる交換機、案内台装置及び伝送路設備

10．相互接続点までの伝送路設備

【出典：第１回（H18.12.15）新しい競争ルールの在り方に関する作業部会資料をもとに作成】

2-(1)-⑥ 第一種指定電気通信設備の範囲（概念図）

※ＤＳＬＡＭ、ＤＳＬ用スプリッタを除く
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【出典：第１回（H18.12.15）新しい競争ルールの在り方に関する作業部会資料をもとに作成】

2-(1)-⑦ 第二種指定電気通信設備の範囲（概念図）

第二種指定端
末系交換局

第二種指定
中継系交換局

共通線信号網

第
二
種
指
定
端
末
系

無
線
基
地
局

相互接続点

サービス制御局

他事業者電話網

インターネット網

第二種指定端末系
伝送路設備

第
二
種
指
定
端
末
系

交
換
等
設
備

第
二
種
指
定
中
継
系

交
換
等
設
備

第二種指定中継系
伝送路設備

第
二
種
指
定
中
継
系

交
換
等
設
備

第二種指定中継系
伝送路設備

第二種指定電気
通信設備の範囲

いわゆる「市場支配力を有する電気通信事業者」（※）による他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれが
ある行為を類型化し、禁止している。

なお、禁止行為の具体例については、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針 」に列挙・公表。

【法第30条第3項第1号】
接続の業務に関して知り得た情報の目
的外利用・提供

【具体例】
○ 他の電気通信事業者との接続の業務に関して知り得た情報を、当該情報の本来
の利用目的を超えて社内の他部門又は自己の関係事業者等へ提供するような行為

【法第30条第3項第2号】
電気通信業務についての特定の電気通
信事業者に対する不当に優先的な取扱
い・利益付与又は不当に不利な取扱
い・不利益付与

【具体例】
① 優先接続（マイライン）等における利用者登録作業についての不公平な取扱い
② 自己の関係事業者のネットワークを利用した通話のみについての割引サービス
等の設定

③ 自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供
④ 自己の関係事業者と一体となった排他的な業務
⑤ 自己の関係事業者に対する料金等の提供条件についての有利な取扱い
⑥ 特定の電気通信事業者のみに対して基本料請求代行を認めること
⑦ 自己の関係事業者に対する卸電気通信役務の提供に関する有利な取扱い
⑧ ブラウザフォンサービスにおける不公平なポータルサービス利用条件の設定等

【法第30条第3項第3号】
他の電気通信事業者、電気通信設備の
製造業者・販売業者の業務に対する不
当な規律・干渉

【具体例】
① 他の電気通信事業者の提供する電気通信役務の内容等の制限
② コンテンツプロバイダーに対する不当な規律・干渉
③ 電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に対する不当な規律・干渉

（※）第一種指定電気通信設備（固定系）を設置する事業者（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本を指定）
第二種指定電気通信設備（移動系）を設置する事業者のうち、市場シェア等を勘案して個別に指定（ＮＴＴドコモを指定）

○ 禁止行為の３類型とその具体例

【出典：第７回（H19.5.25）新しい競争ルールの在り方に関する作業部会資料】

2-(1)-⑧ 市場支配力を有する電気通信事業者に対する禁止行為
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区 分 内 容

接続約款の作成・認可（第2項）、公表
（第11項）

►接続料、接続箇所における技術的条件等の接続条件について接続約款を定め、認可を受けること（新たに
指定された設備については3か月以内に認可申請（第16項）。接続約款を変更する場合も同様。

►認可接続約款の実施の日から営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、

インターネットにより公表すること。

接続約款の届出(第7項） ►接続約款の条件のうち、付加的な機能の接続料等一定の軽微な事項については、その実施前（新たに指定
された設備については3か月以内（第17項）に届出を行うこと。

接続約款の変更認可申請命令（第6項）

変更命令（第8項）

►公共の利益の増進に支障があると認めるときは接続約款の変更認可申請命令（届出約款の場合は変更命
令）が可能。

認可接続約款等に基づく接続協定の
締結(第9項）

►原則として、認可接続約款に基づき接続協定を締結すること。

►認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、認可を受けて接続約款等に基づかない接続協定を締
結することができる。（第10項）

通信量等の記録（第12項）

接続会計の整理・公表（第13項）

►接続料規則で定める機能ごとに通信量、回線数等を記録すること

►接続会計規則により接続会計を整理し、接続に関する収支状況等について公表すること。

接続料の再計算義務(第14項） ►ＬＲＩＣによる接続料については接続約款認可後5年以内（現行接続料規則上１年ごと）に、それ以外の接続
料については毎事業年度の接続会計を整理したときに、それぞれ接続料を再計算すること。

接続に必要な情報の提供の努力義務
（第15項）

►第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めること。

【認可の要件（第4項）】

◪標準的な技術箇所における技術的条件、機能ごとの接続料、事業者間の責任に関する事

項等が適正・明確に定められていること

◪接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして接続料規則で定める

方法により算定された原価に照らし公正妥当なものであること

加入者交換機能等の接続料☞原価は長期増分費用方式（ＬＲＩＣ）により算定

◪接続条件が、第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合

の条件に比して不利なものでないこと

◪特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと

【出典：第１回（H18.12.15）新しい競争ルールの在り方に関する作業部会資料をもとに作成】

2-(1)-⑨ 第一種指定電気通信設備との接続に関する規律(電気通信事業法第33条）

標準的な接続箇所における技術的条件

機能ごとの接続料

事業者間の責任に関する事項

電気通信役務に関する料金を定める電
気通信事業者の別

その他第一種指定電気通信設備との接
続を円滑に行うために必要なものとして
総務省令で定める事項

電気通信事業法第33条第4項第1号

他事業者が接続の請求等を行う場合の手続

建物・管路・とう道へのコロケーションに係る事項

他事業者が電柱等に設備を設置する際の手続等

他事業者が現存するＮＴＴ東西の屋内配線を利用する際の条件等

 ＮＴＴ東西が第一種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合の費用
（能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当な金額）

 ＮＴＴ東西及び他事業者が利用者に対して負うべき責任に関する事項

重要通信の取扱方法

協議が調わない場合のあっせん又は仲裁による解決方法

電気通信事業法施行規則第23条の4第2項

他事業者がｺﾛｹｰｼｮﾝ可能な空きｽﾍﾟｰｽに関する情報開示を受けるための手続

 他事業者がＮＴＴ東西に対しｺﾛｹｰｼｮﾝを請求し回答を受ける手続

（他事業者による当該請求に係る建物への立入りの手続を含む。）

 他事業者が工事/保守を行う場合の手続

 ＮＴＴ東西が工事/保守を行う場合に他事業者が立会う手続

 ｺﾛｹｰｼｮﾝの請求からその実現までに要する標準的期間（調査申込～設置工事）

 ＮＴＴ東西が設置する建物等の場所に関して他事業者が負担すべき金額

（正味固定資産価額を基礎として接続料原価の算定方法に準じて算定）

 他事業者のｺﾛｹｰｼｮﾝ設備についてＮＴＴ東西が工事/保守を請け負う場合に他事業

者が負担すべき金額 等

他事業者が接続に必要な装置をＮＴＴ東西の電柱等に設置するための手続

 他事業者が負担すべき金額 等

他事業者が現存するＮＴＴ東西の屋内配線に関し工事を行う場合の手続

他事業者が負担すべき金額 等

【出典：第１回（H18.12.15）新しい競争ルールの在り方に関する作業部会資料】

2-(1)-⑩ 接続約款に規定すべき主な事項
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通信用建物、その通信用建物から工事可能なもっとも近い
マンホール等までの間の管路又はとう道並びにその通信用
建物の敷地内にある電柱

コロケーションの義務がある区間

コロケーションルールの整備

９７年１１月 接続約款にコロケーションの条件を規定。

９９年８月 接続約款の認可申請の際、コロケーションの在り方について検討を行う旨の電気通信審議会（当時）からの答申を受け、「コロケーションが必要な装
置かどうかは接続事業者側の判断を基本として合理的な範囲内で決すること」とした。

００年９月 コロケーションの需要が高まるにつれ、更なるルール整備の必要性が認識され、コロケーションに係る以下の事項を接続約款に規定。

・ コロケーションに関する手続（情報開示、請求から回答までの手続、接続事業者が自ら工事及び保守する場合の手続）

・ 標準的処理期間

・ 工事保守費用

００年９月

－１２月

接続約款の認可申請の際の電気通信審議会の答申による要望事項を受けて、ＮＴＴ東西に対して以下の改善を求めた。

・ 各通信用建物に空き場所があるかどうかの情報を無償で提供

・ コロケーションの場所は役務提供を阻害しない範囲内でもっとも低廉になる条件にあることを基本とすること。

・ 空き場所がない場合は立ち入りを受け入れること 等

０１年１２月 特定事業者によるコロケーションスペースの大量保留により、他事業者のコロケーションスペースの確保が困難となるビルが生じたこと等から、コロ
ケーションスペースの保留期間の短縮化等について接続約款に規定。

０２年３月 コロケーションのためのリソース（スペース、電力容量、ＭＤＦ端子）が枯渇しているビルにおける配分上限値の設定を接続約款に規定。

０３年５月 コロケーション申込み後の保留解除における違約金を接続約款に規定。

０７年１１月 コロケーションスペース等の過剰保留を抑制する仕組み及び電柱におけるコロケーション手続の整備を接続約款に規定。

｢コロケーション｣とは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の建物等において、接続事業者が接続に必要な装置を設置すること
をいう。

■ コロケーションに関する手続について以下のことをＮＴＴ東西の接続約款に記載。（電気通信事業法施行規則第23条の4第2項第2号）
① コロケーションの空き場所等（スペース、ＭＤＦ端子、受電電力容量及び発電電力容量）に関する情報開示
② コロケーションの調査申込みに対する回答を受ける手続の設定
③ 接続事業者が自前工事・保守を行う場合及び当該建物へ立ち入る場合の手続の設定
④ 標準的期間の設定（調査申込みから回答まで、設置申込みから工事着手まで等）

2-(1)-⑪ コロケーションルールの概要

【出典：第87回（H19.1.23）接続委員会資料をもとに作成】

第一マンホール等

他事業者設備

ＮＴＴ東西設備
ＮＴＴ東西収容局

義務的提供区間 一般提供区間

電柱添架

建物敷地内

区 分 内 容

接続約款の作成・事前届出（第2
項）

►接続料、接続箇所における技術的条件等の接続条件について接続約款を定め、その実施前に届け出るこ
と（新たに指定された設備については3か月以内に届出（第7項））。接続約款を変更する場合も同様。

接続約款の公表（第5項） ►届け出た接続約款の実施の日から営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネット
により公表すること（電気通信事業法施行規則第23条の9の4による第23条の8の準用）。

接続約款の変更命令（第3項） 【次の場合に接続約款の変更を命ずることが可能】

►接続箇所における技術的条件、電気通信事業者間の責任に関する事項、役務に関する料金を定める電気
通信事業者の別が適正かつ明確に定められていないとき。

►接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであるとき。

►他の電気通信事業者に対し不当な条件を付すものであるとき。

►特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

接続約款に基づく接続協定の締結
(第4項）

►届け出た接続約款に基づき接続協定を締結すること。

接続会計の整理・公表（第6項） ►第二種指定電気通信設備接続会計規則により接続会計を整理し、接続に関する収支状況等について公表
すること。

【接続約款に規定すべき事項（電気通信事業法施行規則第２３条の９の３）】

◪ 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所、接続箇所における技術的条件

◪ 接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額

◪ 電気通信事業者間の責任に関する事項

◪ 接続協定の締結及び解除の手続

◪ 接続請求を受けた日から接続開始までの標準的期間

◪ 利用者に対して負うべき責任に関する事項

◪ 重要通信の取扱方法

◪ その他、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項

◪ 他事業者との協議が調わない場合におけるあっせん又は仲裁による解決方法

【出典：第１回（H18.12.15）新しい競争ルールの在り方に関する作業部会資料をもとに作成】

2-(1)-⑫ 第二種指定電気通信設備との接続に関する規律(電気通信事業法第34条)
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2-(1)-⑬ 第二種指定電気通信設備接続会計規則の制定

【出典：総務省作成資料をもとに作成】

情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」（平成21年10月16日）において、

第二種指定電気通信設備を設置する事業者（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラーが該当。）に関し、接続料算定の透明性向上

を図り、もって接続事業者の検証可能性を高める観点から、電気通信事業会計をベースとして、第二種指定電気通信設備を

設置する事業者に対する新たな会計制度を導入することが適当とされ、これを受け、第176回国会において当該事業者に係る

規制を定めた電気通信事業法の一部改正を含む放送法等の一部を改正する法律が成立（平成22年11月26日）。

改正により、第二種指定電気通信設備を設置する事業者は、総務省令で定めるところにより第二種指定電気通信設備との

接続に関する会計を整理し、接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表することとされた。

平成23年3月31日、総務省令（第二種指定電気通信設備接続会計規則）が制定され、平成２２年度会計から適用されることと

なった。

１．目的

第二種指定電気通信設備（二種指定設備）との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況を明らかにし、
もって二種指定設備を設置する事業者（二種指定事業者）が、二種指定設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき
金額の適正な算定に資することを目的とする。（第１条関係）

２．会計の整理の方法

(1) 勘定科目の分類については、電気通信事業会計規則の規定を準用する。（第４条関係）
(2) 二種指定事業者は、次の書類を作成しなければならない。（第４条及び第５条関係）

① 貸借対照表（電気通信事業会計規則を準用）、② 損益計算書（電気通信事業会計規則を準用）、③ 個別注記表（別表第一）、④ 移動電気
通信役務収支表（別表第二）、⑤ 接続会計報告書（別表第三。内容として①～④を含む。）、⑥ 配賦整理書

(3) 資産、負債、純資産、費用及び収益の整理の方法については、電気通信事業会計規則の規定を準用する。（第７条及び第８条関係）
３．総務大臣への提出・公表

(1) 二種指定事業者は、毎事業年度経過後３月以内に、上記２(2)⑤接続会計報告書及び⑥配賦整理書（接続会計報告書等）を総務大臣に提出
しなければならない。（第９条関係）

(2) 二種指定事業者は、接続会計報告書等の写しを営業所等に備え置き、総務大臣に提出した日から５年間、公衆の縦覧に供するとともに、適
切な方法により公表しなければならない。（第10条関係）

４．その他
(1) 二種指定事業者は、接続会計財務諸表が適切に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければなら

ない。（第１１条関係）
(2) 二種指定事業者は、会計記録を毎事業年度経過後５年間保存しなければならない。（第１２条関係）

第二種指定電気通信設備接続会計規則の概要（主な規定内容）

１．適正な原価の算定

２．適正な利潤の算定

３．需要（☞接続料≤(原価＋利潤)÷需要）の算定
◆音声：通信経路の違いによる設備の使用の違いを考慮した総通話時間
◆データ：ネットワークのデータ伝送容量から合理的に算定される総帯域幅

４．総務省による検証を可能するため、提出を求める算定根拠の様式を規定

2-(1)-⑭ 第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドラインの策定

１．適正な原価の算定方法

２．適正な利潤の算定方法

３．需要の算定方法（☞(適正な原価＋適正な利潤)÷需要≧接続料）

４．総務省に提出する算定根拠の様式を規定

◆営業費は、設備への帰属が認められる一部を除いてすべて控除

ステップ１
音声と

データのコ
ストを分計

移動体通
信事業の
総コスト

ステップ２
契約数

連動コスト
等を控除

適正な
原価

ステップ３
その他

対象外コス
トを控除

自己資本費用他人資本費用 利益対応税＋＋=適正な利潤

◆各項目について、一種指定制度と同様の算定式や考え方を明示

音声の需要 ・・通信経路の違いによる設備の使用の違いを考慮した総通話時間

データの需要 ・・ネットワークのデータ伝送容量から合理的に算定される総帯域幅

■ 接続ルール答申を受け、第二種指定電気通信設備との接続について、接続料の算定方法を明確化するとともに、アンバンドルの仕組み（通信プ

ラットフォーム機能も対象）を設けるため、平成２２年年３月「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」を策定・公表。

■ ガイドラインは、二種指定事業者を対象としているが、二種指定事業者以外の携帯電話事業者についても、検証可能性に留意した上でガイドライ

ンを踏まえた積極的な対応を行うことが適当としている。

Ⅰ．接続料の算定方法

１．プロセスと判断基準

２．「注視すべき機能」に該当する機能を規定（☞定期的に見直し）

■ ＳＭＳ接続機能
■ 携帯電話のＥメール転送機能

など６機能

（注） 現在、アンバンドルされている機能は、
「アンバンドルすることが望ましい機能」に位置付け

３．事業者間協議における留意事項を整理

注視すべき機能

（事業者間協議
を注視）

他事業者
からの要望

アンバンドル
することが

望ましい機能

システム開発

約款変更

他事業者か
らの具体的
な申込み

判断基準
◆技術的に可能か？
◆過度に経済的負担を与えないか？
◆必要性・重要性の高いサービスか？
◆需要の立上げ期にないサービスか？

合意形成が
困難

⇒最終判断

Ⅱ．アンバンドルの仕組み

【出典：総務省作成資料】
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（背景）
■ 近年、電気通信事業者の経営破綻等により、当該事業者と接続等を行っている事業者が接続料等の債権を

回収できなくなる事案等が発生。
■ 債務の支払いを怠るおそれがある場合には、あらかじめ預託金の預入れ等の債権保全措置を講じることで接

続停止や損失の回避が可能。
■ しかし、預託金の水準如何によっては、新規参入阻害等の競争阻害要因となることが懸念。

こうした事情を踏まえ、
① 電気通信事業の適正かつ合理的な運営の確保
② 電気通信事業者間の公正な競争の確保
との観点から、電気通信事業者が債権保全措置を講じる際の指針として「電気通信事業分野における事業者間接続
等に係る債権保全措置に関するガイドライン」を策定（０６年１２月）。

（ガイドラインの内容）
✔ 債権保全の方式（預託金、債務保証等）
✔ 預託金の預入れ等の要否を判断するに当たって考慮すべき事項（過去の支払実績、財務状況等の客観的

指標によること）
✔ 預託金の水準（預託金、必要かつ最小限とすべき）
✔ その他（預託金等の返還、紛争処理手続等）

新競争促進プログラム2010の再改定（H21.6.26）において「ＮＴＴ東西による債権保全措置の運用についての検証を契機と

して、利用者利益の確保・向上の観点から、電気通信事業分野における債権保全措置に関するガイドラインの見直しを含め

た検討を行う。」とされ、記載内容の更なる明確化や内容の一層の充実を図るため、同ガイドラインの改正（H21.10.9）が行わ

れた。

新競争促進プログラム２０１０の再改定（平成21年6月） による見直し

（参考） 債権保全措置に関するガイドラインの概要

【出典：電気通信事業紛争処理委員会事務局作成資料】

（参考） ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの概要

【出典：総務省作成資料】

■今後、 急速な技術革新等を背景としてＭＶＮＯのビジネスモデルの多様化が期待されることを踏まえ、ＭＶＮＯの関連法規（電気通信事業法及び

電波法）の適用関係の明確化を図ることを目的として、「ＭＶＮＯ事業化ガイドライン」を策定

ガイドラインの策定（０２年５月）

■ガイドラインの対象とするＭＶＮＯ等の事業範囲として、ＭＶＮＥ（Mobile Virtual Network Operator）についても定義

■ＭＮＯとＭＶＮＯの関係は、卸電気通信役務の提供又は事業者間接続のいずれの形態も可能である旨を明確化

■ＭＮＯが接続に応じる必要がない場合を具体的に列挙

■ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の紛争処理手続（あっせん・仲裁・裁定等）について、具体的な手続を整理 等

■ＭＮＯにおける卸電気通信役務に関する標準プラン（標準的なケースを想定した卸電気通信役務の料金その他の提供条件）の策定・公表が望ま

しい旨を明記

■日本通信とＮＴＴドコモとの紛争事案に係る裁定（０７年１１月）を反映

➢利用者料金の設定の帰属（エンドエンド料金又はぶつ切り料金のいずれも可能）

➢接続料の課金方式（従量制課金方式のほか、帯域幅課金を採用することも可能）

■ＭＮＯにおけるＭＶＮＯ向けの一元的な窓口（コンタクトポイント）の設置・公表が望ましい旨を明記

■ＭＮＯがＭＶＮＯから聴取する事業計画について、一般的に聴取に理由があると考えられる事項と一般的に聴取に理由がないと考えられる事項

を例示 等

ガイドラインの改定（０７年２月）

ガイドラインの再改定（０８年５月）
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２ 電気通信政策の動向

(2) ブロードバンド普及促進に向けた取組

2-(2)-① 「光の道」構想実現に向けた取組

【出典：総務省作成資料をもとに作成】

総務省は、平成21年10月から、「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース」を開催し、2015年頃を目途にす
べての世帯でブロードバンドサービスを利用する「光の道」構想の実現に向けた検討を実施。

超高速ブロードバンドの基盤整備や利用率向上の在り方についての意見公募や事業者ヒアリング等を行いつつ検討を進め、
平成22年12月14日に「光の道」構想に関する基本方針を決定した。

１ 合同部会（注）の最終とりまとめで指摘された事項については、次のとおり進める。
① 機能分離の実施、子会社等との一体経営への対応、業務範囲の弾力化については、具体的内容を早急に確定し、関係

法律の改正案を次期通常国会に提出する。【電気通信事業法及びＮＴＴ法の一部改正】
② 加入光ファイバ接続料について、その低廉化に向け、総務省及びＮＴＴにおいて、平成２３年度以降の接続料算定方法の

見直しに向けた具体的な検討を早急に開始し、年度内を目途に成案を得る。
③ 次世代ネットワーク（ＮＧＮ）において実現すべきアンバンドル（細分化）機能・サービスやＩＰ網への移行（マイグレーション）

に伴う課題について、その実現方法やコスト負担の在り方を含め、総務省及び関係する通信事業者・インターネット接続事
業者（ＩＳＰ）などにおいて、速やかに検討の場を設け、来年中を目途に成案を得る。

④ ワイヤレスブロードバンド事業者による既存の周波数利用者の移行コストの負担に関し、オークションの考え方を取り入れ
た制度を創設するため、関係法律の改正案を次期通常国会に提出する。【電波法の一部改正】

⑤ 第４世代移動通信システムなど新たな無線システムに関しては、諸外国で実施されているオークションの導入についても
、早急に検討の場を設けて議論を進める（新無線システム移行までに関係法律の改正が間に合うように結論を得る）。

２ 今回、合同部会の最終とりまとめに盛り込まれた措置については、以下のような観点から、毎年度の継続的なチェックに加え、
制度整備の実施後３年を目途に、その有効性・適正性について、包括的な検証を行う。

・ ＮＴＴ東西における規制の遵守状況
・ 料金の低廉化や市場シェア等の動向
・ 「光の道」構想に関する取組状況 等

３ 包括的な検証の結果、「光の道」実現への進展が十分でない場合には、更なる措置について検討を行う必要がある。特に、公
正競争環境が十分に確保されていない場合には、ボトルネック設備の更なるオープン化や、構造分離・資本分離を含めたファイ
アウォール規制の強化など、公正競争環境を整備するための更なる措置について検討を行う。

「光の道」構想に関する基本指針

（注）グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース 「過去の競争政策のレビュー部会」・「電気通信市場の環境変化への対応検討部会」
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2-(2)-② 「光の道」構想実現に向けた工程表

②
競
争
政
策
の
推
進

（１）線路敷設基盤の開放等
（アクセス網のオープン化等）

（２）加入光ファイバ接続

料の見直し
（アクセス網のオープン化等）

（３）中継網のオープン化

（４）ボトルネック設備利用

の同等性確保

（５）ユニバーサルサービ

ス制度の見直し

（６）今後の市場環境の変

化への対応

①未整備地域における基盤整

備の推進

2011               2012  2013  2014 2015

③規制改革等によるＩＣＴ利活
用の促進

法案提出
施行
▼

予算執行・税適用
▼

（電気通信基盤充実臨時措置法改正）

予算・税要求
▼

（予算・税要求～予算執行・税適用）

１）電柱・管路等の線路敷設基盤の更なる開放に向けた検討

法案提出 （電波法改正）

２）ワイヤレスブロードバンドに関する取組（周波数再編等）

施行

▼
約款変更案を
情郵審に諮問

1月
▼
3月

答申
▼
2011年度以降の
接続料の適用

（2011年度以降の接続料の
適用期間等に応じ接続料を再改定）

▼▼
検討開始 取りまとめ

法案提出

機能分離、子会社等との一体経営への対応、業務範囲の弾力化

（電気通信事業法・ＮＴＴ法改正） ▼
施行

▼
1月

省令改正案を
情郵審に諮問

▼
3月

答申
▼
光ＩＰ電話のユニバ化

ＩＣＴ利活用を妨げる各種制度・規制の見直し

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部において対処方針の取りまとめ・新たな情報通信技術戦略工程表の修正に反映

１）光ＩＰ電話のユニバ化

次世代ネットワーク（ＮＧＮ）のオープン化・ＩＰ網への移行（マイグレーション）に係る課題等の検討

総合的な市場支配力に着目した規制の検討

諸外国で実施されているオークションの検討

▼▼
検討開始 取りまとめ

▼
検討開始

▼ ▼
事業者認定

▼▼
検討開始 取りまとめ

（周波数再編の実施）

▼

２）ブロードバンドアクセスのユニバ化の検討

▼

▼
取りまとめ

（中間取りまとめ）

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
取
り
ま
と
め
に
盛
り
込
ま
れ
た
措
置
の
有
効
性
・
適
正
性
の
包
括
的
検
証

制度整備後
３年を目途

【出典：第112回（H23.2.24）電気通信事業紛争処理委員会資料（総合通信基盤局作成）】

2-(2)-③ 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法等に関する法律の一部を
改正する法律案の概要

【出典：第112回（H23.2.24）電気通信事業紛争処理委員会資料（総合通信基盤局作成）】

電気通信事業者間の公正な競争を促進するため、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する反競争的行為の防止に係る規

制の実効性を確保するための措置を講ずるとともに、東日本電信電話株式会社等に対する業務規制の手続を緩和する。

電気通信事業法の改正

① 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者による反競争的行為（接続情報の目的外利用等）を実効的に抑制するため、当該電気

通信事業者の業務委託先子会社が反競争的行為を行わないよう当該電気通信事業者に対し当該子会社の適切な監督を義務付ける。

② 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者と他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、当該設備を設置す

る電気通信事業者に対し、設備部門と営業部門との隔離等、接続業務に関して知り得た情報を適正に管理するための体制の整備を義務付

ける。

日本電信電話株式会社等に関する法律の改正

電気通信事業者間の競争を促進するため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が地域電気通信業務を営むために保

有する設備等を活用して行う電気通信業務（県をまたがるＩＰ通信サービス等）等に係る現行の認可制を事前届出制とする。

改正概要

総務省では、2015年頃を目途に全ての世帯においてブロードバンドサービスが利用されることを目指しており、そのための政策のひとつとして

「ＮＴＴの在り方を含めた競争政策の推進」を行うこととしている。

電気通信市場における競争政策については電気通信事業法等の見直しを累次行ってきたところであるが、第一種指定電気通信設備を設置

する電気通信事業者の子会社による反競争的行為が発生するなど、依然として市場支配力の濫用を必ずしも防止できていない状況にある。

背 景

施行期日等
① 公布の日から６ヶ月以内の政令で定める日に施行。
② 法律施行後３年を目途として検討を加え、必要に応じて見直し。
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３ 放送政策等の動向

(1) 放送市場の動向

3-(1)-① 我が国の放送メディアの進展

地
上
放
送

衛
星
放
送

特
別

衛
星
放
送

一
般

衛
星
放
送

ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送

デジタル放送開始(平成15年12月) ▲

昭和５年
（1930）

▲
白黒開始
(昭和28年)

▲
音声多重開始
(昭和57年)

▲
カラー開始
(昭和35年)

▲
放送開始
(平成元年6月)

▲デジタル放送開始(平成12年12月)

▲
放送開始
(平成4年4月)

▲デジタル放送開始(平成8年6月)

▲
データ多重開始
(平成8年10月)

▲
文字多重開始
(昭和60年)

▲
放送開始
(昭和30年)

▲
自主放送開始
(昭和38年)

▲
短波開始
（昭和27年）

実用化試験放送の開始（平成15年10月) ▲

音声放送
▲
中波開始
（大正14年）

▲テレビ放送終了(平成10年9月）

▲
アナログ放送終了予定 (平成23年7月)

▲
アナログ放送終了予定 (平成23年7月)

▲デジタル放送開始(平成10年7月)

昭和25年
（1950）

昭和45年
（1970）

平成2年
（1990）

デジタル放送

アナログ放送
▲

超短波開始
（昭和44年）

デジタル放送

テレビジョン放送

アナログ放送

デジタル放送

アナログ放送

デジタル放送

アナログ放送

デジタル放送

平成12年
(2000）

平成22年
（2010）

【出典：総務省作成資料】
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3-(1)-② 放送メディアの市場規模

（注1）（ ）内の％は、放送メディア全体に占める各媒体のシェア。
小数点第2位を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

（注2） 「地上系民間放送事業者」には、(財)道路交通情報通信システムセンター
及びコミュニティ放送事業者を含めていない。

（注3）ＮＨＫについては損益計算書（一般勘定）の経常事業収入。
（注4）放送大学学園を除く。
（注5）「ケーブルテレビ事業者」は、自主放送を行う許可施設・営利法人のうち

、ケーブルテレビ事業を主たる事業とする313社（許可施設には、電気通信役
務利用放送法の登録を受けた設備で有線テレビジョン放送法の許可施設と同等
の放送方式のものを含む。）。

(注6）「衛星系民間放送事業者」の内訳には、特別衛星放送と一般衛星放送の兼
営社が3社含まれるため、総数（111社）とは一致しない。

地上系民間放送事業者(195社)
2兆2,452億円(58.9%)

ＮＨＫ
6,659億円(17.5%)

衛星系民間放送事業者(111社)
3,887億円(10.2%)

ケーブルテレビ事業者
(313社)
5,134億円(13.5%)

放送メディア全体の収入 平成２１年度 ３兆８，１３２億円

○ 放送メディア全体の市場規模は、平成21年度において、3兆8,132億円となっている。
○ 各放送事業者のシェアは、地上系民間放送事業者が58.9％、ＮＨＫが17.5％、ケーブルテレビ事業者が
13.5％、衛星系民間放送事業者が10.2％を占めている。

【衛星系民間放送事業者内訳】
特別衛星放送（ＢＳ放送）（11社） 1.034億円（2.7%）
特別衛星放送（東経110度ＣＳ放送）（12社） 414億円（1.1%）
一般衛星放送（91社） 2,440億円（6.4%）

【地上系民間放送事業者内訳】
テレビジョン放送単営(93社)            1兆7,688億円（46.4%）
ＡＭ放送・テレビジョン放送兼営(34社) 3,584億円（ 9.4%）
その他(※)単営(68社)   1,181億円（ 3.1%）
※…ＡＭ(13社)、短波(1社)、ＦＭ(53社)及び多重放送(1社)

【出典：総務省作成資料】

3-(1)-③ テレビジョン放送を取り巻く市場の概況

地上放送

ＮＨＫ 5,263億円（13.8%）

在京キー局 ５社 1兆1,068億円（29.0%）

準キー局及び中京局 ８社 3,460億円（10.0%）

ローカル局 114社 6,743億円（17.7%）

衛星放送

特別衛星放送
ＢＳ放送

ＮＨＫ 1,396億円（ 3.7%）

民間放送事業者 11社 1,034億円（ 2.7%） 民間放送事業者
合計

111社 3,887億円

東経110度ＣＳ放送 12社 414億円（ 1.1%）

一般衛星放送 上記以外の衛星放送 91社 2,440億円（ 6.4%）

ケーブルテレビ放送

313社 5,134億円（13.5%）

平成21年度 放送メディア全体の収入 ３兆８,１３２億円

注１ 括弧内の数字は、放送メディア全体に占める各媒体のシェア。小数点第２位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。
注２ ＮＨＫを除く収入状況は、平成21年度までに開局した一般放送事業者の事業収支結果の報告に基づき、直近の決算期の収支状況を取りまとめたもの（決算期が３月末日以外の事業者についても、

平成21年度内の決算期における収支状況を取りまとめている。）。
注３ 地上放送のＮＨＫ分については、損益計算書（一般勘定）における経常事業収入から衛星放送に係る収入を差し引いて算出している。
注４ 放送大学学園を除く。
注５ 「ケーブルテレビ」は、自主放送を行う許可施・営利法人のうちケーブル事業を主たる事業とする者313社（許可施設には、電気通信役務利用放送法の登録を受けた設備で有線テレビジョン放送法の

許可施設と同等の放送方式のものを含む。）。

【出典：総務省作成資料】
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3-(1)-④ 地上テレビジョン放送事業者の経営状況

年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

キー局
（５局）

営業収益 12,015 (2,403) 12,611 (2,522) 12,672(2,534) 12,828(2,566) 12,859(2,572) 12,269(2,454) 1,1068(2,214)

営業損益 926 (185) 947 (189) 864(173) 868(174) 613(123) 343(69) 212(42)

準キー局
（４局）

営業収益 2,770 (693) 2,853 (713) 2,871(718) 2,830(708) 2,723(681) 2,492(623) 2,328(582)

営業損益 131 (33) 204 (51) 170(43) 150(38) 53(13) -38(-9) 59(15)

中京広域局
（４局）

営業収益 1,324 (331) 1,381 (345) 1,367(342) 1,316(329) 1,307(327) 1,207(302) 1,132(283)

営業損益 178(45) 175 (44) 166(42) 131(33) 114(29) 62(16) -18(-5)

ローカル局
（114局）

営業収益 7,327 (64) 7,530 (66) 7,445(65) 7,420(65) 7,375(65) 7,062(62) 6,743(59)

営業損益 723 (6) 829 (7) 659(6) 347(3) 177(2) 55(0) 41(0)

単位：億円、（ ）内は１社平均

営業収益の合計

年度 年度

0

5,000

10,000

15,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

億円

キー局 準キー局 中京広域局 ローカル局

0

1,000

2,000

3,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

億円

キー局 準キー局 中京広域局 ローカル局

営業収益の平均

【出典：総務省作成資料】

(1) 規定の仕方
① 放送の主体（ＮＨＫ、放送大学学園、一般放送事業者）
② 放送の種類（テレビジョン放送、中波放送、超短波放送等）
等に基づき設定

(2) 具体例 （地上アナログテレビジョン放送）
① ＮＨＫ

関東広域圏、関東広域圏にある県を除く各道府県
② 放送大学学園

関東広域圏
③ 一般放送事業者

広域圏 ：関東広域圏、近畿広域圏、中京広域圏
複数の県域：鳥取県及び島根県、岡山県及び香川県
その他 ：上記以外の各都道府県

(1) 放送対象地域ごとに放送系の数の目標を設定
放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画において、放送対象地域ごとに普及させる放送系

の数の目標を設定。
(2) 放送対象地域内では、難視聴解消の義務又は努力義務

放送事業者は、放送対象地域内で、その放送があまねく受信できるように努めることとされている（ＮＨＫには、テレビジョン

放送及び中波放送・超短波放送のいずれかが全国において受信できるように措置をすることが義務付け）。

3-(1)-⑤ 放送対象地域

放送対象地域とは、同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域（放送法第２条の２第２項）のこと
であり、その地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して、放送普及基本計画において
規定（放送法第２条の２第３項）。

放送対象地域の概念

放送対象地域の効果

放送対象地域の例

【出典：総務省作成資料】
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3-(1)-⑥ 視聴可能な民間地上アナログテレビジョン放送事業者数と放送対象地域

都道府県数 世帯カバー率

４事業者以上 ３３都道府県 ８９．２％

３事業者 ９県 ７．５％

２事業者以下 ５県 ３．３％

関東広域圏：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域

近畿広域圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県及び和歌山県の各区域を併せた区域

中京広域圏：岐阜県、愛知県及び三重県の各区域
を併せた区域

岡山県及び香川県の各区域を併せた区域

鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域

平成１８年１月１日現在

（世帯数については平成１２年国勢調査）

【出典：第113回（H23.3.28）電気通信事業紛争処理委員会資料（情報流通行政局作成）をもとに作成】

3-(1)-⑦ ケーブルテレビの普及状況（平成２２年３月末）

ケーブルテレビの加入世帯数は平成２２年３月末で3,264万世帯、対前年度比4.3％の増加となった。
ケーブルテレビの施設を有する事業者数は45,695事業者（対前年度比3.1％増）となっている。

1,915 2,063 2,197 2,303
2,473

829
811

789
827

791

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

再送信のみを行う施設

自主放送を行う施設

自主・再送信別の加入世帯数の推移
万世帯

2,744
2,875

2,986
3,130

3,264

ケーブルテレビの施設を有する事業者数

自主放送を
行うもの

許可施設
[501端子以上]

531 535 4 0.8％

届出施設
[500端子以下]

136 140 4 2.9％

小 計 667 675 8 1.2％

区 分 20年度 21年度 増減数 増減率

ケーブルテレビ全体 44,337 45,695 1,358 3.1％

再送信のみ
を行うもの

許可施設
[501端子以上]

519 536 17 3.3％

届出施設
[51端子以上

500端子以下]
18,525 18,803 278 1.5％

小規模施設
[50端子以下]

24,626 25,681 1,055 4.3％

小 計 43,670 45,020 1,350 3.1％

【出典：総務省報道資料（ケーブルテレビの普及状況（H22.6.2））をもとに作成】
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3-(1)-⑧ ケーブルテレビ事業者の収支状況（平成２１年度）

【出典：総務省報道資料（平成２１年度の一般放送事業者及び有線テレビジョン放送事業者の収支状況（平成２２年９月８日））をもとに作成】

ケーブルテレビ事業全体の営業収益、営業費用は増加しており、営業損益は大幅に増益となった。
３１３社中２５９社（８２．７％）が単年度黒字を計上。
注：自主放送を行う許可施設・営利法人のうち、ケーブルテレビ事業を主たる事業とする者３１３社（許可施設には、電気通信役務利用放送法

の登録を受けた設備で有線テレビジョン放送法の許可施設と同等の放送方式のものを含む。）について調査したもの。
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235

240

245

250

255

260

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

単年度黒字事業者数 割合

事業者数 割合

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県
石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県
愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖縄県

・・・10%以下

・・・１0.1%～30％

・・・30.1%～50％

・・・50.1％～70％

・・・70.1％～100％

※H22.3末現在。普及率は、前年度末の住民基本台帳世帯数から算出。

3-（1）-⑨ 各都道府県におけるケーブルテレビの普及率について

都道府県名
CATV契約者数

世帯比
都道府県名

CATV契約者数
世帯比

北海道 17.1% 滋賀県 28.6%
青森県 12.2% 京都府 25.6%
岩手県 15.6% 大阪府 80.7%
宮城県 22.4% 兵庫県 63.6%
秋田県 13.1% 奈良県 26.7%
山形県 15.5% 和歌山県 28.4%
福島県 1.2% 鳥取県 57.4%
茨城県 21.4% 島根県 47.3%
栃木県 20.3% 岡山県 32.6%
群馬県 10.0% 広島県 28.0%
埼玉県 53.6% 山口県 55.3%
千葉県 57.3% 徳島県 70.4%
東京都 72.0% 香川県 29.3%
神奈川県 64.5% 愛媛県 29.6%
新潟県 17.2% 高知県 22.7%
富山県 61.5% 福岡県 42.7%
石川県 42.5% 佐賀県 46.7%
福井県 68.7% 長崎県 33.3%
山梨県 83.7% 熊本県 19.6%
長野県 55.9% 大分県 56.0%
岐阜県 33.5% 宮崎県 37.4%
静岡県 27.5% 鹿児島県 6.5%
愛知県 53.7% 沖縄県 20.4%
三重県 72.1% 全国 46.7%

【出典：第113回（H23.3.28）電気通信事業紛争処理委員会資料（情報流通行政局作成）をもとに作成】
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３ 放送政策等の動向

(2) 放送政策の動向

3-(2)-① 放送法の一部を改正する法律の概要

第１７６回国会において、放送法等の一部を改正する法律が成立（平成２２年１１月２６日）し、放送関連４法
の統合など放送法の一部が改正された。

放送法の改正事項

１．放送法体系の見直し（放送関連４法の統合）

放 送 法

（電気通信役務利
用放送法、有線テ

レビジョン放送
法、有線ラジオ放

送法は廃止）

２．その他の主な改正事項（放送法関係）

① 放送の参入に係る制度の整理・統合、弾力化

② マスメディア集中排除原則の基本の法定化

③ 放送における安全・信頼性の確保

④ 放送番組の種別の公表

⑤ 有料放送における提供条件の説明等

⑥ 再送信同意に係る紛争処理に関するあっせ

ん・仲裁制度の整備

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
法

放

送

法

公布の日から９月以内の政令で定める日
※放送番組の種別の公表等については６月以内等とする。

施行期日

【出典：総務省作成資料をもとに作成】
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3-(2)-② 新放送法における紛争処理制度の改正

① 再送信同意に係る紛争の多様化・複雑化に対応するため、従来の裁定に加え、あっせん・仲裁の制度を整備。
② 大臣裁定は、申請者の範囲や扱う紛争の種類、諮問先等が変わった他は、旧法をそのまま引き継いでいるもの。
③ あっせん・仲裁は独立性を持つ紛争処理委員会において行われ、手続きに入るかどうか、判断基準等も含め、基本的に当事者の

合意に基づいて行う。

裁定 あっせん 仲裁

紛争処理を
行う主体

■ 総務大臣
（電気通信紛争処理委員会に諮問）

■ 電気通信紛争処理委員会
（指名された1名以上のあっせん委員）

■ 電気通信紛争処理委員会
（指名された３名の仲裁委員）

申請の手続
／要件

■ 有テレ事業者（※１）が申請できる。

■ 「再送信ガイドライン」に照らし、協議手続
等の申請要件を満たすかどうか判断。

■ 紛争の両当事者 （有テレ事業者（※１）、
地上基幹放送事業者）の一方が申請できる。

■ 申請について委員会から通知し、他方
当事者が拒否しなければ手続きを進める。

■ 紛争の両当事者 （有テレ事業者（※１）、
地上基幹放送事業者）の双方が申請できる。

（双方が同時に申請する必要はなく、一方
の申請の後、通知を受けて他方当事者が
申請することでも可）

判断基準

■ 同意をしない「正当な理由」がある場合を
除き同意裁定 （新法第144条3項）。

■ 「正当な理由」の解釈は、「再送信ガイドラ
イン」による。

■ 特になし
（強行法規・公序良俗に反しない範囲で当
事者の合意形成を促す）

■ 判断基準や準拠法令を何にするか、は
当事者の合意による。
（※２）

手続終了・
判断の効力

■ 裁定等により終了
■ 電波監理審議会への不服申し立てが可能

■ 両当事者によるあっせん案の受諾、自
主的解決、打ち切り等により終了
■ あっせん中に裁定・仲裁の申請可

■ 仲裁判断、和解成立による申請取下げ
等により終了
■仲裁判断は確定判決と同じ効力。

【新放送法における大臣裁定、あっせん、仲裁の比較】

※１ 指定を受けていない登録一般放送事業者を除く。
※２ 準拠法令をはじめ、仲裁の手続等については仲裁法を準用する。

【出典：第113回（H23.3.28）電気通信事業紛争処理委員会資料（情報流通行政局作成）をもとに作成】

3-(2)-③ 地上テレビジョン放送のデジタル化の状況

平成15年（2003年）12月、三大都市圏（関東・中京・近畿）において放送開始。
平成18年（2006年）12月、全放送事業者の平成23年（2011年）までに整備される
中継局のロードマップ更新・公表。
平成18年（2006年）12月、全都道府県、全放送局で、地上デジタル放送を開始。
平成19年（2007年）9月、市町村別ロードマップの公表。

○ケーブルテレビ経由：約２，５４１万世帯

○直接受信：47都道府県 約４，８３５万世帯 （全世帯の約９７．５％）

２ 視聴可能世帯数と今後の課題

（平成22年3月末現在）

（平成22年12月末現在）

３ 地上アナログ停波の認知度

１ 放送のデジタル化の意義

①新たな周波数資源の創出、②安定した受信サービス、③高品質な映像・音声サービス、④高齢者・障害者に優し
いサービスの充実、⑤通信網との連携サービス、等の国民経済的なメリットが大。

放送事業者によるデジタル中継局の整備計画によれば、受信可能世帯数はアナログ時の99％を超える見込み。
今後、100％の世帯カバー確保が課題。

■地上デジタル放送用受信機の世帯普及目標

○地上デジタル放送受信機台数 約５１万台 （開始前） →約１億５３７万台
（平成23年1月末現在：JEITA調べ・日本ケーブルラボ調べ）

（参考）ワンセグ対応携帯電話 約９，２５７万台（平成22年9月末現在 JEITA調べ）

昨年１２月の調査結果では、地上アナログテレビ放送の停波が２０１１年７月であることの認知度は９０．３％で
あった。また、年齢及び性別にかかわらず認知度は高く、７０歳代の方についても同程度（男性：８９．５％、女
性：９０．３％）であった。

【出典：第113回（H23.3.28）電気通信事業紛争処理委員会資料（情報流通行政局作成）】
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3-(2)-④ 地上デジタルテレビ放送の完全デジタル化に向けた取組

平成２３年１月２４日、総務省及び地上デジタル推進全国会議は、平成２３年７月２４日のテレビ放送の完全デジタル化に向

けた最終段階に当たり、関係者が今後取り組む事項等を取りまとめた「完全デジタル化最終行動計画」及び国民の視点に

立ったテレビ放送の完全デジタル化を加速推進するための「完全デジタル化に向けた最終国民運動」を策定した。

「地デジが視聴できない世帯」の状況に関する実態把握及び当該世帯を減らすための各種対策の実施
デジタル放送を受信できる環境が整っていない世帯等における対応の促進と進捗状況の把握
高齢者等に対する最終サポート体制の整備（1,000席規模の電話相談体制の整備、1,000箇所程度の臨時相談コーナーの設

置、戸別訪問による最終レスキュー等） 等

「完全デジタル化最終行動計画 」における完全デジタル化に向けた今後の政府の取組

「完全デジタル化に向けた最終国民運動」（地上デジタル放送国民運動推進本部において決定した取組）

国民運動の方向性

無関心層の関心を高める活動を中心に新たな運動を展開
デジタル対応への支援を一層積極的に展開

新たな国民運動の実施

取組１：スポーツ施設等で地デジスポットを上映
具
体
策

取組２：著名な方々による地デジ普及活動

取組３：身近な場所への斬新なポスター等の掲出

＋
これまでの国民運動の継続・改善

【出典：総務省報道資料（「完全デジタル化最終行動計画」及び「完全デジタル化に向けた最終国民運動」の公表（H23.1.24））をもとに作成】
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電気通信事業者間などの紛争には、電気通信事業者間などの紛争には、
無料の相談窓口・あっせん手続があります。無料の相談窓口・あっせん手続があります。

＜総務省電気通信事業紛争処理委員会からのお知らせ＞

１ あっせんとは１ あっせんとは１． あっせんとは１． あっせんとは

◆ 総務省の電気通信事業紛争処理委員会は、法律・経済・会計・通信工学等の有識者５名の委員から
構成されており、その他に、あっせんに参画する複数の特別委員がいます。

◆ 「あっせん」は、有識者である電気通信事業紛争処理委員会の委員・特別委員の中から３名程度を
「あっせん委員」として指名し、あっせん委員が紛争当事者の間に入って両者相互の歩み寄りを促すこと
により、迅速な解決を図る手続です。必要に応じ、あっせん委員があっせん案を提示します。
※「あっせん」は、両当事者の合意により進められる手続ですので、強制されることはありません。※「あっせん」は、両当事者の合意により進められる手続ですので、強制されることはありません。

◆ 「あっせん」は、無料、非公開で行われます。

２． あっせんが利用できる紛争の種類２． あっせんが利用できる紛争の種類

Ａ．電気通信事業者間で電気通信設備の接続・共用等に関する協定・契約が調わないとき。
例１）ダークファイバの利用を断られた。
例２）接続料について合意できない例２）接続料について合意できない。
例３）携帯電話事業者のネットワークを借りて移動通信サービスを提供しようとしているが、携帯電話事業者との

契約の協議が調わない。
例４）コロケーションスペースの利用を断られた。
例５）鉄塔の共用に係る費用負担について合意できない。（※１）

Ｂ．コンテンツ配信事業など（※２）を営む者と電気通信事業者との間で、コンテンツ配信事業等を営むに

当たって利用すべき電気通信役務の提供に関する契約の条件等について協議が調わないとき。 （※１）当たって利用す き電気通信役務の提供に関する契約の条件等について協議が調わないとき。 （※１）

（※１） 下線部は、2010年の法改正により追加されたものであり、2011年夏頃（日付は別途政令で決定）からあっせん申請が可能です。
（※２）電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電

気通信事業（電気通信事業法第164条第１項第３号）

３． お気軽に相談窓口へ３． お気軽に相談窓口へ

電気通信事業紛争処理委員会の事務局では、事業者向けの相談窓口として、専用の電話、

メールアドレスを設け、事業者の間での協定・契約に関する協議が難航した場合の相談に応じ、
アドバイスや参考情報の提供等を行っています。

また、あっせん申請が可能な事案かどうか判断がつかないといった相談や「あっせんの手続
（制度概要・申請方法等）を知りたい」「過去の類似事例を知りたい」等のお問い合わせについて
も幅広く受け付けていますも幅広く受け付けています。

なお、相談は、無料、非公開で行っております。

事業者の間の紛争についてお困りの方は、以下の相談窓口までご連絡下さい。

【相談専用電話】

電話： ０３－５２５３－５５００電話 ０３ ５２５３ ５５００

【相談専用メールアドレス】

e-mail: soudan@ml.soumu.go.jp
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電気通信事業紛争処理委員会の歩み（年表） 
 

年 月 
電気通信事業紛争処理委員会

の出来事 
委員会に関連する主な出来事 

平成 13 年 

(2001 年) 

11 月 電気通信事業紛争処理委員

会発足（香城委員長・森永委

員長代理選任） 

運営手続の整備（電気通信事

業紛争処理委員会運営規程

の決定） 

紛争処理マニュアルの策定

（「IT 時代の公正な紛争解決

に向けて」） 

6 月 電気通信事業紛争処理委員会の設置

を定める「電気通信事業法等の一部

を改正する法律」の成立 

 

平成 14 年 

(2002 年) 

1 月 あっせんによる初の紛争解

決 

 

2 月 コロケーションのルール改

善について、総務大臣に勧告

4月 総務大臣に初めての年次報

告提出 

11 月 接続における適正な料金設

定が行い得る仕組みの整備

について、総務大臣に勧告 

平成 15 年 

(2003 年) 

6 月 「競争環境の変化と電気通

信事業者間紛争」の公表 

7 月 第一種電気通信事業及び第二種電気

通信事業の区分の廃止、接続約款及

び接続協定の事前届出義務の原則廃

止等を行う「電気通信事業法及び日

本電信電話株式会社法の一部を改正

する法律」の成立（平成 16 年 1 月施

行） 

10 月 仲裁手続の整備（電気通信事

業紛争処理委員会仲裁準則

の決定） 

8 月 仲裁法の成立（平成 16 年 3 月施行）

平成 16 年 

(2004 年) 

5 月 英語版ウェブページの開設 12 月 「裁判外紛争解決手続の利用の促進

に関する法律」の制定（平成 19 年 4

月施行） 
11 月 第二期目の活動開始 

あっせん・仲裁手続の改善

（あっせん・仲裁委員の欠格

事由の具体化、答弁書の提出

期間の指定、代理人・補佐人

の規定整備など、運営規程・

仲裁準則の改正） 

12 月 「第一期３年間を総括して」

の公表 

「電気通信事業紛争処理相

談窓口」の開設 

平成 17 年 

(2005 年) 

4 月 「諸外国の紛争処理制度の

比較」とりまとめ 
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年 月 
電気通信事業紛争処理委員会

の出来事 
委員会に関連する主な出来事 

平成 18 年 

(2006 年) 

 

6 月 「電気通信事業者」相談窓口

の開設 

 

10 月 「電気通信事業における紛

争処理等の将来像」の公表 

ウェブページのリニューア

ル実施 

平成 19 年 

(2007 年) 

2 月 森永委員長・田中委員長代理

選任 

12 月 無線局の開設等に伴う混信防止に関

するあっせん・仲裁制度の創設を含

む「放送法等の一部を改正する法律」

の成立（平成 20 年 4 月施行） 

11 月 MVNO の参入促進のための環

境整備について、総務大臣に

勧告 

第三期目の活動開始（龍岡委

員長・坂庭委員長代理選任）

平成 20 年 

(2008 年) 

2 月 パンフレットの作成・配付  

4 月 無線局の開設等に伴う混信

防止に関するあっせん・仲裁

制度の開始 

ウェブページのリニューア

ル実施 

11 月

～ 

全国 10 箇所にて委員会地方

説明会開催 

平成 21 年 

(2009 年) 

2 月   

10 月 国際通信調停ワークショッ

プへの出席 

平成 22 年 

(2010 年) 

 

11 月 第２回国際通信調停フォー

ラムへの出席 

11 月 地上基幹放送（テレビジョン放送）

の再放送の同意、電気通信設備設置

用工作物の共用及びコンテンツ配信

事業等に係る電気通信役務の提供条

件等に関するあっせん・仲裁制度の

創設を含む「放送法等の一部を改正

する法律」の成立（平成 23 年夏頃に

施行予定） 

12 月 第四期目の活動開始（坂庭委

員長・渕上委員長代理選任）

平成 23 年 

(2011 年) 

2 月 パンフレットの作成・配付  

3 月 届出電気通信事業者に対す

る周知資料の送付 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



75 

退任した委員及び特別委員の状況 

 

１ 委員 

氏   名 役  職  等 在任期間 

香
こう

城
じょう

 敏
とし

麿
まろ

 獨協大学法科大学院教授 
平成 13 年 11 月 30 日～ 

平成 19 年 2 月 14 日 

田中
た な か

 建二
け ん じ

 明治大学大学院会計専門職研究科教授 
平成 13 年 11 月 30 日～ 

平成 19 年 11 月 29 日 

森永
もりなが

 規彦
のりひこ

 広島国際大学工学部長 同上 

吉岡
よしおか

 睦子
む つ こ

 弁護士 同上 

龍
たつ

岡
おか

 資
すけ

晃
あき

 
学習院大学専門職大学院法務研究科（法科

大学院）教授 

平成 19 年 6 月 20 日～ 

平成 22 年 11 月 29 日 

富
とみ

沢
さわ

 木
この

実
み

 法政大学地域研究センター客員教授 
平成 13 年 11 月 30 日～ 

平成 22 年 11 月 29 日 

注１：役職等については、退任時のものである。 

注２：龍岡委員及び富沢委員の任期は、平成２２年１１月２９日に満了したが、後任者が任

命されるまで引き続きその職務を行った（電気通信事業法第１４８条第３項参照）。 

 

２ 特別委員 

氏   名 役  職  等 在任期間 

東海
とうかい

 幹夫
み き お

 青山学院大学経営学部教授 
平成 13 年 11 月 30 日～ 

平成 14 年 12 月 25 日 

藤本
ふじもと

 博史
ひろふみ

 裁判官 
平成 13 年 11 月 30 日～ 

平成 17 年 10 月 7 日 

濱
はま

谷
たに

 和生
か ず お

 

(土佐
と さ

) 

(注)「土佐」は通称 

甲南大学法学部教授 
平成 13 年 11 月 30 日～ 

平成 17 年 11 月 29 日 

浅井
あ さ い

 澄子
す み こ

 大妻女子大学社会情報学部准教授 
平成 13 年 11 月 30 日～ 

平成 19 年 11 月 29 日 

藤原
ふじわら

 宏
ひろ

高
たか

 弁護士 同上 

 

参考資料 ２



76 

氏   名 役  職  等 在任期間 

尾畑
お ば た

  裕
ひろし

 一橋大学大学院商学研究科教授 

平成 15 年 1 月 8 日～ 

平成 19 年 1 月 7 日 

平成 19 年 2 月 16 日～ 

平成 19 年 11 月 29 日 

和久井
わ く い

 理子
ま さ こ

 大阪市立大学大学院法学研究科准教授 
平成 17 年 11 月 30 日～ 

平成 19 年 11 月 29 日 

瀬
せ

 崎
ざき

  薫
かおる

 東京大学空間情報科学研究センター准教授 
平成 13 年 11 月 30 日～ 

平成 21 年 11 月 29 日 

長谷部
は せ べ

 由起子
ゆ き こ

 
学習院大学専門職大学院法務研究科 

（法科大学院）教授 
同上 

山
やま

 本
もと

 和
かず

 彦
ひこ

 一橋大学大学院法学研究科教授 
平成 21 年 11 月 30 日～ 

平成 22 年 12 月 2 日 

注１：役職等については、退任時のものである。 

注２：尾畑特別委員は、平成 19 年 11 月 30 日に委員に任命されている。 

注３：山本特別委員は、平成 22 年 12 月 3 日に委員に任命されている。 
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過去２年間の委員会の開催状況 
 

会合 日付 議題等 

第 89 回 平成 20 年 

4 月 25 日 

１ 平成１９年度年次報告（案）の審議  

２ 次世代ネットワークに係る接続ルール等について（総合通信基盤局か
らの説明）  

３ 携帯電話プラットフォームの研究（京都大学大学院経済学研究科 依
田高典教授からの説明）  

４ その他  

第 90 回 平成 20 年 

6 月 17 日 

１ 電波政策の動向について（総合通信基盤局からの説明）  

２ 無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度に関する周知について  

３ その他  

４ 「電気通信事業者」相談窓口に寄せられた最近の主な相談事例  

第 91 回 平成 20 年 

7 月 29 日 

施設視察 

（ブロードバンド等固定通信設備、携帯電話設備） 

第 92 回 平成 20 年 

10 月 31 日 

１ 鳩山総務大臣挨拶 

２ 「電気通信事業分野における競争状況の評価２００７の概要等（総合通
信基盤局からの説明）  

３ 「市場支配的事業者に対する競争法による規制 プライススクイーズの
事例を手がかりにして」（若林特別委員からの説明）  

４ 「電気通信事業紛争処理マニュアル」の改訂について  

５ その他  

第 93 回 平成 20 年 

11 月 28 日 

１ 最近の事業展開及び事業者間協議の状況等について（電気通信事業
者からの説明）  

２ その他  

第 94 回 平成 21 年 

1 月 26 日 

１ ブロードバンド政策の最近の動向（総合通信基盤局からの説明）  

２ その他  

３ 最近の活動概要及び事業者間協議の状況等について 
(1)社団法人テレコムサービス協会 
(2)社団法人日本インターネットプロバイダー協会  

４ 「電気通信事業者」相談窓口に寄せられた最近の主な相談事例  

第 95 回 
 

平成 21 年 

3 月 25 日 

１ アンバンドル問題：再考（慶應義塾大学経済学部田中辰雄准教授から
の説明） 

２ 裁判外紛争解決手続の規律（長谷部特別委員からの説明） 

３ 平成 20 年度年次報告（案）の審議 

４ その他 

第 96 回 平成 21 年 

4 月 22 日 

平成 20 年度年次報告（案）の審議 

第 97 回 平成 21 年 

5 月 22 日 

施設視察 

（通信用施設等） 

第 98 回 平成 21 年 

6 月 9 日 

１ 最近の事業展開及び事業者間協議の状況等について（電気通信事業
者からの説明） 

２ その他 

第 99 回 平成 21 年 

9 月 18 日 

あっせん委員の指名（平成 21 年（争）第１号） 

第 100 回 平成 21 年 

11 月 30 日 

あっせん委員の追加指名（平成 21 年（争）第１号） 

第 101 回 平成 22 年 

1 月 13 日 

電気通信事業紛争処理委員会令（平成 13 年政令第 362 号）第 16 条の規
定に基づく決定について 

参考資料 ３ 



78 

 

会合 日付 議題等 

第 102 回 平成 22 年 

1 月 14 日 

電気通信事業紛争処理委員会平成 21 年（争）第3号により申請されたあっ
せんの取扱いについて 

第 103 回 平成 22 年 

1 月 28 日 

１ 西日本電信電話株式会社に対する業務改善命令に係る総務大臣から
の諮問（総合通信基盤局からの説明） 

２ 西日本電信電話株式会社に対する業務改善命令に係る審議 

３ その他 

第 104 回 平成 22 年 

2 月 4 日 

１ 西日本電信電話株式会社に対する業務改善命令に係る審議、答申 

２ 通信・放送の総合的な法体系について（情報通信国際戦略局からの説
明） 

３ 電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について（総
合通信基盤局からの説明） 

４ 国際通信調停ワークショップの結果等について 

５ その他 

６ 終了案件についての報告 

第 105 回 平成 22 年 

3 月 30 日 

１ 西日本電信電話株式会社に対する業務改善命令について（総合通信
基盤局からの説明） 

２ 放送法等の一部を改正する法律案について（情報通信国際戦略局から
の説明） 

３ 平成２１年度年次報告（案）の審議 

４ その他 

【参考】 

第１回からの開催状況は、電気通信事業紛争処理委員会ウェブサイトに掲載している。 

 



（平成23年3月31日現在）

１ あっせん ５１件

２ 仲裁 ３件

○ 「接続に係る費用負担」に関する件（２件） ○ 「接続に必要な設備の設置」に関する件（１件）

○「接続に係る費用負担」に関する件（３５件） ○「接続に必要な工作物の利用」に関する件（４件）

○「接続の諾否」に関する件（５件） ○「設備の利用・運用」に関する件（３件）

○「接続協定の細目」に関する件（２件）

○「電気通信役務の提供に係る契約の取次ぎ」に ○「接続に必要な設備の設置」に関する件（１件）
関する件（１件）

（※いずれも、他方事業者が申請を行わず、仲裁は実行されず、あっせんや大臣命令に移行。）

（あっせん及び仲裁の平均処理期間約４８日）

委員会による紛争処理等の状況

３ 諮問・答申 ８件

４ 勧告 ３件

○ 業務改善命令（３件） ○ 料金設定権に関する裁定（１件）

○ 土地等の使用に関する認可（１件） ○ 接続に関する協議再開命令（２件）

○ ＭＶＮＯとＭＮＯ間の接続協定に関する裁定（１件）

○ コロケーションのルール改善に向けた勧告（１件）

○ 接続における適正な料金設定が行い得る仕組みの整備の勧告（１件）

○ 接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資する措置の勧告（１件）

（諮問から答申まで平均約２７日）

（参考）紛争処理件数の内訳

１ 紛争処理等の年度別件数 ２ あっせんの紛争内容

19

14

59

34

40
57

17

あっせん 仲裁 諮問・答申 勧告 相談

単位：件

接続に係る
費用負担

接続に必要な
工作物の利用

設備の利用・運用
3件（5.9％）

接続協定の細目
2件（3.9％）

接続に必要な
設備の設置
1件（2.0％）

電気通信役務の提供
に係る契約の取次ぎ

1件（2.0％）

合意が成立し解決

31件 (60.8%)

３ あっせんの処理結果

不実行
3件 (5.9％)

注：「合意が成立し解決」は、当事者間の協議により解決した事件11件及びあっせん案の受諾により解決した事件20件の合計。

（注） 相談件数は、１８年度以降のもののみ集計。同一案件に係る複数回の相談
（電話・メール・来訪等）を含む。

5

1

4
3

2
3

1
2

3
2

1 1 11 1 1

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

費用負担
35件（68.6％）

接続の諾否
5件（9.8％）

4件（7.8％）

合意に至らず
（申請取下げ・打切り）
17件（33.3％）
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紛争処理事案の一覧 

第１章 あっせん・仲裁 

第１節 あっせん 

１ 接続の諾否に関する紛争 

事件 
申請者 

申請内容 結果 
相手方 

平成１４年(争) 

第５号 

H14.2.13 申請 

H14.3.6 終了 

彩ネット㈱ 彩ネット㈱による東日本電

信電話㈱の中継光ファイバ

との接続 

合意により解決 

NTT 東日本 

平成１６年(争) 

第３号～４号 

H16.8.31 申請 

H16.11.1 終了 

ソフトバンク

BB㈱ 

ソフトバンクＢＢ㈱による東

日本電信電話㈱及び西日

本電信電話㈱の中継光ファ

イバとの接続 

合意により解決 

※あっせん案受諾 NTT 東日本 

NTT 西日本 

平成２１年(争) 

第１号 

H21.9.15 申請 

H22.1.21 終了 

関西ブロード

バンド㈱ 
関西ブロードバンド㈱によ

る西日本電信電話㈱の中

継光ファイバとの接続 

合意により解決 

※あっせん案受諾 ＮＴＴ西日本 

平成２１年(争) 

第３号 

H21.12.28 申請 

H22.1.15 終了 

生 活 文 化 セ

ンター㈱ 
生活文化センター㈱による

㈱ＮＴＴドコモとのレイヤ２等

での接続 

あっせん不実行 

㈱ＮＴＴドコモ 

 
２ 接続料及び網改造料に関する紛争 

事件 
申請者 

申請内容 結果 
相手方 

平成１４年(争) 

第６号 

H14.2.25 申請 

H14.3.12 終了 

彩ネット㈱ 彩ネット㈱による東日本電

信電話㈱に対する網改造

料の支払義務の有無 

合意により解決 

※あっせん案受諾 NTT 東日本 

平成１４年(争) 

第９号～２３号 

H14.7.4 申請 

H14.7.23 終了 

Ａ社 
Ａ社によるＶｏＩＰサービスに

係るＢ社等各社との接続に

ついての事業者間精算の

方法について 

合意により解決 

※あっせん案受諾 Ｂ社等各社 

平成１６年(争) 

第５号～６号 

H16.12.17 申請 

H17.2.22 終了 

NTT 東日本 

NTT 西日本 

東日本電信電話㈱及び西

日本電信電話㈱による法

人向けＩＰ電話網と平成電

電㈱電話網との接続条件

（接続料等） 

合意により解決 

 (参考)本件申請前の経緯 

仲裁申請（仲裁不実行） 平成電電㈱ 
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事件 
申請者 

申請内容 結果 
相手方 

平成１８年(争) 

第１号～１４号 

H18.8.9 申請 

H19.3.27 終了 

Ａ社等各社 Ａ社等各社によるＢ社との

接続に関する網使用料の

費用負担 

合意に至らず申請取下げ 

Ｂ社 

平成２１年(争) 

第２号 

H21.10.27 申請 

H22.1.14 終了 

㈲ナインレイ

ヤーズ 

㈲ナインレイヤーズによる

西日本電信電話㈱との接

続に係る債権保全措置の

要否 

合意により解決 

ＮＴＴ西日本 

 

３ 接続のための工事・網改造等に関する紛争 

事件 
申請者 

申請内容 結果 
相手方 

平成１４年(争) 

第２号 

H14.2.12 申請 

H14.4.9 終了 

ビー・ビー・テ

クノロジー㈱ 
ビー・ビー・テクノロジー㈱に

よる西日本電信電話㈱の端

末回線との接続に必要な自

前ＭＤＦジャンパ工事 

あっせん打切り 

（参考）本件終了後の状況 

仲裁申請（仲裁不実行） 

総務大臣の接続協議再

開命令 

NTT 西日本 

平成１４年(争) 

第３号 

H14.2.12 申請 

H14.2.26 終了 

イー・アクセ

ス㈱ 

イー・アクセス㈱による西日

本電信電話㈱のコロケーシ

ョンスペース、電源及びＭＤ

Ｆの利用等 

合意により解決 

NTT 西日本 

平成１４年(争) 

第７号～８号 

H14.4.30 申請 

H14.5.10 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社及びＣ社の

設備に対する工事（Ａ社の

上位プロバイダ変更に伴う 

ＩＰアドレス設定変更）早期

実施 

合意により解決 Ｂ社 

Ｃ社 

平成１７年(争) 

第２号～３号 

H17.7.8 申請 

H17.10.4 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社及びＣ社との

接続に関する網改造の費

用負担（ソフトウェア開発費

用全額の預託金） 

合意に至らず申請取下げ Ｂ社 

Ｃ社 

平成１９年(争) 

第１号～２号 

H19.3.23 申請 

H19.4.5 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社及びＣ社との

ジャンパ線切替工事等に関

する接続協定の細目等 

あっせん不実行 Ｂ社 

Ｃ社 

 
４ コロケーション等に関する紛争 

事件 
申請者 

申請内容 結果 
相手方 

平成１３年（争）

第１号 

H13.12.27 申請 

H14.1.25 終了 

Ａ社 
Ａ社による自社伝送路と他

事業者が設置する伝送装

置との間の接続(横つなぎ)

に必要なＢ社のコロケーシ

ョンスペースの利用 

合意により解決 

Ｂ社 
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事件 
申請者 

申請内容 結果 
相手方 

平成１４年(争) 

第１号 

H14.2.1 申請 

H14.2.14 終了 

イー・アクセ

ス㈱ 

イー・アクセス㈱による東日

本電信電話㈱のコロケーシ

ョンスペース、電源及びＭＤ

Ｆの利用 

合意により解決 

（参考）本件に関連した措置

総務大臣に対する勧告 NTT 東日本 

平成１４年(争) 

第４号 

H14.2.13 申請 

H14.4.2 終了 

イー・アクセ

ス㈱ 

イー・アクセス㈱による西日

本電信電話㈱のコロケーシ

ョンスペース、電源及びＭＤ

Ｆの利用 

合意により解決 

※あっせん案受諾 NTT 西日本 

平成１５年(争) 

第２号 

H15.6.11 申請 

H15.6.25 終了 

平成電電㈱ 平成電電㈱による東日本

電信電話㈱の設備（ＭＤＦ）

の利用 

合意により解決 

NTT 東日本 

 
５ 契約締結の媒介その他の業務委託に関する紛争 

事件 
申請者 

申請内容 結果 
相手方 

平成１７年(争) 

第１号 

H17.4.14 申請 

H17.5.13 終了 

イー・アクセ

ス㈱ 
イー・アクセス㈱による西日

本電信電話㈱とのフレッツ

サービス受付業務の再開 

合意により解決 

NTT 西日本 

第２節 仲裁 

１ 接続料及び網改造料に関する紛争 

事件 
申請者 

申請内容 結果 
相手方 

平成１６ 年(争) 

第１号～２号 

H16.4.2 申請 

H16.4.27 仲裁

不実行通知 

NTT 東日本 

NTT 西日本 

東日本電信電話㈱及び西

日本電信電話㈱による法

人向けＩＰ電話網と平成電

電㈱電話網との接続条件

（接続料等） 

仲裁不実行 

（参考）本件終了後の状況 

あっせん申請（申請取下

げ（合意により解決）） 平成電電㈱ 

 

２ 接続のための工事・網改造等に関する紛争 

事件 
申請者 

申請内容 結果 
相手方 

平成１５年（争）

第１号 

H15.2.14 申請 

H15.2.21 仲裁

不実行通知 

ソフトバンク

BB㈱ ソフトバンク BB㈱による西

日本電信電話㈱の端末回

線との接続に必要な自前Ｍ

ＤＦジャンパ工事 

仲裁不実行 

（参考）本件申請前の経緯 

あっせん申請（あっせ

ん打切り） 

（参考）本件終了後の状況 

総務大臣の接続協議

再開命令 

NTT 西日本 



83 

第２章 総務大臣からの諮問に対する審議・答申 

第１節 電気通信事業者間の紛争 

１ 接続の諾否に関する紛争（協議命令） 

答申日等 事案の概要等 

平成２２年７月８日 

電委第４２号 

H22.1.25 申請 

H22.6.29 諮問 

H22.7.8 答申 

生活文化センター㈱による㈱ＮＴＴドコモとのレイヤ２等での接続に関

する協議再開命令 

（参考）本答申前の経緯 

あっせん申請（あっせん不実行） 

 

２ 接続のための工事・網改造等に関する紛争（協議命令） 

答申日等 事案の概要等 

平成１５年８月２０日

電委第５７号 

H15.5.16 申立 

H15.7.16 諮問 

H15.8.20 答申 

ソフトバンク BB㈱による、ＤＳＬサービス提供のための西日本電信電

話㈱との接続に関する接続協議再開命令 

（参考）本答申前の経緯 

あっせん申請（あっせん打切り） 

仲裁申請（仲裁不実行） 

 
３ 接続料及び網改造料に関する紛争（細目裁定） 

答申日等 事案の概要等 

平成１４年１１月５日 

電委第１１５号 

H14.7.18 申請 

H14.9.20 諮問 

H14.11.5 答申 

平成電電㈱による、ＮＴＴドコモ等携帯電話事業者に対する直収発携

帯着の利用者料金の設定に関する裁定 

（参考）本答申に関連した措置 

総務大臣に対する勧告 

平成１９年１１月２２日 

電委第６９号 

H19.9.21 諮問 

H19.11.22 答申 

日本通信（株）の㈱NTT ドコモとの相互接続による MVNO 事業に関す

る裁定 

（参考）本答申に関連した措置 

総務大臣に対する勧告 

第２節 電気通信事業者と土地等の所有者・使用者との間の紛争 

１ 土地等の使用に関する紛争（協議認可） 

答申日等 事案の概要等 

平成１４年７月３０日 

電委第９５号 

H14.3.19 申請 

H14.6.17 諮問 

H14.7.30 答申 

モバイルインターネットサービス㈱による、無線 LAN サービスの役務

提供のためのＪＲ東日本㈱の土地等の使用に関する協議認可 
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第３節 電気通信事業者と当該事業者の役務提供に係る利害関係

者との紛争 

業務改善命令 

答申日等 事案の概要等 

平成１４年４月１９日

電委第６０号 

H14.4.18 諮問 

H14.4.19 答申 

KDDI㈱による、子会社である第二種電気通信事業者を通じた、地方

公共団体に対する届出料金を下回る料金での電気通信役務の提供

に対する業務改善命令 

平成１６年２月４日 

電委第８号 

H16.1.29 諮問 

H16.2.4 答申 

KDDI㈱による、子会社である KCOM㈱を通じた、地方公共団体に対

する届出料金を下回る料金での電気通信役務の提供に対する業務

改善命令 

平成２２年２月４日 

電委第１９号 

H22.1.28 諮問 

H22.2.4 答申 

西日本電信電話㈱に対する他の電気通信事業者等に関する情報の

取扱いについての業務改善命令 
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第３章 勧告 

発出日等 概要等 

平成１４年２月２６日 

電委第３２号 

コロケーションのルール改善に向けた勧告 

（参考）本勧告の関連事例 

イー・アクセス㈱によるＮＴＴ東日本のコロケーションスペース、電源

及びＭＤＦの利用に係るあっせん申請（終結（合意により解決）） 

平成１４年１１月５日 

電委第１１５号 

接続における適正な料金設定が行い得る仕組みの整備の勧告 

（参考）本勧告の関連事例 

平成電電㈱による、ＮＴＴドコモ等携帯電話事業者に対する利用者

料金の設定に関する細目に係る裁定 

平成１９年１１月２２日 

電委第６９号 

接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に

資する措置の勧告 

（参考）本勧告の関連事例 

日本通信㈱のＮＴＴドコモとの相互接続によるＭＶＮＯ事業に関す

る裁定 

 
（注）実際の紛争は、内容が複雑に絡み合っており、以上の分類は厳密なも

のではない。 

 



平成２３年４月

電気通信事業紛争処理委員会

事務局

電気通信事業紛争処理委員会の概要電気通信事業紛争処理委員会の概要

１．電気通信事業紛争処理委員会の設置・組織

大 臣 官 房

総 務 大 臣

総合通信基盤局

情報通信国際戦略局

情報流通行政局

事 務 局 長

○ 特別委員７名（非常勤・任期２年）

￭ 総務大臣が任命

○ 委員５名（非常勤・任期３年）

￭ 委員は国会の同意を得て総務大臣が任命

￭ 二人以内は、常勤とすることが可

○ 委員会の事務を処理するために、委員会
に事務局を設置。

事務局は、通信・放送事業者の監督を担当
する部局から独立し、専門性・中立性を確保。

電気通信事業紛争処理委員会

事 務 局

参 事 官

紛争処理調査官

上席調査専門官（２名）

調査専門官（３名）

電気通信事業紛争処理委員会は、平成13年11月30日に電気通信事業者間の接続等に関する紛
争を迅速・公正に処理する専門的組織として設置。

・背景には、電気通信サービスの高度化・多様化により、接続等を巡る紛争が増大・複雑化したことなどがある。
・電気通信事業紛争処理委員会の設置は、電気通信事業法に規定。

事 務 局 長

参 事 官

紛争処理調査官

上席調査専門官

調査専門官
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長方形

003374
タイプライターテキスト
参考資料　６



氏 名 性 別 現 職

おの たけみ

小野 武美 男 東京経済大学経営学部 教授

かとう ねい

加藤 寧 男 東北大学大学院情報科学研究科 教授

しらい ひろし

白井 宏 男 中央大学理工学部 教授

てらざわ ゆきひろ

寺澤 幸裕 男 弁護士

ひぐち かずお

樋口 一夫 男 弁護士

もり ゆみこ

森 由美子 女 関東学園大学経済学部 教授

わかばやし ありさ

若林 亜理砂 女 駒澤大学大学院法曹養成研究科 教授

氏 名 性 別 現 職

さかにわ こういち

坂庭 好一（委員長） 男 東京工業大学大学院理工学研究科 教授

ふちがみ れいこ

渕上 玲子（委員長代理） 女 弁護士

おばた ひろし

尾畑 裕 男 一橋大学大学院商学研究科 教授

かがみ ようこ

各務 洋子 女 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部 教授

やまもと かずひこ

山本 和彦 男 一橋大学大学院法学研究科 教授

【特別委員】あっせん・仲裁手続への参与等のため、総務大臣が任命

【委員】国会の同意を得て総務大臣が任命 任期満了日：平成25年12月3日

任期満了日：平成23年11月29日

２．委員及び特別委員の名簿

あっせん・仲裁

３. 電気通信事業紛争処理委員会の機能

 電気通信事業者間の接続等に関する紛争に対し、「あっせん」や「仲裁」を
実施する。

諮 問 に対する
審議・答申

 総務大臣が、①接続協定等の細目の裁定、②業務改善命令等の行政処分を行う
際、総務大臣から諮問を受け、審議・答申を行う。

勧 告  あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等につい
て意見があれば、総務大臣に対し勧告を行う。

相 談  事務局に相談窓口を設け、事業者間の紛争等に関する相談に対応している。

電気通信事業者等 総務大臣

裁 定 等

業務改善命令等

競争ルールの改善等

電気通信事業紛争処理委員会

あっせん

他事業者等からの
意見申出

法令違反の状況

電気通信事業者
間の紛争等

仲 裁

審 議・答 申

勧 告

申 請

申請等
諮 問

答 申

諮 問

答 申
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４．あっせん・仲裁制度の概要

《あっせん》《あっせん》

あっせん委員が紛争当事者の間に入って両者の歩み寄りを促すことにより、紛争の迅速な
解決を図るもの。
両当事者の合意により進められる手続のため、強制されることはない。

・あっせん委員は、委員及び特別委員の中から、事案ごとに委員会が通例３人程度を指名。
・あっせん委員は、あっせん案を作成し、当事者に提示することができる。

紛争当事者が仲裁委員の行う仲裁判断に服することを合意した上で行われる。
当事者は、仲裁判断について、手続上瑕疵のある場合を除いて訴訟で争うことはできない。

・仲裁委員は、委員及び特別委員の中から、原則として当事者が合意により選定した者３人を、委員会
が指名。

・仲裁判断には、当事者間において確定判決と同一の効力が発生する。

《仲裁》《仲裁》

５．既存の紛争処理スキーム

当事者 協議の内容
相手方が協定・契
約の締結の協議に
応じないとき

協定・契約の締結の
協議が調わないとき

金額、接続条件等の
細目について協議
が調わないとき

電気通信事業
者間

○ 電気通信設備の接続に関する協定
○ 電気通信設備の共用に関する協定
○ 卸電気通信役務の提供に関する契約

あっせん

（大臣命令あり）

あっせん

（大臣命令あり）

あっせん
仲裁

（大臣裁定あり）

○ 電気通信役務の円滑な提供の確保の
ために締結が必要な協定・契約
・ 接続に必要な電気通信設備の設置・保守
・ 接続に必要な土地・建物・管路等の利用
・ 接続に必要な情報の提供
・ 電気通信役務の提供に関する契約の締結の
取次や料金回収等の業務委託 等

－ －
あっせん
仲裁

無線局（※）を
開設・変更しよ
うとする者と他
の無線局（※）
の免許人等と
の間

○ 混信等の妨害防止のために必要な措
置に関する契約

あっせん
あっせん
仲裁

－

（※）以下の業務を行うことを目的とする無線局が該当
・ 電気通信業務
・ 放送の業務
・ 人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務
・ 電気事業に係る電気の供給の業務
・ 鉄道事業に係る列車の運行の業務
・ ガス事業に係るガスの供給の業務
・ ＭＣＡを使用する業務
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６．法改正に伴う紛争処理委員会の機能の拡充

当事者 協議の内容

相手方が協定・契約
の締結（又は再放送
の同意）の協議に応
じないとき

協定・契約の締結（又
は再放送の同意）の
協議が調わないとき

金額、接続条件等の
細目について協議が
調わないとき

電気通信事業
者間

○ 電気通信設備設置用工作物の共用に
関する協定

あっせん

（大臣命令あり）

あっせん

（大臣命令あり）

あっせん
仲裁

（大臣裁定あり）

電気通信事業
者とコンテンツ
配信事業者等
との間

○ コンテンツ配信事業等（※）を営むに当
たって利用すべき電気通信役務の提供
に関する契約
（※）電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する

電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設
備を設置することなく提供する電気通信事業（電気通
信事業法第164条第１項第３号）

－ －
あっせん
仲裁

ケーブルテレ
ビ事業者等と
基幹放送事業
者との間

○ 地上基幹放送の再放送に係る同意
あっせん

（大臣裁定あり（※））

あっせん
仲裁

（大臣裁定あり（※））

－

◆ 委員会の名称の変更◆ 委員会の名称の変更

○ 委員会の名称を「電気通信紛争処理委員会」に変更。

○ ２０１１年夏頃（日付は別途政令で決定）からあっせん・仲裁の申請が可能になります。
（※）ケーブルテレビ事業者等と基幹放送事業者との間の再放送に係る同意に関する紛争について、総務大臣が裁定を

行う場合の諮問先を、情報通信行政・郵政行政審議会から紛争処理委員会に変更。

◆ 新たに整備された紛争処理スキーム◆ 新たに整備された紛争処理スキーム

【手続の主体】

７．あっせん手続の流れ

委員会の手続 当事者の手続

合意成立の見
込みがない場
合等

あっせんに適しない場合
（他方当事者があっせんを拒否し
た場合、社会的信用の低下を目
的としていると認められる場合等）

他方当事者から
の答弁書の提出

あっせん

の申請

あっせんの実施

他方当事者
への通知

あっせん委員
の指名

打切り

あっせん
案受諾

協議に
よる合意

不実行

○ 手数料は無料。
○ 原則非公開。

終了後、当事者の了解を得られた範囲内で公表。

（※）大臣命令申立て、大臣
裁定申請、仲裁申請後
の申請はできない。
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【手続の主体】

８．仲裁手続の流れ

委員会の手続 当事者の手続

両当事者から
の申請

仲裁判断

仲裁委員の指
名・両当事者
への通知

○ 手数料は無料。
○ 原則非公開。

終了後、当事者の了解を得られた範囲内で公表。

和解勧告

（必要に応じて実施）

仲裁廷における審理・調査

（仲裁判断は確定判決と同一の効力を有
する。（仲裁法第４５条第１項））

他方当事者
への通知

一方当事者
からの申請

仲裁判断内容の履行

仲裁委員の
選定

（※）場合により強制執行

（※）大臣命令申立て、大臣裁定申請後の申請はできない。

９．あっせん（委員会設置以降51件）の内訳

接続に係る

費用負担

35件（68．6%）接続の諾否

5件（9．8%）

設備の利用・運用

3件（5．9%）

接続協定の細目

2件（3．9%） 接続に必要な設備の設置

1件（2．0%）
電気通信役務の提供

に係る契約の取次ぎ

1件（2．0%）

接続料・網改造料の
支払い等に関する紛争

合意が成立し

解決

31件（60．8%）

合意に至らず
（申請取下げ・

打切り）
17件(33.3%)

不実行
3件(5.9%)

接続に必要な工作物
の利用 4件（7．8%）

※ なお、これまでの仲裁申請（３件）については、一方の当事者からの申請のみで、他方当事者からの申請がなかったため、
仲裁は行われなかった。

（注）「合意が成立し解決」は、当事者間の協議により解決した事件
11件及びあっせん案の受諾により解決した事件20件の合計。

１ あっせんの紛争内容 ２ あっせんの処理結果
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１０．相談窓口のご紹介

電気通信事業紛争処理委員会の事務局では、事業者向けの相談窓口として、専用の
電話、メールアドレスを設け、事業者間での協定・契約に関する協議が難航した場合等
の相談に応じ、アドバイスや参考情報の提供など幅広く行っています。

なお、相談は、無料、非公開で行っておりますのでお気軽にご連絡ください。

➢ご相談は、委員会のあっせんや仲裁手続の利用を前提とするものではありません。協議中
のものや今後の対応を決めていない案件についてもご相談下さい。

➢「あっせん申請が可能な事案かどうか判断がつかない」といった相談や「あっせんの手続（制
度概要・申請方法等）を知りたい」などの問合わせについても幅広く受け付けています。
➢相談者の了解なしに、相談内容を相手方事業者に伝えることはありません。

◎例えば、こんな時、ご相談下さい。

✔ダークファイバの利用を断られた。
✔接続料について合意ができない。
✔携帯電話事業者のネットワークを借りて移動通信サー
ビスを提供しようとしているが、携帯電話事業者との契約
の協議が調わない。
✔コロケーションスペースの利用を断られた。
✔鉄塔の共用に係る費用負担について合意ができない。
✔ゲーム・音楽等の配信サービスのために必要な契約
を携帯電話事業者と締結しようとしているが、その中で
通信プラットフォームの利用条件について合意ができない。
✔地上波のＴＶ局の放送対象地域外で、ＣＡＴV事業者が
地上波放送を再放送するにあたり、同意が得られない。

紛争処理事例
（より詳細なものを紛争処理委員会のウェブサイトに掲載しています）

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/case/case1.html

紛争処理事例
（より詳細なものを紛争処理委員会のウェブサイトに掲載しています）

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/case/case1.html

※個別事業者名については、あっせん・仲裁終了後に当事者の御了解を得た上で公開しています。
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■ 概 要

ＡＤＳＬ事業者が、ＮＴＴ東日本の１２のビルにおいて、相互接続点の設置のためのコロケーショ

ンスペース、電源等の利用が不可との回答をＮＴＴ東日本から受けたことから、それらの利用が

できるようあっせんを申請 （平成１４年２月１日申請）

■ あっせん手続の結果

あっせん対象の１２のビルについて、平成１４年２月中にＡＤＳＬ事業者による自前工事着工が

できるよう双方協力を行うことで、両者が合意

◎ 勧 告 （本件の背景として、他の事業者が、既にスペース等を大量に予約していた状況があったことから）

コロケーションについて、現状では接続事業者からの利用請求の先後のみが優先度として

考慮されていることを改め、請求の先後に加え、利用の緊急性も優先度として考慮されるよう

に、第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者において措置が講じられるよう

総務省において配意すること。

◎ その後の状況

ＮＴＴ東西の接続約款が変更され、コロケーションルールが整備された。

あっせん事例(1) NTTの局舎スペース等の利用に関するあっせん

■ 概 要

ＡＤＳＬ事業者が地方公共団体から受注した条件不利地域における情報通信基盤整備のため、ＮＴＴ西の

局舎間を結ぶ中継光ファイバとの接続を希望したが、開示情報が「Ｄ（空き回線がない）」となっている。

他方、当該地方公共団体の案件に、ＮＴＴ西も応札していることから、当該区間においてＮＴＴ西が確保し

ている中継光ファイバの開放等についてあっせんを申請（平成２１年９月１５日申請）

■ あっせん手続の結果

両当事者が、以下のあっせん案を受諾し、あっせん終了

１）利用可能な中継光ファイバがない区間について、ＮＴＴ西の中継光ファイバに設置された多重伝送装置との

接続を行う方式などの代替手段に関する具体的な協議を早急に開始する。

２）ＮＴＴ西は、利用部門が確保する中継光ファイバの利用予定の有無及び光ケーブルの保守に必要となる芯線の

必要性の有無を確認し、不要とされたものについては速やかに返納を行う。また、他事業者が確保する中継光

ファイバについても、ＮＴＴ西同様の取組みを実施するよう申入れを行う。以上の結果概要について委員会に

報告する。

３）ＮＴＴ西は、中継光ファイバについて、①過去の空き情報の閲覧の容易化、②空き情報の変更理由の付加、

③空き情報の更新のタイミングの明示、④光ケーブルの保守に必要となる芯線の確保及びその目的の明示を

行うことにより、空き情報閲覧画面の情報閲覧機能の更なる充実を図る。

４）ＮＴＴ西は、中継光ファイバに関する区間毎の利用状況を管理する体制を整備し、その整備概要について

委員会に報告する。

あっせん事例(2)  ＡＤＳＬ事業者によるNTTの中継光
ファイバとの接続の諾否に関するあっせん
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■ 概 要

ＮＴＴ西の相互接続事業者が、信用評価機関の評価において支払いを怠るおそれがあるもの

としてＮＴＴ西が「別に定める基準」に該当するとして、ＮＴＴ西より債権保全措置を求めら

れたことから、当該債権保全措置の要否についてあっせんを申請（平成２１年１０月２７日申請）

■ あっせん申請取下げ

あっせん申請後、当事者間で協議を行い、相互接続事業者が最新の財務諸表をＮＴＴ西に

提出し、ＮＴＴ西は当該財務諸表を確認後、信用評価機関へ評価の最新化を依頼した。

その結果、ＮＴＴ西より債権保全措置の必要がないことが確認できたとの連絡が相互接続

事業者にあったため、あっせん申請を取り下げることとなった。

あっせん事例(3)  債権保全措置に関するあっせん

、

■ 概 要
ＰＨＳを利用してＭＶＮＯ事業を行っている事業者が、ＮＴＴドコモの携帯電話網（３Ｇ）を利用

したＭＶＮＯ事業を行うことを希望したが、ＮＴＴドコモとの接続協議が調わないことから、接続協
定の細目に係る裁定を総務大臣に申請(平成１９年７月９日申請）

■ 諮 問 内 容
本件接続における料金設定は、「エンドエンド料金」としＭＶＮＯ事業者に利用者料金設定権を認
めることが相当。また、料金体系は、帯域幅課金とすることが相当
接続料の金額、開発を要する機能等は、細目協議に至っておらず、裁定を行わない。

■ 答 申 内 容
諮問内容は、概ね適当であるが、帯域幅課金については、ネットワークの輻輳対策について協議が
調うことを条件とすることが適当

◎ 勧 告
裁定内容を「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」に反映
することのほか、接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資する事項
について、適時適切に検討を行い、所要の措置を講じること。

◎ その後の状況
答申に沿い大臣による裁定が行われた（平成１９年１１月３０日）。その後、ＮＴＴドコモは、

ＭＶＮＯとの接続料を帯域幅課金とする接続約款をレイヤー３接続については平成２０年７月２８日、
レイヤー２接続については平成２１年３月６日に総務大臣に届け出た。
また、総合通信基盤局では、勧告も踏まえて、ＭＶＮＯガイドラインを平成２０年５月１９日に
再改定した。

参考事例(1) MVNOとMNO間の接続協定に関する裁定
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■ 背 景
ＮＴＴ西日本の従業員が接続の業務に関して入手した他の事業者への電話番号移転に関する情報を子会

社の従業員に提供し、子会社の従業員が販売代理店に提供した事実が判明。

■ 諮 問 内 容（平成２２年１月２８日付け）
ＮＴＴ西日本の当該従業員の行為は、事業法第３０条第３項第１号に抵触すると認められるところ。

ＮＴＴ西日本からは、顧客情報管理システム端末から他の事業者等に関する情報を取り出すことを不可
能とするなどの措置を講ずる旨報告がなされているが、他の事業者等に関する情報の閲覧が当該情報を
必要とする業務以外の業務においても可能なままとなっていること等により、依然として、今回の事案
と同様の事案が発生し、電気通信事業者間の公正な競争が阻害され、電気通信の健全な発達に支障を生
ずるおそれがあると認められるところ。
以上より、事業法第２９条第１項第１２号の規定に基づき、業務の方法の改善その他の措置をとるこ

とを命ずることとしたい。

■ 答 申 内 容（平成２２年２月４日付け）
諮問の趣旨により業務の改善を命ずることは、適当。命令に当たっては、以下の点に留意されたい。
１ ＮＴＴ西日本が他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信
の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備を設置する電気通信事業者であるこ
とにかんがみ、ＮＴＴ西日本がその立場を十分に認識しつつ命令を確実に履行するよう注視すべき
こと。
２ ＮＴＴ西日本及び地域子会社等における「法令等の遵守が徹底される体制の構築」として講じさ
せる措置については、次のとおりとされるべきこと。
① 社内における業務分掌等の観点からも必要かつ十分な措置であること。
② 客観的な検証可能性に配意しつつ講じられること。

参考事例(2) 西日本電信電話株式会社に対する業務改善命令

◎ その後の状況
答申を受け、大臣による命令が行われた（平成２２年２月４日）。
※ 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイド
ライン（平成16年総務省告示第695号）に違反する行為が行われたと認められることから、同社に対し、総合通信
基盤局長から文書による厳重注意も行われた。
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